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１．葛飾区地域防災計画（令和６年修正）【第１編 総則】 新旧対照表 

番号 頁 旧 新 備考 

1  5 第２章 葛飾区の現状と被害想定 
 第１節 葛飾区の概況 ３ 土地利用 
本区は、令和４年（2022）年現在の地目別土地面積（課税地）に

よると、約 95％が宅地（工業地・商業地含む）であり、残りを農地
と鉄道用地がほぼ二分している。また、都市計画地域の指定状況は、
住居系用途が 51.2％と大きな割合を占めている。 
 

第２章 葛飾区の現状と被害想定 
 第１節 葛飾区の概況 ３ 土地利用 
本区は、令和４年（2022）年１月時点の地目別土地面積（課税地）

によると、約 95％が宅地（工業地・商業地含む）であり、残りを農
地と鉄道用地がほぼ二分している。また、用途地域の指定状況は、
住居系用途が 51.1％と大きな割合を占め、住宅・人口が密集した市
街地を形成している。 
 

 

2  6 第２章 葛飾区の現状と被害想定 
 第２節 被害想定 ５ 産業 
区内の事業所数、産業従業員数は、平成 28（2016）年現在で 16,636

事業所、産業従業者数 128,556 人となっている。従業者数の内訳は、
第３次産業が約 79％と大半を占めている。 
 

第２章 葛飾区の現状と被害想定 
 第２節 被害想定 ５ 産業 
区内の事業所数、産業従業員数は、令和３（2021）年現在で 15,883

事業所、産業従業者数 141,421 人となっている。従業者数の内訳は、
第３次産業が約 82％と大半を占めている。 
 

 

3  20 第３章 基本的理念、役割 
 第２節 関係機関の役割 ４ 指定公共機関の役割 
  

東日本電信電話（株） 

１ 電信及び電話施設の建設並びに
これらの施設の保全に関すること。 
２ 災害非常通話の調整及び気象予
警報の伝達に関すること。 

 

第３章 基本的理念、役割 
 第２節 関係機関の役割 ４ 指定公共機関の役割 
  

東日本電信電話（株） 
東京東支店 

１ 電信及び電話施設の建設並びに
これらの施設の保全に関すること。 
２ 災害時における通信回線等の疎
通確保と通信設備の復旧に関するこ
と。 

 

[東日本電信電
話] 

4  21 第３章 基本的理念、役割 
 第２節 関係機関の役割 ４ 指定公共機関の役割 
 

東京ガス（株） 
東京東支店 

１ ガス施設（装置、供給及び製造設
備を含む。）の建設及び安全保安に関
すること。 
２ ガスの供給に関すること。 

 

第３章 基本的理念、役割 
 第２節 関係機関の役割 ４ 指定公共機関の役割 
 

東京ガスグループ 

１ ガス施設（装置、供給及び製造設
備を含む。）の建設及び安全保安に関
すること。 
２ ガスの供給に関すること。 

 

[東京ガス] 

5  21 第３章 基本的理念、役割 
 第２節 関係機関の役割 ４ 指定公共機関の役割 
 

東京電力 

パワーグリッド（株） 

上野支社 

１ 電力施設等の建設及び安全保安

に関すること。 

２ 電力需給に関すること。 
 

第３章 基本的理念、役割 
 第２節 関係機関の役割 ４ 指定公共機関の役割 
 

東京電力 

パワーグリッド（株） 

上野支社 

１ 電力設備等の建設及び保全に関

すること。 

２ 電力供給に関すること。 
 
 

[東電 PG] 
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番号 頁 旧 新 備考 

6  27 第４章 計画修正の概要 第２節 対策の視点 
 ４ 要配慮者・男女等のニーズへの配慮 
（中略） 
（１）要配慮者支援体制の強化 
① 安否確認、避難誘導等の支援体制 
② 社会福祉協議会や福祉事業者等と連携した、福祉避難所での支
援 
 

第４章 計画修正の概要 第２節 対策の視点 
 ４ 要配慮者・男女等のニーズへの配慮 
（中略） 
（１）要配慮者支援体制の強化 
① 安否確認、避難誘導等の支援体制 
② 社会福祉協議会や福祉事業者等と連携した、福祉避難所での支
援 
③ 助産師会等と連携した妊産婦・乳児向けの福祉避難所である妊
産婦・乳児避難所の設置 
 

 

7  30 第５章 減災目標 第１節 死者の半減 
１ 建物被害による死者の半減 １－１ 住宅・建物の耐震化 

（中略） 
（１）葛飾区耐震改修促進計画の策定：令和４年３月一部改定（都
市整備部） 
① 住宅については、令和７年度末までに耐震性が不十分な住宅を
おおむね解消することを目標とする。 
② 特定緊急輸送道路沿道の建築物については、令和７年度までに
100%とすることを目標とする。 
③ 一般緊急輸送道路沿道の建築物については、耐震化を図りなが
ら、正確な状況を把握し、耐震化の目標年度や目標値を定めること
とする。 
④ 民間特定既存耐震不適格建築物については、令和７年度末まで
に耐震性が不十分な建築物をおおむね解消することを目標とする。 
⑤ 区営住宅については、耐震化率 100％を達成したため、適切に
維持・保全していくこととする。 
⑥ 区有建築物については、耐震化率 100％を達成したため、適切
に維持・保全していくこととする。 
 
 

第５章 減災目標 第１節 死者の半減 
１ 建物被害による死者の半減 １－１ 住宅・建物の耐震化 

（中略） 
（１）葛飾区耐震改修促進計画の策定：令和６年３月一部改定（都
市整備部） 
① 旧耐震基準の住宅については、令和７年度末までに耐震性が不
十分な住宅をおおむね解消することを目標とする。 
② 特定緊急輸送道路沿道の建築物については、令和７年度までに
100%とすることを目標とする。 
③ 一般緊急輸送道路沿道の建築物については、耐震化を図りなが
ら、正確な状況を把握し、耐震化の目標年度や目標値を定めること
とする。 
④ 民間特定既存耐震不適格建築物については、令和７年度末まで
に耐震性が不十分な建築物をおおむね解消することを目標とする。 
⑤ 区営住宅については、耐震化率 100％を達成したため、適切に
維持・保全していくこととする。 
⑥ 区有建築物については、耐震化率 100％を達成したため、適切
に維持・保全していくこととする。 
⑦ グレーゾーン住宅については、耐震性が不十分な住宅を令和 17
年度末までにおおむね解消することを目指す。なお、耐震性が不十
分なグレーゾーン住宅を令和 12 年度末までに半減することを中間
の目標とする。 
（中略） 
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２．葛飾区地域防災計画（令和５年修正）【第２編 震災編】 新旧対照表 

番

号 

頁 旧 新 備考 

8 46 第１部 第１章 区民と地域の防災力向上 
 第２節 予防対策 １ 自助による区民の防災力の向上 
  １－２ 防災意識の啓発、防災教育の充実 
■消防署の活動 

（中略） 
ク 各家庭を訪問し、防火防災上の安全性の確認や住宅用防災
機器の設置等に関する指導助言を行う「防火防災診断」及び要
配慮者宅を対象とする｢住まいの防火防災診断｣の実施 

 
 

第１部 第１章 区民と地域の防災力向上 
 第２節 予防対策 １ 自助による区民の防災力の向上 
  １－２ 防災意識の啓発、防災教育の充実 
■消防署の活動 

（中略） 
ク 防火防災対策等の普及啓発を目的に行う「防火防災巡回」
及び要配慮者や希望する区民に住居の立ち入りを前提とし、防
火防災上の安全性の確認、改善指導を行う「住まいの防火防災
診断」の実施 

 
 

 

9 47 第１部 第１章 区民と地域の防災力向上 
 第２節 予防対策 １ 自助による区民の防災力の向上 
  １－３ 外国人への支援 
（１） 防災意識の普及 
区は、外国語対応の生活ガイドブックや防災マップの作成及び配

布、国際交流イベント及び講座における都作成の防災動画の活用等
により防災意識の啓発を行う。 
（２） 外国語による標識等の設置 
区は、街区表示板、避難標識や避難所施設内の掲示物等に外国語

での表記を行う。 
（３） 通訳ボランティアによる支援 
区は、通訳ボランティアの協力を得るなどにより、防災訓練等に

おいて外国人を支援する。 
 

第１部 第１章 区民と地域の防災力向上 
 第２節 予防対策 １ 自助による区民の防災力の向上 
  １－３ 外国人への支援 
（１） 防災意識の普及 
区は、外国語対応の生活ガイドブックや防災マップの作成及び配

布、国際交流イベント及び講座における都作成の防災動画の活用等
や日本語教室等での防災学習の実施等により防災意識の啓発を行
う。また、ホームページに外国人向けのページを作成し、防災・災
害対策情報を発信することで、自身が分かる言語で理解・情報収集
できるようにする。 
（２） 外国語による標識等の設置 
区は、街区表示板、避難標識や避難所施設内の掲示物等に外国語

での表記を行う。 
（３） 通訳ボランティアによる支援 
区は、通訳ボランティアの協力を得るなどにより、防災訓練等に

おいて外国人を支援する。 
 

 

10 49 第１部 第１章 区民と地域の防災力向上 
 第２節 予防対策 ３ 消防団の活動体制の充実 
（１） 現況 
葛飾区における消防団は、２団 27 分団で団員数（定員）は、1,200

名である。 
（２） 活動体制の充実 
① 区は、消防署と連携して、消防団の活動を支援する。 
② 女性、学生などの対象に応じたリーフレットや消防団を紹介す
るホームページの活用など、多様な手法で消防団をＰＲし、入団

第１部 第１章 区民と地域の防災力向上 
 第２節 予防対策 ３ 消防団の活動体制の充実 
（１） 現況 
葛飾区における消防団は、２団 27 分団で団員数（定員）は、1,200

名である。 
（２） 活動体制の充実 
① 区は、消防署と連携して、消防団の活動を支援する。 
② 女性、学生、事業者などの対象に応じたリーフレットや消防団
を紹介するホームページの活用など、多様な手法で消防団をＰＲ
し、入団等を促進する。また、大規模災害団員などの制度の活用、
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番

号 

頁 旧 新 備考 

等を促進する。また、大規模災害団員などの制度の活用、消防団
員の活動環境の整備、消防団の相互連携体制の構築等を進める。 

 

消防団員の活動環境の整備、消防団の相互連携体制の構築等を進
める。 

 
11 50 第１部 第１章 区民と地域の防災力向上 

 第２節 予防対策 ４ 事業所による自助・共助の強化 
  ４－１ 事業所への指導 
（１） 事業所防災計画の作成指導 
消防署は、東京都震災対策条例に基づく事業所防災計画の作成を

指導し、事業所の自主防災体制の充実強化を図る。 
（２） 自衛消防隊の活動能力の向上 
消防署は、自衛消防隊の訓練の指導、発生初期段階での傷病者に

対する応急救護能力を向上させるため自衛消防活動中核要員を中
心に上級救命講習等の受講の促進を図るとともに、自衛消防隊の活
動能力の向上を図る。 
（３） 啓発 
区は、広報紙等により事業所相互間及び事業所と防災市民組織等

の連携の重要性について啓発する。 
 
 

第１部 第１章 区民と地域の防災力向上 
 第２節 予防対策 ４ 事業所による自助・共助の強化 
  ４－１ 事業所への指導 
（１） 事業所防災計画の作成指導 
消防署は、東京都震災対策条例に基づく事業所防災計画の作成を

指導し、事業所の自主防災体制の充実強化を図る。 
（２） 自衛消防隊の活動能力の向上 
消防署は、震災初期段階における自衛消防隊の初期消火能力をは

じめとした自衛消防力の向上を図るため、防火管理者を中心とした
効果的な自衛消防訓練を推進する。 
（３） 啓発 
区は、広報紙等により事業所相互間及び事業所と防災市民組織等

の連携の重要性について啓発する。 
 

 

12 59 第１部 第２章 安全な都市づくりの実現 第２節 予防対策  
１ 防災都市づくり １－１ 防災都市づくり 

（中略） 
■地域の指定 

整備地域 
立石・四つ木・堀切地域     約 415ha 

松島・新小岩駅周辺地域     約 135ha 

重点整備地

域 

四つ木一・二丁目地区      約 28.1ha 

東四つ木地区          約 40.0 ha 

東立石四丁目地区        約 19.5ha 

堀切二丁目周辺及び四丁目地区  約 68.5ha 

 
 
③不燃化特区制度 
重点整備地域において、老朽木造建築物の建替え・除却への助成や
固定資産税の減免措置など、従来よりも踏み込んだ特別な支援を継
続し、不燃化を強力に推進する制度。なお、防災都市づくり推進計
画の基本方針の改定により、令和７年度まで期間が延長された。 

第１部 第２章 安全な都市づくりの実現 第２節 予防対策  
１ 防災都市づくり １－１ 防災都市づくり 

（中略） 
■地域の指定 

整備地域 
立石・四つ木・堀切地域     約 415ha 

松島・新小岩駅周辺地域     約 135ha 

重点整備地

域 

四つ木一・二丁目地区      約 28.1ha 

東四つ木地区          約 40.0 ha 

東立石四丁目地区        約 19.5ha 

堀切二丁目周辺及び四丁目地区  約 68.5ha 

※地域の指定については、防災都市づくり推進計画の基本方針に準
じる。 
 
③不燃化特区制度 
重点整備地域において、老朽木造建築物の建替え・除却への助成や
固定資産税の減免措置など、従来よりも踏み込んだ特別な支援を継
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続し、不燃化を強力に推進する制度。なお、防災都市づくり推進計
画の基本方針の改定により、令和７年度まで期間が延長された。 
 
④整備地域不燃化加速事業 
 令和４年 12 月に都が公表した「TOKYO 強靭化プロジェクト」にお
いて、整備地域での不燃領域率を向上させるため、支援制度を新設
した。これを受け、区は不燃化特区以外の整備地域における不燃化
を加速させるため、都の制度を活用した老朽建築物の建替え助成を
実施し、災害に強い街づくりを進める。 
 

13 63 第１部 第２章 安全な都市づくりの実現 第２節 予防対策  
１ 防災都市づくり １－３ 安全な市街地の整備と再開発 

（１） 市街地再開発 
① 計画目標 
木造市街地が無秩序に密集し、道路・駅前広場等の公共施設が不足
している市街地を再開発することにより、耐震耐火建築物の建設と
道路・公園・広場等の公共施設を総合的に整備し、災害に強い、安
全で快適な市街地の形成をめざす。 
② 現況 
再開発の具体化に向けて調査・検討等を進めている地域や事業が進
んでいる地域は次のとおりである。 
■立石駅周辺地区 
立石駅北口地区・南口東地区・南口西地区        約 4.5 万㎡ 

■金町駅北口地区  東金町一丁目西地区        約３万㎡ 
■新小岩駅南口地区 新小岩駅南口地区         約 1.5 万㎡ 
■高砂駅周辺地区  高砂駅周辺地区          約 84 万㎡ 
 
 

第１部 第２章 安全な都市づくりの実現 第２節 予防対策  
１ 防災都市づくり １－３ 安全な市街地の整備と再開発 

（１） 市街地再開発 
① 計画目標 
木造市街地が無秩序に密集し、道路・駅前広場等の公共施設が不足
している市街地を再開発することにより、耐震耐火建築物の建設と
道路・公園・広場等の公共施設を総合的に整備し、災害に強い、安
全で快適な市街地の形成をめざす。 
② 現況 
再開発の具体化に向けて調査・検討等を進めている地域や事業が進
んでいる地区は次のとおりである。 
■立石駅周辺地域 
立石駅北口地区・南口東地区・南口西地区        約 4.5 万㎡ 

■金町駅周辺地域  東金町一丁目西地区        約３万㎡ 
■新小岩駅周辺地域 新小岩駅南口地区         約 1.5 万㎡ 
■高砂駅周辺地域  高砂駅周辺地区          約 84 万㎡ 
 

 

14 64 第１部 第２章 安全な都市づくりの実現 第２節 予防対策  
１ 防災都市づくり １－４ 防災活動拠点の整備 

（中略） 
さらに、それに伴い公園に関連する下水道施設の耐震化工事を推進
する。 
 

第１部 第２章 安全な都市づくりの実現 第２節 予防対策  
１ 防災都市づくり １－４ 防災活動拠点の整備 

（中略） 
さらに、災害復旧拠点となる公園（防災活動拠点等）から排水を受
け入れる下水道管のそれに伴い公園に関連する下水道施設の耐震
化工事を推進する。 
 

 

15 65 第１部 第２章 安全な都市づくりの実現 第２節 予防対策  
２ 住宅・建築物の耐震化及び安全対策の促進 
 ２－１ 住宅・建築物の耐震化 

（中略） 
（１） 木造建築物耐震診断士派遣 

第１部 第２章 安全な都市づくりの実現 第２節 予防対策  
２ 住宅・建築物の耐震化及び安全対策の促進 
 ２－１ 住宅・建築物の耐震化 

（中略） 
（１） 木造住宅耐震診断士派遣 
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16 68 第１部 第２章 安全な都市づくりの実現 
 第２節 予防対策 ２ 住宅・建築物の耐震化及び安全対策の促
進 ２－５ 家具類の転倒・落下・移動防止 
（中略） 
（５） 家具類の転倒・落下・移動防止対策 
① 区は、区の施設の転倒・落下・移動防止対策を実施する。 
 

第１部 第２章 安全な都市づくりの実現 
 第２節 予防対策 ２ 住宅・建築物の耐震化及び安全対策の促
進 ２－５ 家具類の転倒・落下・移動防止 
（中略） 
（５） 家具類の転倒、落下、移動防止対策 
① 区は、区の施設の転倒、落下、移動防止対策を実施する。 
 

 

17 69 第１部 第２章 安全な都市づくりの実現 
 第２節 予防対策 ３ 液状化への対策 

３－１ 住宅における液状化対策 
（１） 地盤の液状化対策に関わる情報提供 
地盤の液状化に関する知識を深め、液状化による建物被害に備え

るため、液状化が発生する仕組みや地盤調査及び液状化対策等につ
いて、区民向けのパンフレットを作成する。 
（２） 液状化対策の促進 
窓口相談や説明会を実施し、地盤の液状化に関する適切な情報提

供を行うとともに、住宅の新築や建替えの際の地盤調査費、液状化
対策費及び液状化判定調査派遣を行う。 
 

第１部 第２章 安全な都市づくりの実現 
 第２節 予防対策 ３ 液状化への対策 

３－１ 住宅における液状化対策 
（１） 地盤の液状化対策に関わる情報提供 
地盤の液状化に関する知識を深め、液状化による建物被害に備え

るため、液状化が発生する仕組みや地盤調査及び液状化対策等につ
いて、区民向けのパンフレットを作成する。 
（２） 液状化対策の促進 
窓口相談や説明会を実施し、地盤の液状化に関する適切な情報提

供を行うとともに、住宅の新築や建替えの際の地盤調査費及び液状
化対策費の助成並びに液状化判定調査の無料派遣を行う。 
 

 

18 70 第１部 第２章 安全な都市づくりの実現 
 第２節 予防対策 ３ 液状化への対策 
３－２ 河川堤防の耐震・液状化対策 
（３） 中川 
高砂橋上流部は国土交通省、高砂橋上流端から下流及び新中川は

東京都江東治水事務所で堤防整備や耐震対策事業等の整備を進め
ており、東京都第五建設事務所が管理している。 
国土交通省では堤防嵩上げ等の河川改修を実施中であり、近年で

は水元、高砂、青戸の堤防嵩上げを実施した。 
 
 

第１部 第２章 安全な都市づくりの実現 
 第２節 予防対策 ３ 液状化への対策 
３－２ 河川堤防の耐震・液状化対策 
（３） 中川 
高砂橋上流部は国土交通省、高砂橋上流端から下流及び新中川は

東京都江東治水事務所で堤防等の耐震・耐水対策を進めており、東
京都第五建設事務所が管理している。 
国土交通省では堤防嵩上げ等の河川改修を実施しており、近年で

は新宿の堤防嵩上げを実施した（「利根川水系中川・綾瀬川河川整
備計画【大臣管理区間】」令和 5年（2023）11 月策定）。 
 
 

修正理由：昨年度
に直轄の河川整
備計画が策定さ
れ、江戸川・荒川
と同記載となる
ようにするため 
[江戸川河川事務
所]  

19 70 第１部 第２章 安全な都市づくりの実現 
 第２節 予防対策 ３ 液状化への対策 
３－２ 河川堤防の耐震・液状化対策 
（３） 中川 
（中略） 

第１部 第２章 安全な都市づくりの実現 
 第２節 予防対策 ３ 液状化への対策 
３－２ 河川堤防の耐震・液状化対策 
（３） 中川 
（中略） 
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東京都管理区間については、令和 3 年 12 月に策定された「東部
低地帯の河川施設整備計画（第二期）」に基づき、堤防や水門の耐
震対策等を実施している。 

東京都管理区間については、令和 3 年 12 月に策定された「東部
低地帯の河川施設整備計画（第二期）」に基づき、堤防や水門の耐
震対策等を実施している。 

 
20  第１部 第２章 安全な都市づくりの実現 

 第２節 予防対策 ３ 液状化への対策 
３－２ 河川堤防の耐震・液状化対策 

第１部 第２章 安全な都市づくりの実現 
 第２節 予防対策 ３ 液状化への対策 
３－２ 河川堤防の耐震・液状化対策 
（４） 新中川 
中川より高砂橋下流から分派して南へ流れる新中川は、東京都第

五建設事務所が管理している。 
また、令和 3 年 12 月に策定された「東部低地帯の河川施設整備計
画（第二期）」に基づき、東京都江東治水事務所が堤防の耐震対策
等を実施している。 
 

 

21 71 第１部 第２章 安全な都市づくりの実現 
 第２節 予防対策 ３ 液状化への対策 
３－２ 河川堤防の耐震・液状化対策 
（４） 綾瀬川 
（中略） 
現在は中川と同様、「東部低地帯の河川施設整備計画（第二期）」

に基づき堤防の耐震対策を実施している。 

第１部 第２章 安全な都市づくりの実現 
 第２節 予防対策 ３ 液状化への対策 
３－２ 河川堤防の耐震・液状化対策 
（５） 綾瀬川 
（中略） 
現在は中川と同様、「東部低地帯の河川施設整備計画（第二期）」に
基づき堤防の耐震対策を実施したている。 
 

 

22 71 第１部 第２章 安全な都市づくりの実現 
 第２節 予防対策 ３ 液状化への対策 
３－２ 河川堤防の耐震・液状化対策 
（５） 大場川 
（中略） 
 
 
 

第１部 第２章 安全な都市づくりの実現 
 第２節 予防対策 ３ 液状化への対策 
３－２ 河川堤防の耐震・液状化対策 
（６） 大場川 
（中略） 
現在は中川と同様、「東部低地帯の河川施設整備計画（第二期）」に
基づき堤防の耐震対策を実施した。 

 

23 80 第１部 第２章 安全な都市づくりの実現 第３節 応急対策 
 １ 公共施設等の応急対策による二次災害防止 
１－１ 河川施設の応急対策 
（中略） 
情報網に被災があった場合は、衛星携帯電話等を携帯した連絡要

員（リエゾン）を派遣するとともに都及び区の行う応急対策に関し、
要請があれば指導を行う。 
 

第１部 第２章 安全な都市づくりの実現 第３節 応急対策 
 １ 公共施設等の応急対策による二次災害防止 
１－１ 河川施設の応急対策 
（中略） 
情報網に被災があった場合は、衛星携帯電話等を携帯した連絡要

員（リエゾン）を派遣するとともに都及び区の行う応急対策に関し、
要請があれば指導を行う。 
 

[荒川下流河川事
務所] 
修正理由：必ずし
も衛星携帯電話
を携帯していな
いため、削除 

24 83 第１部 第３章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確
保 第１節 対策の基本方針 ３ 対策の課題 

第１部 第３章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確
保 第１節 対策の基本方針 ３ 対策の課題 

「水道管路の耐
震化」―「区市町
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③ 都心南部直下地震において葛飾区では、停電率 15.6％、通信の
不通率 5.5％、ガスの供給停止率 5.6％、断水率 61.1％、下水道管
きょ被害率 7.0％と想定されており、被災後の区民生活の継続に大
きな支障となる。 
 

 
③ 都心南部直下地震において葛飾区では、停電率 15.6％、通信の
不通率 5.5％、ガスの供給停止率 5.6％、断水率 57.7％、下水道管
きょ被害率 7.0％と想定されており、被災後の区民生活の継続に大
きな支障となる。 
 

の断水率（令和４
年度末）」より水
道局が公表して
いる最新の数値
に修正する。[水
道局東部第二支
所] 

25 92 第１部 第３章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確
保 第２節 予防方針 ３ バス施設 
  
都交通局、京成バス（株）、京成タウンバス（株）、東武バスセント
ラル（株）、日立自動車交通（株）、マイスカイ交通（株） 
バス事業者は、施設整備、通信体制の強化、職員及び乗務員の対

応等についての防災教育を行うことにより、災害発生時の人命の安
全確保及び輸送の確保を図る。 
 

第１部 第３章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確
保 第２節 予防方針 ３ バス施設 
  
都交通局、京成バス（株）、京成タウンバス（株）※、東武バスセ
ントラル（株）、日立自動車交通（株）、マイスカイ交通（株） 
バス事業者は、施設整備、通信体制の強化、職員及び乗務員の対

応等についての防災教育を行うことにより、災害発生時の人命の安
全確保及び輸送の確保を図る。 
※令和７年４月より、京成バス東京（株）に社名変更予定 

 

 

26 93 第１部 第３章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確
保 第２節 予防方針 ５ ライフライン施設 
５－１ 水道施設 
（中略） 
（２） 管路の効果的な耐震継手化の推進 
管路については、より効果的に地域全体の断水被害を軽減するた

め、首都中枢・緊急医療機関及び震災時に多くの都民が集まる避難
所や主要な駅への供給ルートの耐震継手化を完了した。現在は、都
の被害想定で震災時の断水率が高い地域について、重点的に管路の
耐震継手化を進め、令和 10 年度までに解消する。 
 

第１部 第３章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確
保 第２節 予防方針 ５ ライフライン施設 
５－１ 水道施設 
（中略） 
（２） 管路の効果的な耐震継手化の推進 
管路については、首都中枢・緊急医療機関及び震災時に多くの都

民が集まる避難所や主要な駅への供給ルートの耐震継手化は令和
５年３月に概成を完了した。現在は、より効果的に地域全体の断水
被害を軽減するため、都の被害想定で震災時の断水率が高いと想定
される地域について、重点的に管路の耐震継手化を重点的に進め、
令和 10 年度までに解消する。 
 

 

27 94 第１部 第３章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確
保 第２節 予防方針 ５ ライフライン施設 
５－２ 下水道施設 
（中略） 
（２） 施設の耐震対策 
既存施設の耐震診断を行い、施設の重要性、再構築の時期などを

勘案しながら耐震対策を推進する。また、下水道が被害を受けた場
合にも機能が確保できるように、再構築時などに施設のネットワー
ク化を実施し、施設相互のバックアップ機能を確保する。 
 

第１部 第３章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確
保 第２節 予防方針 ５ ライフライン施設 
５－２ 下水道施設 
（中略） 
（２） 施設の耐震対策 
既存施設の耐震診断を行い、施設の重要性、再構築の時期などを

勘案しながら耐震対策を推進する。また、発災時等の緊急時におい
ても水処理や汚泥処理をより安定的に行えるよう、水再生センター
間に連絡管を整備し、バックアップ機能を確保する。 
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28 94 第１部 第３章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確
保 第２節 予防方針 ５ ライフライン施設 
５－３ 電気施設 
東京電力パワーグリッド（株）は、災害による電力施設の被害を最
小限にするため、耐震性の強化などの諸対策を実施し、万全の予防
措置を講じる。 
（１） 保安対策 
① 変電設備 
ア 機器基礎及び屋外鉄構は耐震性を十分考慮して設計施工して
いる。 
イ 洪水には、既往の浸水実績などを踏まえた浸水対策を行ってい
る。 
ウ 塩害に対しても活線洗浄装置を施設するなどの保安対策を講
じている。 
② 架空配電設備 
地震に対しては概ね区内全域を送電できる施設としており、強風に
も十分耐え得るよう設置している。 
③ 地中配電設備 
地盤沈下の著しい地区に対しては管路の取替、堅固な防護等の強化
工事を実施している。 
④ 送電設備 
地震の影響に対し、送電を確保できるように設計施工している。 
（２） 施設点検 
電気設備に関する技術基準に適合するよう定期的に設備の巡視点
検（特に認めた場合は随時）を行い設備の保全を図っている。 
① 配電線路の巡視点検 
区内全域について５年に１回以上、配電線路のパトロールを行い、
不良箇所を改修している。 
② 配電線路の計画外巡視 
ア 建設現場等については、必要に応じて点検を実施し、公衆安全
の確保を図っている。 
イ 繁華街などの地域は年末及びその他必要な時期にパトロール
を実施している。 
ウ 台風・雷雨・雪害などの際は配電線路の随時巡視を実施してい
る。 
（３） 復旧体制の強化 
電力施設の早期復旧を図るため次の対策を実施している。 
① 緊急動員体制の強化 
復旧要員の動向に従った緊急動員体制の随時整備 
② 応援協力体制の確立 

第１部 第３章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確
保 第２節 予防方針 ５ ライフライン施設 
５－３ 電気施設 
東京電力パワーグリッド（株）は、災害による電力設備への被害に
対し、災害の発生を未然に防止するため次の予防措置を実施する。 
（１） 地震保安対策 
① 送電設備 
ア 架空電線路 
電気設備の技術基準に規定されている風圧荷重が地震動による荷
重を上回るため、同基準に基づき設計を行う。 
イ 地中電線路 
終端接続箱・給油装置等は、電気技術指針である「変電所等におけ
る電気設備の耐震設計指針」に基づき、洞道は、「トンネル標準示
方書（土木学会）」等に基づき設計を行う。 
② 変電設備 
機器の耐震・液状化については、変電所設備の重要度、その地域で
予想される地震動などを勘案するほか、電気技術指針である「変電
所等における電気設備の耐震設計指針」に基づいて設計を行う。 
③ 配電設備 
ア 架空電線路 
電気設備の技術基準に規定されている風圧荷重が地震動による荷
重を上回るため、同基準に基づき設計を行っている。 
イ 地中電線路 
地盤条件に応じて、可とう性のある継手や管路を採用するなど耐震
性を配慮した設計とする。 
④ 通信設備 
通信設備は、電力保安通信規定に基づいて耐震設計を行う。 
（２） 電気工作物の巡視・点検 
電気工作物を常に法令に定める技術基準に適合するように保持し、
さらに事故の未然防止を図るため、定期的に電気工作物の巡視点検
（災害発生のおそれがある場合には特別の巡視）並びに自家用需要
家を除く一般需要家の電気工作物の調査等を行い、感電事故の防止
を図るほか、漏電等により出火にいたる原因の早期発見とその改修
に努める。 
（３） 資機材等の整備点検 
 災害対策用資機材等は、常にその数量を把握しておくとともに、
入念な整備点検を行い、非常事態に備える。 

[東電 PG] 
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工事請負会社との緊急動員連絡体制の整備並びに社員、請負会社の
連動による復旧体制の確立 
③ 応急復旧機材の点検整備 
防災資機材の定期的点検、整備の実施 
 
 

29 105 第１部 第３章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確
保 第３節 応急対策 ４ 河川施設 

  ４－２ 防災船着場の運用 
（中略） 
■船舶等の接岸可能地点 

施設所在地・名称 限界トン数 接岸地延長 備考 

 
 

第１部 第３章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確
保 第３節 応急対策 ４ 河川施設 

  ４－２ 防災船着場の運用 
（中略） 
■船舶等の接岸可能地点 

施設所在地・名称 総トン数 接岸地延長 備考 
 

 

30 108 第１部 第３章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確
保 第３節 応急対策 ５ ライフライン施設 

５－４ 電気施設 
東京電力パワーグリッド（株）は、次の対策を実施する。 
① 第一線機関等においては、予備品、貯蔵品等の在庫品を常に把
握し、調達を必要とする資材は、近隣の第一線機関等相互による
流用を実施する。広域にわたる被害等によりそれらの対応が困難
な場合は、本社対策本部にて全ての資材を管理・確保する。 

② 非常災害対策用の資機材の輸送は、あらかじめ調達契約をして
いる協力会社の車両、船艇、ヘリコプター等により行うが、必要
に応じ他電力会社等からの調達を対策本部において要請し、輸送
力の確保を図る。 

③ 震災時においても送電を継続することを原則とするが、水害又
は火災の拡大時等における円滑な防災活動のため、警察、消防機
関等からの要請があった場合には、送電停止等の適切な危険予防
措置を講じる。 

④ 応急工事の実施に当たっては、人命に係る箇所、復旧対策の中
枢となる官公庁等の機関、避難所等を優先することを原則とする
が、各設備の復旧は、災害状況、被害状況、復旧の難易度を勘案
して、電力供給上、復旧効果の大きいものから、あらかじめ定め
た手順により実施する。 

⑤ 各電力会社と締結した「全国融通電力受給契約」および隣接す
る各電力会社と締結した「二社融通電力受給契約」および広域機
関の指示に基づき電力の緊急融通を行う。 

 

第１部 第３章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確
保 第３節 応急対策 ５ ライフライン施設 
５－４ 電力設備 
東京電力パワーグリッド（株）は、次の対策を実行する。 
（１）情報の収集・報告 
気象、地震情報や一般被害情報及び当社被害情報、東京電力グルー
プ被害状況を迅速、的確に把握し、速やかに上級本（支）部に報告
する。 
（２）広報活動 
停電による社会不安の除去のため、電力施設被害状況及び復旧状況
についての広報を行う。 
また、公衆感電事故、電気火災を防止するため広報活動を行う。 
（３）対策要員の確保 
非常態勢が発令された場合は、対策要員は速やかに所属する本（支）
部に出動する。 
なお、供給区域内において震度６弱以上の地震が発生し自動的に非
常態勢に入る場合は、社員は、呼集を待つことなく、あらかじめ定
められた基準に基づき所属事業所に出動する。 
（４）復旧資材の確保 
予備品、貯蔵品等の在庫量を確認し、調達を必要とする資材は、可
及的速やかに確保する。 
災害対策用の資機材の輸送は、原則としてあらかじめ契約をしてい
る取引先の車両、舟艇、ヘリコプター、その他調達可能な運搬手段
により行う。 
（５）電力の融通 

[東電 PG] 
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電力需給に著しい不均衡が生じ、それを緩和することが必要である
と認めた場合、各電力会社と締結した「全国融通契約」及び隣接す
る各電力会社と締結した「二社契約」及び広域機関の指示に基づき
連系線を用いた緊急的な電力の受給を行う。 
（６）危険予防措置 
電力需要の実態に鑑み、災害時においても原則として供給を継続す
るが、警察・消防などから要請があった場合には、送電停止等適切
な危険予防措置を講じる。 
（７）応急工事 
恒久的復旧工事との関連ならびに情勢の緊急度を勘案して、二次災
害の防止に配慮しつつ、迅速・適切に実施する。 
 

31 112 第１部 第３章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確
保 第４節 復旧対策 ４ ライフライン施設 
４－１ 水道施設 
（中略） 
⑥ 首都中枢機関、災害拠点病院等の重要施設は、配水小管の復旧
及び通水状況に併せ、機能が回復するよう優先して復旧に当た
り、その他の順次給水管についても復旧を行う。 

 

第１部 第３章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確
保 第４節 復旧対策 ４ ライフライン施設 
４－１ 水道施設 
（中略） 
⑥ 首都中枢機関、災害拠点病院等の重要施設は、配水小管の復旧
及び通水状況に併せ、機能が回復するよう優先して復旧に当た
り、その他の順次給水管についても順次復旧を行う。 

 

 

32 112 第１部 第３章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確
保 第４節 復旧対策 ４ ライフライン施設 
４－１ 水道施設 
（中略） 
⑦ 一般住宅等の給水装置の復旧は、その所有者等から修繕申し込
みがあったものについて応急措置を行う。なお、配水に支障を及ぼ
す給水装置の破損等については、申込みの有無にかかわらず応急措
置を実施する。 
 

第１部 第３章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確
保 第４節 復旧対策 ４ ライフライン施設 
４－１ 水道施設 
（中略） 
⑦ 一般住宅等の給水装置の復旧は、その所有者等が自ら行うこと
を原則とする。重要施設の給水装置の復旧は、その所有者等から修
繕申し込みがあったものについて応急措置を行う。なお、配水に支
障を及ぼす給水装置の破損等については、申込みの有無にかかわら
ず応急措置を実施する。 
 

 

33 113 第１部 第３章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確
保 第４節 復旧対策 ４ ライフライン施設 
４－３ 電力施設 
東京電力パワーグリッド（株）は、災害に伴う応急・復旧対策につ
いては、恒久的復旧工事との関連並びに情勢の緊急度を勘案して、
二次災害の防止に配慮しつつ、迅速・適切に実施する。 
（１） 設備の復旧 
各設備の復旧は、災害状況、被害状況、復旧の難易度を勘案して、
電力供給上復旧効果の大きいものから、復旧要員の確保、復旧資機
材の確保など、あらかじめ定めた手順により実施する。 

第１部 第３章 安全な交通ネットワーク及びライフライン等の確
保 第４節 復旧対策 ４ ライフライン施設 
４－３ 電力設備 
東京電力パワーグリッド（株）は、下記の各設備の復旧順位による
ことを原則とするが、災害状況、各設備の被害状況、各設備の被害
復旧の難易度を勘案して、供給上復旧効果の最も大きいものから復
旧を行う。 
（１）送電設備 
①全回線送電不能の主要線路 
②全回線送電不能のその他の線路 
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① 供給区域内において震度６弱以上の地震が発生し自動的に非
常態勢に入る場合は、呼集を待つことなく、あらかじめ定められた
基準に基づき所属事業所に出動する。 
② 電力施設等の被害状況及び復旧状況や停電による主な影響状
況等を迅速、的確に把握する。 
③ 復旧資材の確保のため、予備品、貯蔵品の在庫量を確認し、調
達を必要とする資材は、可及的速やかに確保する。 
 
④ 発電設備については、共通機器、流用可能備品、貯蔵品を活用
した応急復旧措置を行う。 
⑤ 送電設備については、ヘリコプター、車両等の機動力および予
備品、貯蔵品等の活用により仮復旧を迅速に行う。 
⑥ 変電設備については、機器損壊事故に対し、系統の一部変更又
は移動用変圧器等の活用による応急措置で対処する。 
⑦ 配電設備については、配電線路応急工法による迅速、確実な復
旧を行う。 
⑧ 通信設備については、可搬型電源、車載型衛星通信地球局、移
動無線機等の活用により通信を確保する。 
（２） 広報 
停電による社会不安の除去のため、電力施設被害状況及び復旧状況
について広報する。また、感電事故および電気火災等の防止に関す
る広報を行う。 
 

③一部回線送電不能の主要線路 
④一部回線送電不能のその他の線路 
（２）変電設備 
①主要幹線の復旧に関係する送電用変電所 
②重要施設に配電する中間・配電用変電所 
（３）配電設備 
①病院、交通、通信、報道機関、水道、ガス、官公庁等の公共機関、
避難場所、その他重要施設への供給回線 
②その他の回線 
（４）通信設備 
①給電指令回線（制御・監視及び保護回線） 
②災害復旧に使用する保安回線 
③その他保安回線 
 

34 121 第１部 第４章 広域的な視点からの応急対応力の強化 
 第２節 予防対策 ２ 初動対応体制の整備 
２－７ ライフライン機関等の防災訓練 
（中略） 
（２） 東京電力パワーグリッド（株） 
東京電力パワーグリッド（株）は、地震災害や大規模停電に対す

る様々な事態を想定し地域や設備の変化に即応した実践的な応動
訓練を実施することにより、復旧技術の向上、復旧体制の整備など
の充実を図る。 
① 社内総合防災訓練 
大規模地震災害時等における非常災害対策本部、支部の円滑な運

営、並びに情報伝達の習熟を図るための訓練を実施する。 
② 総合防災訓練 
区及びその他公共機関が実施する大規模な地震等を想定した訓

練計画に参加し、電力施設の災害応急措置の訓練を実施する。 

第１部 第４章 広域的な視点からの応急対応力の強化 
 第２節 予防対策 ２ 初動対応体制の整備 
２－７ ライフライン機関等の防災訓練 
（中略） 
災害対策を円滑に推進するため年１回以上防災訓練を実施し、非

常災害にこの計画が有効に機能することを確認する。 
なお、訓練実施に当たっては、実践的な内容とし、抽出した課題

については、速やかに改善を行うとともに、次回訓練に反映する。 
また、国及び地方公共団体等が実施する防災訓練には積極的に参

加する。 

 

35 124 第１部 第４章 広域的な視点からの応急対応力の強化 
 第２節 予防対策 ４ 消火・救助・救急活動体制の整備 

第１部 第４章 広域的な視点からの応急対応力の強化 
 第２節 予防対策 ４ 消火・救助・救急活動体制の整備 
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  ４－２ 消防署の消防活動体制 
消防署は、同時多発性・広域性を有する地震火災、救助・救急事

象に対応するため、消火活動、救助活動、救急活動に関する実践的・
効果的な訓練を通して消防活動体制を整備する。 
また、広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）を活用した、

医療情報収集体制の強化を図る。 
 

  ４－２ 消防署の消防活動体制 
消防署は、同時多発性・広域性を有する地震火災、救助・救急事

象に対応するため、消火活動、救助活動、救急活動に関する実践的・
効果的な訓練を通して消防活動体制を整備する。 
また、広域災害・救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）を活用した、

医療情報収集体制の強化を図るとともに、多言語音声翻訳アプリ
「救急ボイストラ」を活用し、外国人への救急対応の充実強化を図
る。 
 

36 127 第１部 第４章 広域的な視点からの応急対応力の強化 
 第３節 応急対策 １ 区の活動態勢 
区内で計測された震度に応じて、次の活動態勢をとるものとす

る。 
■区の初動態勢 

 
 
 

態勢区分 震度 長周期地

震動階級 

態勢の内容 勤務時間外 

各部での

対応 

震度

４ 

 ○ 各部で職員を参集

し、所管の対応措置

をとる。 

勤務場所に

参集 

情報連絡

態勢 

震度

５弱 
階級３ 

○ 防災担当に情報連

絡室を設置、問い合

わせ対応、情報収集・

伝達を実施する。 

○ 各部の所管施設で

安全確保、施設点検

等を実施する。 

勤務場所に

参集 

第１非常

配備態勢 

震度

５強 

階級４ 

○ 災害対策本部を設

置する。 

○ 職員の 40％で対応

する。 

指定場所に

参集 

第２非常

配備態勢 

震度

６弱

以上 

○ 災害対策本部を設

置する。 

○ 職員の 100％で対

応する。 

指定場所に

参集 

第１部 第４章 広域的な視点からの応急対応力の強化 
 第３節 応急対策 １ 区の活動態勢 
区内で計測された震度に応じて、次の活動態勢をとるものとす

る。 
■区の初動態勢 
態勢区分 震度 長周期地

震動階級 

態勢の内容 勤務時間外 

各部での

対応 

震度

４ 

 ○ 各部で職員を参集

し、所管の対応措置

をとる。 

勤務場所に

参集 

情報連絡

態勢 

震度

５弱 
階級３ 

○ 防災担当に情報連

絡室を設置、問い合

わせ対応、情報収集・

伝達を実施する。 

○ 各部の所管施設で

安全確保、施設点検

等を実施する。 

勤務場所に

参集 

第１非常

配備態勢 

震度

５強 

階級４ 

○ 災害対策本部を設

置する。 

○ 職員の 40％で対応

する。 

○ 学校避難所を開設

する。 

指定場所に

参集 

第２非常

配備態勢 

震度

６弱

以上 

○ 災害対策本部を設

置する。 

○ 職員の 100％で対

応する。 

○ 学校避難所を開設

指定場所に

参集 
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する。 

37 128 第１部 第４章 広域的な視点からの応急対応力の強化 
 第３節 応急対策 １ 区の活動態勢 
（図中） 
 
 
 
 
 
 

第１部 第４章 広域的な視点からの応急対応力の強化 
 第３節 応急対策 １ 区の活動態勢 
（図中） 
 
 
 
 
 

[リサイクル清掃
課] 
→発災後すぐに
対応する必要が
あるため修正 

38 128 第１部 第４章 広域的な視点からの応急対応力の強化 
 第３節 応急対策 １ 区の活動態勢 
  １－１ 統括班 
班長：危機管理課長 
副班長：地域防災課長、生活安全課長 
（１）計画担当 
リーダー 管理係長、災害対策係長 
班員：危機管理課 
業務概要 
・ 各種情報の分析、総合的な災害対策の企画立案等による意思決
定等  
・ 各班の支援 
（２）受援・渉外担当 
リーダー：危機管理担当官、生活安全係長、地域安全係長 
班員：生活安全課 
業務概要 
・ 各種防災通信機器による外部関係機関との連絡調整（要請・情
報収集等） 
（３）避難所統括担当 
リーダー：自助・共助係長、訓練係長 
業務概要 
・ 避難所運営の統括 
・ 防災活動拠点や避難場所の状況把握 

第１部 第４章 広域的な視点からの応急対応力の強化 
 第３節 応急対策 １ 区の活動態勢 
  １－２ 統括班 
班長：危機管理課長 
副班長：運用訓練担当課長、地域防災担当課長、生活安全担当課長 
（１）計画担当 
リーダー 管理係長、計画係長 
班員：危機管理課 
業務概要 
・ 各種情報の分析、総合的な災害対策の企画立案等による意思決
定等  
・ 各班の支援 
（２）受援・渉外担当 
リーダー：運用訓練担当係長、生活安全係長、防犯強化係長 
班員：運用訓練担当課、生活安全担当課 
業務概要 
・ 各種防災通信機器による外部関係機関や協定事業者との連絡調
整（要請・情報収集等） 
（３）避難所統括担当 
リーダー：自助・共助係長、訓練係長 
班員：地域防災担当課 
業務概要 
・ 避難所運営の統括 
・ 防災活動拠点や避難場所の状況把握 

 

39 129 第１部 第４章 広域的な視点からの応急対応力の強化 
 第３節 応急対策 １ 区の活動態勢 
（中略） 
１－２ 情報管理班 
班長：政策経営部長 
副班長：デジタル推進担当部長 

第１部 第４章 広域的な視点からの応急対応力の強化 
 第３節 応急対策 １ 区の活動態勢 
（中略） 
１－３ 情報管理班 
班長：政策経営部長 
副班長：デジタル推進担当部長  

 

災害廃棄物対策本部 

産業対策本部 
発災７２時間以 

降に立ち上げ 

災害廃棄物対策本部 

産業対策本部 発災７２時間以 

降に立ち上げ 
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（中略） 
（２）問い合わせ対応担当 
リーダー：デジタル推進担当課長、選挙管理委員会事務局長、すぐ
やる課長 
（中略） 
（２）問い合わせ対応担当 
 
 
１－３ 広報班 
班長：区長室担当部長 
（中略） 
 
１－４ 本部運営支援班 
班長：監査事務局長 
リーダー：秘書課長 
サブリーダー：秘書課担当係長、監査事務局担当係長 
 
 

１－５ 資源管理班 
班長：施設部長 

（１） 資源維持管理担当 
リーダー：施設管理課長 サブリーダー：学校施設計画担当課長、
施設維持課長 
班員：施設調整係長、施設維持課  
 

業務概要 
・ 備蓄品に係る管理全般及び避難者数等に基づく必要物資の種
別、数量の確定 
 
（２） 輸送担当 
リーダー：税務課長 サブリーダー：収納対策課長 
班員：税務課、収納対策課 
業務概要 
・ 避難所等への配送ルートを含めた物資輸送方法の確立 
・ 各対策本部等からの要請に応じた物資輸送の管理 
 
１－６ 庶務班 
班長：総務部長 
副班長：総務課長 
（１） 職員支援担当 

（中略） 
（２）問い合わせ対応担当 
リーダー：デジタル推進担当課長、選挙管理委員会事務局長、すぐ
やる課長 
（中略） 
（２）問い合わせ対応担当 
 班員：（中略）監査事務局、ＤＸ戦略課 
 
１－４ 広報班 
班長：事業推進担当部長 

（中略） 
 
１－５ 本部運営支援班 
班長：監査事務局長 
リーダー：秘書課長 
サブリーダー：秘書課担当係長、監査事務局担当係長 
班員：秘書課、監査事務局 

 
１－６ 資源管理班 
班長：施設部長 

（１） 資源維持管理担当 
リーダー：施設管理課長 サブリーダー：学校施設計画担当課長、
施設維持課長 
班員：施設管理課施設調整係長、施設維持課、総務課総務係（庁

舎） 

業務概要 

・備蓄品に係る管理全般及び避難者数等に基づく必要物資の
種別、数量の確定 

・ 総合庁舎の躯体及びライフラインの状況確認 
 
（２） 輸送担当 
リーダー：税務課長 サブリーダー：収納対策課長 
班員：税務課、収納対策課、総務課総務係（車両） 
業務概要 
・ 避難所等への配送ルートを含めた物資輸送方法の確立 
・ 各対策本部等からの要請に応じた物資輸送の管理 
 
１－７ 庶務班 
班長：総務部長 
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リーダー：人事課長 
サブリーダー：人材育成課長、総務部副参事（法規担当） 
 

副班長：総務課長 
（１） 職員支援担当 
リーダー：人事課長 
サブリーダー：人材育成課長、総務部副参事（法規担当） 
班員：総務課、人事課 
 

40 133 第１部 第４章 広域的な視点からの応急対応力の強化 
 第３節 応急対策 ２ 災害対策本部 
  ２－２初動時の態勢 
発災直後は、通信、ライフライン機能の低下や社会の混乱により、

災対部の立ち上げ及び機能が十分でないことが想定されるため、初
動本部を立ち上げ指揮班及び初動活動を行う班を設置して、本部長
の命により迅速な対応を図るものとする。 
① 危機管理・防災担当部長は、災対本部運営マニュアルに基づき、
本部長室に指揮班及び初動班を設置し、初動活動の指揮をとる。 
② 指揮班は、情報収集・伝達、各班の指揮、本部室の運営等を行
う。 
③ 初動班は、各部からのメンバーにより、初動に必要な業務を行
う班として設置する。 
④ 本部長室が機能しない場合は、本庁舎の会議室等に本部長室を
移設する。本庁舎が機能しない場合は、次の順位で本部を移設する。
なお、本部の移設については葛飾区拠点施設応急対策行動計画に基
づいて行うこととする。 
■本部の移設場所 

 ⑤ 初動時の活動経過に従い、本部長が必要と認めた場合、順次、
災対部単位の態勢に移行する。 
 
 

第１順位 奥戸総合スポーツセンター   第２順位 水元総
合スポーツセンター 

第１部 第４章 広域的な視点からの応急対応力の強化 
 第３節 応急対策 １ 区の活動態勢 
  １－１初動時の態勢 
発災直後は、通信、ライフライン機能の低下や社会の混乱により、

災対部の立ち上げ及び機能が十分でないことが想定されるため、初
動態勢を立ち上げ統括班及び初動活動を行う班を設置して、本部長
の命により迅速な対応を図るものとする。 
① 危機管理・防災担当部長は、災対本部運営マニュアルに基づき、
本部長室に統括班及び初動活動を行う班を設置し、初動活動の指揮
をとる。 
② 統括班は、情報収集・伝達、各班の指揮、本部室の運営等を行
う。 
③ 初動活動を行う班は、各部からのメンバーにより、情報連絡班
や広報班など、災害対策本部において初動に必要な業務を行う班を
設置する。 
④ 本部長室が機能しない場合は、本庁舎の会議室等に本部長室を
移設する。本庁舎が機能しない場合は、次の順位で本部を移設する。
なお、本部の移設については葛飾区拠点施設応急対策行動計画に基
づいて行うこととする。 
■本部の移設場所 

⑤ 初動時の活動経過に従い、本部長が必要と認めた場合、順次、
災害対策本部の各班を編成する。 
⑥ 第１非常配備態勢以上の場合は、災害対策本部のほかに各対策
本部を設置し、職員が充分に参集していない時期に、初動活動のう
ち重要な業務を優先的に実行する。 
 
（図の削除） 
（掲載位置の入れ替え） 
 
 

第１順位 奥戸総合スポーツセンター   第２順位 水元総
合スポーツセンター 

 

41 134 第１部 第４章 広域的な視点からの応急対応力の強化 
 第３節 応急対策 ２ 災害対策本部 

第１部 第４章 広域的な視点からの応急対応力の強化 
 第３節 応急対策 ２ 災害対策本部 
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  ２－３ 災害対策本部の組織 
■災害対策本部組織図（各対策本部を設置しない場合） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  ２－３ 災害対策本部の組織 
■災害対策本部組織図（各対策本部を設置しない場合） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

42 135 第１部 第４章 広域的な視点からの応急対応力の強化 
 第３節 応急対策 ２ 災害対策本部 
  ２－３ 災害対策本部の組織 
■災害対策本部事務分掌 
※ 葛飾区災害対策本部に関する規則 第６条別表より抜粋（令和
3（2021）年４月時点） 
 

災対部 事務分掌 

災対 

政策経営

部 

災害復旧計画及び復興計画の策定に関すること 

災害対策予算に関すること 

義援金及び義援品の受入れ及び配分に関すること 

電算センター及び電算センターの付帯設備並びにイ

ンフラ統合基盤の復旧、保全及び管理に関すること 

電算センターに設置及びインフラ統合基盤に搭載さ

れている情報システムの復旧、保全及び管理に関す

ること 

災対 葛飾区議会との連絡及び調整に関すること 

第１部 第４章 広域的な視点からの応急対応力の強化 
 第３節 応急対策 ２ 災害対策本部 
  ２－３ 災害対策本部の組織 
■災害対策本部事務分掌 
※ 葛飾区災害対策本部に関する規則 第７条別表より抜粋（令和
5（2023）年 10 月時点） 
 

災対部 事務分掌 

災対 

政策経営

部 

災害復旧計画及び復興計画の策定に関すること 

災害対策予算に関すること 

義援金及び義援品の受入れ及び配分に関すること 

電算センター及びデータセンターに設置されている

情報システムの保全及び管理に関すること 

葛飾区情報システムの管理運営に関する規則(平成

17 年葛飾区規則第 46 号)第 7 条第 2 項第 4 号に規定

する区長が別に定める情報システムの管理に関する

こと 

 



※頁番号は「葛飾区地域防災計画（令和５年修正）」を踏まえ記載しています。 

18 

番

号 

頁 旧 新 備考 

総務部 法令の解釈及び適用に関すること 

他の部に属しないボランティアの受入れ、派遣及び

活動支援に関すること 

災害に関する広報、広聴及び区民相談に関すること 

報道機関との連絡に関すること 

災害の記録に関すること 

本部及び現地本部の職員の動員及び給与に関するこ

と 

本部及び現地本部の職員の健康管理及び災害補償に

関すること 

他の地方公共団体等の職員の受入れ及び派遣に関す

ること 

労務の調達に関すること 

物品、資材及び器材、食糧等の調達に関すること 

普通財産用地及び用地取得基金に属する土地の保全

及び管理に関すること 

区民税等の災害時に係る特例に関すること 

救援救助物資及び飲料水等の輸送計画、配分計画及

び輸送に関すること 

金町浄水場及び水元給水所における給水並びに高砂

北公園給水施設の運用に関すること 

その他他の部に属しない災害対策に関すること 

災対 

施設部 

総合庁舎の保全及び維持管理に関すること 

災害救助法の適用前の建設型応急住宅の建設に関す

ること 

区有建築物の被害状況の調査に関すること 

区有建築物等の応急危険度判定に関すること 

区有建築物の応急修理及び補強に関すること 

区有建築物等の解体についての調整に関すること 

災対 

地域振興

本部長室の庶務に関すること 

災害対策事業に係る連絡及び調整に関すること 

被災者生活再建支援システムに関すること 

災対 

総務部 

葛飾区議会との連絡及び調整に関すること 

法令の解釈及び適用に関すること 

他の部に属しないボランティアの受入れ、派遣及び

活動支援に関すること 

災害に関する広報、広聴及び区民相談に関すること 

報道機関との連絡に関すること 

災害の記録に関すること 

本部及び現地本部の職員の動員及び給与に関するこ

と 

本部及び現地本部の職員の健康管理及び災害補償に

関すること 

他の地方公共団体等の職員の受入れ及び派遣に関す

ること 

労務の調達に関すること 

物品、資材及び器材、食糧等の調達に関すること 

普通財産用地及び用地取得基金に属する土地の保全

及び管理に関すること 

区民税等の災害時に係る特例に関すること 

救援救助物資及び飲料水等の輸送計画、配分計画及

び輸送に関すること 

金町浄水場及び水元給水所における給水並びに高砂

北公園給水施設の運用に関すること 

その他他の部に属しない災害対策に関すること 

災対 

施設部 

総合庁舎の保全及び維持管理に関すること 

災害救助法の適用前の応急仮設住宅の建設に関する

こと 

区有建築物の被害状況の調査に関すること 

区有建築物等の応急危険度判定に関すること 

区有建築物の応急修理及び補強に関すること 

区有建築物等の解体についての調整に関すること 
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部 防災関係機関との連絡及び調整に関すること 

本部の指令及び要請に関すること 

災害救助法の適用手続きに関すること 

防災行政無線の通信に関すること 

遺体の収容計画に関すること 

地域応急活動に関すること 

地域住民に関する情報の収集及び提供に関すること 

地域住民との連絡及び調整に関すること 

地区災害対策拠点に関すること 

地域振興部の所管する施設の保全、管理、被害状況調

査及び応急措置（当該施設における被害の拡大を防

止するための措置をいう。以下同じ。）に関すること 

地域振興部の所管する施設に設置される避難所の開

設、運営及び支援に関すること 

葛飾区文化会館に設置される給水施設の保全、管理

及び運用に関すること 

外国人に係る災害対策に関すること 

埋火葬に関すること 

り災証明に関すること 

災対 

健康部 

災害医療救護計画の策定に関すること 

医療救護所の開設及び運営に関すること 

医療及び助産物資の確保及び配分に関すること 

傷病者の手当及び転送に関すること 

医師会、歯科医師会等の医療関係機関との連絡及び

調整に関すること 

医療救護ボランティアの受入れ及び調整に関するこ

と 

応援医療救護班の派遣要請、受入れ及び調整に関す

ること 

消毒、害虫駆除等の感染症対策に関すること 

食品衛生及び環境衛生に関すること 

災対 

地域振興

部 

本部長室の庶務に関すること 

災害対策事業に係る連絡及び調整に関すること 

防災関係機関との連絡及び調整に関すること 

本部の指令及び要請に関すること 

災害救助法の適用手続きに関すること 

防災行政無線の通信に関すること 

遺体の収容計画に関すること 

地域応急活動に関すること 

地域住民に関する情報の収集及び提供に関すること 

地域住民との連絡及び調整に関すること 

地区災害対策拠点に関すること 

地域振興部の所管する施設の保全、管理、被害状況調

査及び応急措置（当該施設における被害の拡大を防

止するための措置をいう。以下同じ。）に関すること 

地域振興部の所管する施設に設置される避難所の開

設、運営及び支援に関すること 

葛飾区文化会館に設置される給水施設の保全、管理

及び運用に関すること 

外国人に係る災害対策に関すること 

埋火葬に関すること 

り災証明に関すること 

災対 

健康部 

災害医療救護計画の策定に関すること 

医療救護所の開設及び運営に関すること 

医療及び助産物資の確保及び配分に関すること 

傷病者の手当及び転送に関すること 

医師会、歯科医師会等の医療関係機関との連絡及び

調整に関すること 

医療救護ボランティアの受入れ及び調整に関するこ

と 

応援医療救護班の派遣要請、受入れ及び調整に関す

ること 



※頁番号は「葛飾区地域防災計画（令和５年修正）」を踏まえ記載しています。 

20 

番

号 

頁 旧 新 備考 

保健相談及びメンタルケアに関すること 

健康部の所管する施設の利用者の保護に関すること 

健康部の所管する施設の保全、管理、被害状況調査及

び応急措置に関すること 

毒物又は劇物の販売業者又は業務上取扱者に対する

指導に関すること 

災対 

子育て支

援部 

子育て支援部の所管する施設の利用者の保護に関す

ること 

保育園児及び区立学童保育クラブに入会している児

童の安否確認に関すること 

児童及び乳幼児の相談に関すること 

子育て支援部の所管する施設の保全、管理、被害状況

調査及び応急措置に関すること 

児童及び乳幼児の緊急一時受入れに関すること 

子育て支援部の所管する施設に設置される避難所の

開設、運営及び支援に関すること 

災対 

都市整備

部 

都市計画に関する災害復旧計画及び復興計画の策定

に関すること 

民間建築物の被害状況調査に関すること 

応急仮設住宅等に関すること 

被災者の住宅の相談、応急融資等に関すること 

建築ボランティアの受入れ、派遣及び活動支援に関

すること 

民間建築物の応急危険度判定に関すること 

道路、橋梁等の土木施設の保全、管理及び被害状況調

査並びに当該施設の応急的な復旧に関すること 

緊急啓開路線、区道等の障害物の除去等に関するこ

と 

土木施設管理者及び交通管理者並びに水道、電気、ガ

ス等の事業者との連絡及び調整に関すること 

遺体の搬送及び収容に関すること 

消毒、害虫駆除等の感染症対策に関すること 

食品衛生及び環境衛生に関すること 

保健相談及びメンタルケアに関すること 

健康部の所管する施設の利用者の保護に関すること 

健康部の所管する施設の保全、管理、被害状況調査及

び応急措置に関すること 

毒物又は劇物の販売業者又は業務上取扱者に対する

指導に関すること 

災対 

子育て支

援部 

子育て支援部の所管する施設の利用者の保護に関す

ること 

保育園児及び区立学童保育クラブに入会している児

童の安否確認に関すること 

児童及び乳幼児の相談に関すること 

子育て支援部の所管する施設の保全、管理、被害状況

調査及び応急措置に関すること 

児童及び乳幼児の緊急一時受入れに関すること 

妊産婦・乳児避難所及びその他子育て支援部の所管

する施設に設置される避難所の開設、運営及び支援

に関すること 

災対 

児童相談

部 

児童相談部の所管する施設の利用者の保護に関する

こと 

被措置児童等及び在宅指導中の児童の安否確認に関

すること並びに一時保護をしている児童の安全確保

に関すること 

児童の相談に関すること(災対子育て支援部に属す

るものを除く) 

児童相談部の所管する施設の保全、管理、被害状況調

査及び応急措置に関すること 

震災孤児その他の要保護児童及び震災遺児の緊急一

時受入れに関すること 

災対 都市計画に関する災害復旧計画及び復興計画の策定
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水防対策に関すること 

がれき集積場所等の確保に関すること 

水上輸送計画に関すること 

都市整備部の所管する施設に設置される給水施設の

保全、管理及び運用に関すること 

都市整備部の所管する施設に設置される避難場所の

調査及び保全に関すること 

第７号から前号までに掲げるもののほか、土木全般

に関すること 

災対 

協力部 

災害対策に係る現金の出納に関すること。 

災害対策に係る物品の出納保管に関すること。 

救援救助物資並びに義援金及び義援品の出納保管に

関すること。 

他の部の応援及び協力に関すること 

災対 

区議会事

務局 

葛飾区議会議員との連絡及び調整に関すること 

葛飾区議会議員が収集した災害情報の整理及び伝達

に関すること 

 

都市整備

部 

に関すること 

民間建築物の被害状況調査に関すること 

応急仮設住宅等に関すること 

被災者の住宅の相談、応急融資等に関すること 

建築ボランティアの受入れ、派遣及び活動支援に関

すること 

民間建築物の応急危険度判定に関すること 

道路、橋梁等の土木施設の保全、管理及び被害状況調

査並びに当該施設の応急的な復旧に関すること 

緊急啓開路線、区道等の障害物の除去等に関するこ

と 

土木施設管理者及び交通管理者並びに水道、電気、ガ

ス等の事業者との連絡及び調整に関すること 

遺体の搬送及び収容に関すること 

水防対策に関すること 

がれき集積場所等の確保に関すること 

水上輸送計画に関すること 

都市整備部の所管する施設に設置される給水施設の

保全、管理及び運用に関すること 

都市整備部の所管する施設に設置される避難場所の

調査及び保全に関すること 

第７号から前号までに掲げるもののほか、土木全般

に関すること 

災対 

区議会事

務局 

葛飾区議会議員との連絡及び調整に関すること 

葛飾区議会災害等対策会議に関すること 

43 138 第１部 第４章 広域的な視点からの応急対応力の強化 
 第３節 応急対策 
  ２－７ 勤務時間外の職員の配備 
夜間・休日等の勤務時間外に地震が発生した場合は、道路・橋梁

の被害、公共交通機関の途絶により区外在住の職員が参集できない
ことが想定される。 

第１部 第４章 広域的な視点からの応急対応力の強化 
 第３節 応急対策 
  ２－７ 勤務時間外の職員の配備 
夜間・休日等の勤務時間外に地震が発生した場合は、道路・橋梁

の被害、公共交通機関の途絶により区外在住の職員が参集できない
ことが想定される。 
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そのため、区内及び隣接区に居住する職員により、指定された場所
に参集し、初動活動を行う一時的な態勢をとる。 
（１） 参集の基準 
① 勤務時間外に震度６弱以上の地震が発生した場合は、参集指示
がなくとも、あらかじめ定められた施設に自主参集するものとす
る。 
② 参集施設を指定されていない職員は、通常の勤務場所に自主参
集するものとする。 
③ 参集が不可能な場合は、最寄りの災害対策活動を行う拠点施設
（避難所、地区センター、緊急医療救護所）に参集する。 
 
 
 
（中略） 
（３） 避難所指定職員 
① 避難所指定職員は、あらかじめ指定されている避難所に参集
し、避難施設の開錠、施設の安全確認、ライフライン機能の確認等
を行う。 
 

そのため、区内及び隣接区に居住する職員により、指定された場所
に参集し、初動活動を行う一時的な態勢をとる。 
（１） 参集の基準 
① 勤務時間外に震度５弱又は５強の地震が発生した場合は、各課
で定められた職員は勤務場所もしくは指定場所に参集し、所管施設
の安全確保や点検、情報収集を行う。 
② 勤務時間外に震度６弱以上の地震が発生した場合は、参集が困
難な職員を除く職員は参集指示がなくとも、あらかじめ定められた
施設に自主参集するものとする。 
③ 参集施設を指定されていない職員は、通常の勤務場所に自主参
集するものとする。 
④ 参集が不可能な場合は、最寄りの災害対策活動を行う拠点施設
（避難所、地区センター、緊急医療救護所）に参集する。 
 
（中略） 
 
（３） 避難所指定職員 
① 避難所指定職員は、区内で震度５強以上の地震が発生した場
合、あらかじめ指定されている避難所に参集し、避難施設の開錠、
施設の安全確認、ライフライン機能の確認等を行う。 
 
（中略） 
 
（６） 参集時の連絡 
① 参集する職員は、自らの安全を最大限確保し、発災後に家族等
の安否確認を行うとともに、区へ参集する旨を伝える。 
② 参集を行う職員は、所属長に参集する旨の連絡を行う。参集対
象の職員が本人の事故やその他やむを得ない事由により参集がで
きない場合には、その旨を所属長に連絡する。所属長は、発災後１
時間から３時間の間を目途に、参集可否連絡の無い職員の安否確認
を行う。 
③ 参集場所へ移動を行う際、周囲の被害や状況を収集できる場合
は、写真や音声等で記録を行い、所属又は災害対策本部へ報告を行
う。 
（７） 参集時の行動基準 
① 自身の安全を最優先に確保し、移動ルート上に陥没や液状化、
火災や倒壊等の危険性があることを十分に認識して行動を行う。 
② ルート上の安全性が確認できない場合は、迂回ルートや安全性
が高い別ルートの確保に努めるとともに、交通手段の途絶等により
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参集・移動に支障が生じている場合は、無理な参集はせずに引き返
し、その旨を所属長に直ちに報告して指示を仰ぐ。 
③ 発災直後に周囲が著しく被災して自身が安全な場合、初期消火
活動や救助活動に従事し、必要に応じて救助機関（警察・消防等）
や所属、災害対策本部に連絡を行う。 
④ 職員自身の健康や家庭状況に配慮し、以下のような場合には、
参集について所属長と相談を行うこと。 
ア 妊娠中の職員 
イ 育児休業中の職員 
ウ 病気休職中の職員 
エ 療養休暇中の職員 
オ 家族の中に要介護者や障害者がおり、当該職員以外に介護等す
るものが存在しない場合 
カ 家族の中に小学生以下の子どもがおり、当該職員以外に監護す
るものが存在しない場合、又はほかの監護者が来るまでの間 
キ 当該災害に起因する次の場合 
・当該災害により負傷した職員 
・当該災害により、家族が負傷して当該職員以外に看護するものが
存在しない場合で、他の監護者が来るまでの間又は医療機関の処置
を受けるまでの間 
・当該災害による道路閉塞や橋梁の崩落等により孤立又は鉄道の
運休等により移動手段が喪失し、その他の代替手段によっても参集
するための移動手段を確保できない場合。 
 
 

44 139 第１部 第４章 広域的な視点からの応急対応力の強化 
 第３節 応急対策 
  ２－７ 勤務時間外の職員の配備 
（中略） 
（３） 避難所指定職員 
① 避難所指定職員は、あらかじめ指定されている避難所に参集
し、避難施設の開錠、施設の安全確認、ライフライン機能の確認等
を行う。 
② 避難者が避難している場合は、防災市民組織、自治町会、ＰＴ
Ａ、教員等と連携して避難者のスペースへの誘導、避難者数の把握、
備蓄物資の配布、受水槽からの給水等、必要な災害対策を実施する。 
③ 本部に避難所の開設状況を報告する。 
 

第１部 第４章 広域的な視点からの応急対応力の強化 
 第３節 応急対策 
  ２－７ 勤務時間外の職員の配備 
（中略） 
（３） 避難所指定職員 
① 避難所指定職員は、区内で震度５強以上の地震が発生した場
合、あらかじめ指定されている避難所に参集し、避難施設の開錠、
施設の安全確認、ライフライン機能の確認等を行う。 
② 避難者が避難している場合は、防災市民組織、自治町会、ＰＴ
Ａ、教員等と連携して避難者のスペースへの誘導、避難者数の把握、
備蓄物資の配布、受水槽からの給水等、必要な災害対策を実施する。 
③ 本部に避難所の開設状況を報告する。 
 

 

45 140 第１部 第４章 広域的な視点からの応急対応力の強化 
 第３節 応急対策 

第１部 第４章 広域的な視点からの応急対応力の強化 
 第３節 応急対策 

修正理由：令和６
年８月 26 日規定
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４ 消火・救助・救急活動 ４－２ 警察署の活動 
 
（１） 活動態勢 
警察署は、それぞれ警備本部を設置して指揮体制を確立する。 
警備要員は、東京都（島しょ部を除く。)に震度６弱以上の地震が
発生した場合には、自所属に参集する。 
 

４ 消火・救助・救急活動 ４－２ 警察署の活動 
 
（１） 活動態勢 
警察署は、それぞれ警備本部を設置して指揮体制を確立する。 
警備要員は、東京都（島しょ部を除く。）に震度６弱以上の地震が
発生した場合又は葛飾区に震度５強の地震が発生した場合には、自
所属に参集する。 
 

が改定されたた
め 
[亀有警察] 

46 141 第１部 第４章 広域的な視点からの応急対応力の強化 
 第３節 応急対策 ４ 消火・救助・救急活動 
  ４－３ 消防署の活動 
（中略） 
（２） 活動態勢 
消防署は、次の態勢をとり、事前計画に基づき活動を開始する。 

① 震災態勢 
地震の発生危険に関する情報により、震災消防活動に備える必要

があると認めた場合。 
② 震災第一非常配備態勢 
東京都 23 区、東京都多摩東部及び東京都多摩西部のいずれかに

震度５強の地震が発生した場合、又は地震により火災又は救助・救
急事象が発生し、必要と認めた場合。 
 
 

第１部 第４章 広域的な視点からの応急対応力の強化 
 第３節 応急対策 ４ 消火・救助・救急活動 
  ４－３ 消防署の活動 
（中略） 
（２） 活動態勢 
消防署は、次の態勢をとり、事前計画に基づき活動を開始する。 

① 震災態勢 
地震の発生危険に関する情報により、震災消防活動に備える必要

があると認めた場合。 
② 震災第一非常配備態勢 
東京都 23 区、東京都多摩東部及び東京都多摩西部のいずれかに

震度５強の地震が発生した場合、又は地震により火災又は救助・救
急事象が発生し、必要と認めた場合。 
この場合、招集計画に基づき、所要の人員は、直ちに所定の場所

に参集する。 
 
 

 

47 162 第１部 第６章 医療救護等対策 第１節 対策の基本方針 
１ 基本的な考え方 
災害時には、家屋やブロック塀の倒壊、火災等により多数の負傷

者が発生することが想定され、発災直後から、多数の負傷者に対す
る医療救護活動を行わなければならない。さらに、在宅の人工透析
患者や難病患者等への対応も必要となる。 
また、遺体については、死者への尊厳と遺族の感情を十分に考慮

し、迅速に検視・検案・火葬の措置が求められる。 
さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大により、区や病院など

では新型コロナ感染症対策と災害対応対策に同時に迫られ人員や
物資が決定的に不足してしまう恐れがあるため、備えが必要であ
る。 
そのため、医療救護体制の構築、保健衛生活動や遺体の安置等の

体制の構築、防疫体制の構築をする。 
 

第１部 第６章 医療救護等対策 第１節 対策の基本方針 
１ 基本的な考え方 
災害時には、家屋やブロック塀の倒壊、火災等により多数の負傷

者が発生することが想定され、発災直後から、多数の負傷者に対す
る医療救護活動を行わなければならない。さらに、在宅の人工透析
患者や難病患者等への対応も必要となる。 
また、遺体については、死者への尊厳と遺族の感情を十分に考慮

し、迅速に検視・検案・火葬の措置が求められる。 
さらに、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大により、

区や病院などでは新型コロナ感染症対策と災害対応対策に同時に
迫られ人員や物資が決定的に不足してしまう恐れがあるため、備え
が必要である。 
そのため、医療救護体制の構築、保健衛生活動や遺体の安置等の

体制の構築、防疫体制の構築をする。 
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48 162 第１部 第６章 医療救護等対策 第１節 対策の基本方針 
２ 対策の現状 

① 区では、「葛飾区災害医療運営連絡会」にて、都の災害医療体
制を踏まえた、ガイドラインに基づいた内容で、葛飾区災害医療
救護計画を改定した。 

② 区内の災害拠点病院等を中心とした、４つのブロック体制に分
ける面的整備を行い、地域で連携した災害医療の充実を図る。 

③ 緊急医療救護所を可能な限り、病院前に設置し、独歩できる軽
症者は、病院敷地内や近隣の学校等に設置する軽症処置エリアに
誘導して処置を行う。 

④ 風水害編を新たに作成し、タイムラインに基づく医療救護活動
を定めた。 

⑤ 区災害医療コーディネーターと連携し、情報を集約、共有でき
るよう区災害歯科医療コーディネーター、区災害薬事コーディネ
ーター、区災害病院薬事コーディネーター及び区災害柔整リーダ
ーを設置する。 
 

第１部 第６章 医療救護等対策 第１節 対策の基本方針 
２ 対策の現状 

① 区では、「葛飾区災害医療運営連絡会」にて、都の災害医療体
制を踏まえた、ガイドラインに基づいた内容で、葛飾区災害医療
救護計画を改定した。本計画は、災害が発生又はその恐れがある
際に区の医療機能が低下した場合に、区民の生命と健康を守るた
め、迅速かつ適切な医療救護活動について定めたものである。 

② 区内の災害拠点病院等を中心とした、４つのブロック体制に分
ける面的整備を行い、地域で連携した災害医療の充実を図る。 

③ 緊急医療救護所を可能な限り、病院前に設置し、独歩できる軽
症者は、病院敷地内や近隣の学校等に設置する軽症処置エリアに
誘導して処置を行う。 

④ 風水害編を新たに作成し、タイムラインに基づく医療救護活動
を定めた。 

⑤ 区災害医療コーディネーターと連携し、情報を集約、共有でき
るよう区災害歯科医療コーディネーター、区災害薬事コーディネ
ーター、区災害病院薬事コーディネーター、及び区災害柔整リー
ダー及び病院救急車搬送調整リーダーを設置する。 

 

 

49 163 第１部 第６章 医療救護等対策 第１節 対策の基本方針 
３ 対策の課題 

① 令和４年５月に公表された都心南部直下地震では、区内におい
て 3,439 人の負傷者（うち重傷者 512 人）が予想されている。ま
た、負傷者のみならず、在宅の人工透析患者、難病患者等の継続
的医療への支援、避難生活者の健康管理やこころのケア等の対応
が必要になる。 

② これまでの災害教訓から負傷者等が医療機関へ集中すること
が予想されるため、病院前トリアージや応急手当等の対応を効果
的に行う体制の構築が必要となる。 

③ 大規模災害の発災直後は、被災地外からの応援が期待できない
ことから、区内の医療スタッフ等の医療資源の活用、医薬品等の
確保体制の構築が必要となる。 

④ 多数の遺体収容に伴い検視・検案・安置への対応や、迅速な広
域火葬が必要となる。 

⑤ 新型コロナウイルス感染症拡大に対応するための人員と衛生
用品の調達が必要となる。 

⑥ 透析医療機関や葛飾区新型コロナウイルス感染症患者等受入
医療機関において想定される被害の整理が必要となる。 

 

第１部 第６章 医療救護等対策 第１節 対策の基本方針 
３ 対策の課題 

① 令和４年５月に公表された都心南部直下地震では、区内におい
て 3,439 人の負傷者（うち重傷者 512 人）が予想されている。ま
た、負傷者のみならず、在宅の人工透析患者、難病患者等の継続
的医療への支援、避難生活者の健康管理やこころのケア等の対応
が必要になる。 

② これまでの災害教訓から負傷者等が医療機関へ集中すること
が予想されるため、病院前トリアージや応急手当等の対応を効果
的に行う体制の構築が必要となる。 

③ 大規模災害の発災直後は、被災地外からの応援が期待できない
ことから、区内の医療スタッフ等の医療資源の活用、医薬品等の
確保体制の構築が必要となる。 

④ 多数の遺体収容に伴い検視・検案・安置への対応や、迅速な広
域火葬が必要となる。 

⑤ 新型コロナウイルス感染症を含む感染症拡大に対応するため
の人員と衛生用品の調達が必要となる。 

⑥ 透析医療機関や葛飾区新型コロナウイルス感染症を含む感染
症患者等受入医療機関において想定される被害の整理が必要と
なる。 
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50 163 第１部 第６章 医療救護等対策 第１節 対策の基本方針 
４ 対策の方向性 
（中略） 

④ 新型コロナウイルス感染症に対応する防疫体制 
新型コロナウイルス感染症対策用の衛生用品を調達する。 
防疫対策に精通する人員を確保する。 
透析医療機関や葛飾区新型コロナウイルス感染症患者等受入医療
機関において、想定される災害の被害と耐震性・耐水性を整理する。 
⑤ 災対健康部は、地域の透析医療機関の被災情報等の確認に努
め、区民等に透析医療機関の情報を提供する。 
 

第１部 第６章 医療救護等対策 第１節 対策の基本方針 
４ 対策の方向性 
（中略） 

④ 新型コロナウイルス感染症を含む感染症に対応する防疫体制 
新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策用の衛生用品を調達
する。 
防疫対策に精通する人員を確保する。 
透析医療機関や葛飾区新型コロナウイルス感染症を含む感染症患
者等受入医療機関において、想定される災害の被害と耐震性・耐水
性を整理する。 
⑤ 災対健康部は、地域の透析医療機関の被災情報等の確認に努
め、区民等に透析医療機関の情報を提供する。 
 

 

51 167 
 

第１部 第６章 医療救護等対策 第２節 予防対策 
１ 医療救護体制の整備 １－１ 初動医療体制の整備 

（中略） 
（６） 新型コロナウイルス感染症に対応する医療救護体制の整備 

区は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する為、防疫対
策に応対する人員を確保する。 

 

第１部 第６章 医療救護等対策 第２節 予防対策 
１ 医療救護体制の整備 １－１ 初動医療体制の整備 

（中略） 
（６） 新型コロナウイルス感染症を含む感染症に対応する医療救
護体制の整備 

区は、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大を防止す
る為、防疫対策に応対する人員を確保する。 

 

 

52 167 第１部 第６章 医療救護等対策 第２節 予防対策 
１ 医療救護体制の整備 １－２ 医薬品・医療用資器材の確保 

（１） 備蓄の推進 
区は、緊急医療救護所等で使用する医薬品の備蓄について、品目

の見直しや入れ替え等、備蓄体制の見直しを行う。備蓄量は発災後
３日間で必要になる量を目安とする。なお、新型コロナウイルス感
染症対策用の衛生用品を調達する。 
 
 

第１部 第６章 医療救護等対策 第２節 予防対策 
１ 医療救護体制の整備 １－２ 医薬品・医療用資器材の確保 

（１） 備蓄の推進 
区は、緊急医療救護所等で使用する医薬品の備蓄について、品目

の見直しや入れ替え等、備蓄体制の見直しを行う。備蓄量は発災後
３日間で必要になる量を目安とする。なお、新型コロナウイルス感
染症を含む感染症対策用の衛生用品を調達する。 
 
 
 
 

 

53 168 第１部 第６章 医療救護等対策 第２節 予防対策 
１ 医療救護体制の整備 １－３ 医療施設の基盤整備 
区は、透析医療機関や葛飾区新型コロナウイルス感染症患者等受

入医療機関において想定される災害と耐震性・耐水性を整理する。 
都は、災害拠点病院、災害拠点連携病院を指定するとともに、災害
時の医療機能を確保する。 
 
 

第１部 第６章 医療救護等対策 第２節 予防対策 
１ 医療救護体制の整備 １－３ 医療施設の基盤整備 
区は、透析医療機関や葛飾区新型コロナウイルス感染症を含む感

染症患者等受入医療機関において想定される災害と耐震性・耐水性
を整理する。 
都は、災害拠点病院、災害拠点連携病院を指定するとともに、災害
時の医療機能を確保する。 
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54 170 第１部 第６章 医療救護等対策 第３節 応急対策 
１ 初動医療体制 １－１ 医療情報の収集伝達 
区は、葛飾区災害医療コーディネーターを中心に、葛飾区医師会、

葛飾区歯科医師会、葛飾区薬剤師会及び東京都柔道整復師会葛飾支
部の協力を得て、人的被害及び医療機関（診療所、歯科診療所、保
険薬局、緊急医療救護所、病院（災害拠点病院、災害拠点連携病院、
災害医療支援病院））の被害状況、診療可否状況及び緊急医療救護
所の設置状況等を把握し、区東北部医療対策拠点の地域災害医療コ
ーディネーターに報告する。 
 

第１部 第６章 医療救護等対策 第３節 応急対策 
１ 初動医療体制 １－１ 医療情報の収集伝達 
区は、葛飾区災害医療コーディネーターを中心に、葛飾区医師会、

葛飾区歯科医師会、葛飾区薬剤師会及び東京都柔道整復師会葛飾支
部と連携しの協力を得て、人的被害及び医療機関（診療所、歯科診
療所、保険薬局、緊急医療救護所、病院（災害拠点病院、災害拠点
連携病院、災害医療支援病院））の被害状況、診療可否状況及び緊
急医療救護所の設置状況等を把握し、区東北部医療対策拠点の地域
災害医療コーディネーターに報告する。 
 

 

55 173 第１部 第６章 医療救護等対策 第３節 応急対策 
１ 初動医療体制 １－３ 重傷者・中等症者等への対応 

（中略） 
（３） 災害医療支援病院での対応 
災害時に、助産、人工透析、その他の医療を担っている病院・診療
所は、医療活動の継続に努める。 
災害医療支援病院等の運営に関わる各種支援が必要な場合は、葛飾
区災害医療コーディネーターが情報を集約し、区東北部医療対策拠
点の地域災害医療コーディネーターに対して、支援を要請する。 
 

第１部 第６章 医療救護等対策 第３節 応急対策 
１ 初動医療体制 １－３ 重傷者・中等症者等への対応 

（中略） 
（３） 災害医療支援病院での対応 
災害時において、助産、人工透析、その他の医療を担っている病院・
診療所は、医療活動の継続に努める。 
災害医療支援病院等の運営に関わる各種支援が必要な場合は、葛飾
区災害医療コーディネーターが情報を集約し、区東北部医療対策拠
点の地域災害医療コーディネーターに対して、支援を要請する。 
 

 

56 175 第１部 第６章 医療救護等対策 第３節 応急対策 
３ 急性期以降の医療体制 ３－２ 保健衛生活動 

（中略） 
（３） 新型コロナウイルス感染症対策 
区は、医療救護所や在宅療養患者の医療支援に関して新型コロナ

ウイルス感染症拡大防止対策を講じる様に周知する。なお、感染症
の発生、拡大がみられる場合は、健康部と防災関係機関が連携して、
感染症対策として必要な措置を講じるよう努めるものとする。 
 

第１部 第６章 医療救護等対策 第３節 応急対策 
３ 急性期以降の医療体制 ３－２ 保健衛生活動 

（中略） 
（３） 新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策 
区は、医療救護所や在宅療養患者の医療支援に関して新型コロナ

ウイルス感染症を含む感染症拡大防止対策を講じる様に周知する。
なお、感染症の発生、拡大がみられる場合は、健康部と防災関係機
関が連携して、感染症対策として必要な措置を講じるよう努めるも
のとする。 
 
 
 

 

57 179 第１部 第６章 医療救護等対策 第４節 復旧対策 
１ 防疫 １－1 防疫体制 
区は、災害の種類、程度に即応した防疫活動として、新型コロナ

ウイルス感染症対策についての助言や避難所及び患者発生等の消
毒、そ族及びこん虫駆除等を行う。 
そのため、防疫班、消毒班、食品衛生指導班、環境衛生指導班及び
動物救護班を編成する。 

第１部 第６章 医療救護等対策 第４節 復旧対策 
１ 防疫 １－1 防疫体制 
区は、災害の種類、程度に即応した防疫活動として、新型コロナ

ウイルス感染症を含む感染症対策についての助言や避難所及び患
者発生等の消毒、そ族及びこん虫駆除等を行う。 
そのため、防疫班、消毒班、食品衛生指導班、環境衛生指導班及び
動物救護班を編成する。 
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また、被災戸数及び防疫活動の実施について、都に連絡し、対応能
力が十分でないと認める場合は協力を要請する。 
 

また、被災戸数及び防疫活動の実施について、都に連絡し、対応能
力が十分でないと認める場合は協力を要請する。 
 

58 180 第１部 第６章 医療救護等対策 第４節 復旧対策 
１ 防疫 １－２ 防疫活動 

（中略） 
■各班の業務内容 

班 業務内容 

食品衛生 
指導班 

○ 炊飯所、弁当・給食調理場等の衛生確保 

○ 食品集積所の衛生確保 

○ 避難所の食品衛生指導 

○ その他食品に起因する危害発生の防止 

○ 食中毒発生時の対応 

○ 避難所における食品取扱管理者の設置促進

等、食品衛生管理体制の確立 

○ 食品の衛生確保、日付管理等の徹底 

○ 手洗いの励行 

○ 調理器具の洗浄殺菌と使い分けの徹底 

○ 残飯、廃棄物等の適正処理の徹底 

○ 情報提供 
○ 殺菌、消毒剤の適切な使用 

環境衛生 
指導班 

○ 飲料水の塩素による消毒の確認 

○ 区民への消毒薬・簡易残留塩素検出紙の配布 

○ 区民への残留塩素の確認方法の指導 

○ 避難所の過密状況や衛生状態を調査・確認 

○ 避難所における室内環境の保持や寝具類の衛

生確保のための助言・指導 

○ 避難所におけるハエや蚊の防除方法について

の助言・指導 

〇 避難所における換気 
〇 担当職員への説明・指導 

 
 
 

第１部 第６章 医療救護等対策 第４節 復旧対策 
１ 防疫 １－２ 防疫活動 

（中略） 
■各班の業務内容 

班 業務内容 

食品衛生 
指導班 

○ 炊飯所、弁当・給食調理場等における衛生確

保のための助言・指導 

○ 食品保管場所集積所の衛生状態の確認確保 

○ 避難所におけるの食品の取扱方法・保管方法

についての助言・衛生指導 

○ その他食品に起因する危害発生の防止 

○ 食中毒発生時の対応 

○ 避難所における食品取扱管理者の設置促進

等、食品衛生管理体制の確立 

○ 食品の衛生確保、日付管理等の徹底 

○ 手洗いの励行 

○ 調理器具の洗浄殺菌と使い分けについての助

言・指導の徹底 

○ 残飯、廃棄物等の適正な処理方法についての

助言・指導の徹底 

○ 情報提供 
○ 殺菌、消毒剤の適切な使用 
○ 食品や飲料水の安全を確保するための情報提
供 
○ 避難所への手洗いリーフレットの配付 
○ 食品に関わる危害発生防止のための助言・指
導 

環境衛生 
指導班 

○ 飲料水の塩素による消毒の確認 

○ 区民への消毒薬・簡易残留塩素検出紙の配布 

○ 区民への残留塩素の確認方法の指導 

○ 避難所の過密状況や衛生状態を調査・確認 
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○ 避難所における室内環境の保持や寝具類の衛

生確保のための助言・指導 

○ 避難所におけるハエや蚊の防除方法について

の助言・指導 

〇 避難所における換気実施の助言 
〇 担当職員への説明・指導 

 
 

59 195 第１部 第８章 避難者対策 第１節 対策の基本方針 
 １ 基本的な考え方 
地震発生後は、安全が確保された自宅で生活を継続することを基

本とし、避難所は自宅が被災した区民等が生活する場所とする。そ
のため、避難生活に備えて事前に避難所を指定し、施設の安全化等
の整備を行う必要がある。 
事前に避難行動要支援者に関する名簿を作成し、災害時に自力で

避難行動がとれない方々に対して、地域での安否確認や支援が必要
となる。また、発災時には、職員の避難所への参集が困難な場合に
備え、避難者が自主的に開設する体制をとることも必要である。 
また、新型コロナウイルス感染症の拡大により、区や病院などで

は新型コロナウイルス感染症対策と災害対応対策に同時に迫られ
人員や物資が決定的に不足してしまう恐れがあるため、備えが必要
である。区は、これらを効果的に行う体制を整備する取り組みを行
う。 
 

第１部 第８章 避難者対策 第１節 対策の基本方針 
 １ 基本的な考え方 
地震発生後は、安全が確保された自宅で生活を継続することを基

本とし、避難所は自宅が被災した区民等が生活する場所とする。そ
のため、避難生活に備えて事前に避難所を指定し、施設の安全化等
の整備を行う必要がある。 
事前に避難行動要支援者に関する名簿を作成し、災害時に自力で

避難行動がとれない方々に対して、地域での安否確認や支援が必要
となる。また、発災時には、職員の避難所への参集が困難な場合に
備え、避難者が自主的に開設する体制をとることも必要である。 
また、新型コロナウイルス感染症を含む感染症の拡大により、区

や病院などでは新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策と災
害対応対策に同時に迫られ人員や物資が決定的に不足してしまう
恐れがあるため、備えが必要である。区は、これらを効果的に行う
体制を整備する取り組みを行う。 
 

 

60 197 第１部 第８章 避難者対策 第１節 対策の基本方針 
 ２ 対策の現状 
① 区は、火災が拡大したときの避難場所として河川敷や大規模公
園等を 13 箇所指定しており、一時的に生活の場となる避難所（第
一順位）として小中学校等を 77 箇所、その他の避難所（第二順
位）として高等学校や福祉施設等を指定している。 

第１部 第８章 避難者対策 第１節 対策の基本方針 
 ２ 対策の現状 
① 区は、都が指定する 13 箇所の河川敷や大規模公園等の避難場
所を火災が拡大したときの指定緊急避難場所として指定しており、
一時的に生活の場となる避難所（第一順位）として小中学校等を 76
箇所、その他の避難所（第二順位）として高等学校や福祉施設等を
指定している。 

 

61 197 第１部 第８章 避難者対策 第１節 対策の基本方針 
 ３ 対策の課題 
（中略） 
⑤ 避難所においては、新型コロナウイルス感染症について感染者
増加やクラスター発生を防止する対策が必要となる。 

 

第１部 第８章 避難者対策 第１節 対策の基本方針 
 ３ 対策の課題 
（中略） 
⑤ 避難所においては、新型コロナウイルス感染症を含む感染症に
ついて感染者増加やクラスター発生を防止する対策が必要とな
る。 
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62 198 第１部 第８章 避難者対策 第２節 予防対策 
３ 対策の課題 

① 都心南部直下地震の被害想定では、約 17 万人の避難者が発生
し、そのうち、避難所避難者数が約 11 万人と予想されている。
指定避難所の最大収容人数は、什器分を加味せず第一順位で約
112,000 人、第二順位で約 11,000 人、合計約 123,000 人であり、
避難者数、避難所避難者数と比較すると避難者数の約 72％、避難
所避難者数の約 112％の収容となっている。 

 

第１部 第８章 避難者対策 第２節 予防対策 
３ 対策の課題 

① 都心南部直下地震の被害想定では、約 17 万人の避難者が発生
し、そのうち、避難所避難者数が約 11 万人と予想されている。
指定避難所の最大収容人数は、什器分を加味せず第一順位で約
111,000 人、第二順位で約 11,000 人、合計約 122,000 人であり、
避難者数、避難所避難者数と比較すると避難者数の約 72％、避難
所避難者数の約 111％の収容となっている。 

 

 

63 199 第１部 第８章 避難者対策 第２節 予防対策 
４ 対策の方向性 

（中略） 
⑥ 避難所における感染症対策 
避難所における新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、

「避難所における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」
（令和２（2020）年度 葛飾区）に基づき、衛生用品調達、担当職
員等への事前教育、避難所運営ルール、避難所レイアウト整理等の
対策を検討する。 
⑦ 避難者の分散 
避難所の収容人数に限りがあること、避難所における新型コロナ

ウイルス感染症拡大を防止することを踏まえ、自宅での生活が可能
な場合における在宅避難、縁故避難の推進や避難所の拡充等の対策
について検討する。 
 

第１部 第８章 避難者対策 第２節 予防対策 
４ 対策の方向性 

（中略） 
⑥ 避難所における感染症対策 
避難所における新型コロナウイルス感染症を含む感染症拡大を

防止するため、「避難所における新型コロナウイルス感染症対策ガ
イドライン」（令和２（2020）年度 葛飾区）に基づき、衛生用品調
達、担当職員等への事前教育、避難所運営ルール、避難所レイアウ
ト整理等の対策を検討する。 
⑦ 避難者の分散 
避難所の収容人数に限りがあること、避難所における新型コロナ

ウイルス感染症を含む感染症拡大を防止することを踏まえ、自宅で
の生活が可能な場合における在宅避難、縁故避難の推進や避難所の
拡充等の対策について検討する。 
 

 

64 202 第１部 第８章 避難者対策 第２節 予防対策 
２ 避難所等の指定・安全化 ２－３ 避難所の指定・安全化 

（中略） 
さらに、避難所における女性や子供等に対する性暴力・ＤＶの発

生を防止するため、女性用と男性用のトイレの離れた場所への設
置、トイレ・更衣室・入浴施設等の昼夜問わず安心して使用できる
場所への設置、照明の増設、注意喚起のためのポスターの掲載など、
女性や子供等の安全に配慮するよう努める。また、関係機関等と連
携の下、被害者への相談体制の構築に努める。 
 

第１部 第８章 避難者対策 第２節 予防対策 
２ 避難所等の指定・安全化 ２－３ 避難所の指定・安全化 

（中略） 
さらに、避難所における女性や子供等に対する性暴力・ＤＶの発

生を防止するため、女性用と男性用のトイレの離れた場所への設
置、トイレ・更衣室・入浴施設等の昼夜問わず安心して使用できる
場所への設置、照明の増設、注意喚起のためのポスターの掲示掲載
など、女性や子供等の安全に配慮するよう努める。また、関係機関
等と連携の下、被害者への相談体制の構築に努める。 
 

 

65 203 第１部 第８章 避難者対策 第２節 予防対策 
４ 要配慮者支援体制の整備 

 ４－１ 要配慮者の支援体制の構築 
（中略） 
（３） 在宅医療者への対応力の強化 

第１部 第８章 避難者対策 第２節 予防対策 
４ 要配慮者支援体制の整備 

 ４－１ 要配慮者の支援体制の構築 
（中略） 
（３） 在宅医療者への対応力の強化 
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区は、在宅の人工透析患者、難病患者等が、災害時にも継続的に医
療を受けられるよう、葛飾区災害医療検討部会、地域医療連携協議
会等で対応方法を検討し、必要な整備を推進する。 

区は、在宅の人工透析患者、難病患者等が、災害時にも継続的に医
療を受けられるよう、葛飾区災害医療運営連絡会検討部会、地域医
療連携協議会等で対応方法を検討し、必要な整備を推進する。 
 

66 204 第１部 第８章 避難者対策 第２節 予防対策 
４ 要配慮者支援体制の整備 
 ４－２ 避難行動要支援者名簿の作成等 

（中略） 
（３） 名簿の作成に必要な個人情報及びその入手方法 
名簿に必要な個人情報は、葛飾区個人情報保護条例に基づき入手

し名簿を作成する。名簿には次の事項を記載する。 

第１部 第８章 避難者対策 第２節 予防対策 
４ 要配慮者支援体制の整備 
 ４－２ 避難行動要支援者名簿の作成等 

（中略） 
（３） 名簿の作成に必要な個人情報及びその入手方法 
名簿に必要な個人情報は、災害対策基本法に基づき入手し名簿を

作成する。名簿には次の事項を記載する。 
 

 

67 205 第１部 第８章 避難者対策 第２節 予防対策 
４ 要配慮者支援体制の整備 

  ４－３ 個別避難計画等の整備 
避難行動要支援者をはじめとした災害時要配慮者の方の命を守

るため、高齢者や障害者、人工呼吸器使用者といった避難行動要支
援者等が災害時に適切な避難行動を行うための「個別避難計画」や
「災害時個別支援計画」の作成と併せて、見直しを行う。 
また、平時から自治町会など、地域における安否確認・避難支援の
仕組みづくりや、避難先となる、福祉施設のＢＣＰの策定支援など
を進め、地域の方や民間事業者の協力体制のもと、個別評価等の実
効性を確保していく。 
（１） 個別避難計画 
区は、要配慮避難支援プラン（全体計画）に基づき、避難支援等関
係者と連携して避難行動要支援者ごとの支援方法や支援主体等を
具体化した個別避難計画の作成を推進する。 
なお、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者の事前調整や、福祉避
難所への直接避難の考え方を踏まえながら、福祉避難所となる施設
での要配慮者対応について、現状と課題を調査し、避難所の在り方
を検討する。 
 

第１部 第８章 避難者対策 第２節 予防対策 
４ 要配慮者支援体制の整備 

  ４－３ 個別避難計画等の整備 
避難行動要支援者をはじめとした災害時要配慮者の方の命を守

るため、高齢者や障害者、人工呼吸器使用者といった避難行動要支
援者等が災害時に適切な避難行動を行うための「個別避難計画」や
「災害時個別支援計画」の作成と併せて、見直しを行う。 
また、平時から自治町会など、地域における安否確認・避難支援の
仕組みづくりや、避難先となる、福祉施設のＢＣＰの策定支援など
を進め、地域の方や民間事業者の協力体制のもと、個別避難計画等
の実効性を確保していく。 
（１） 個別避難計画 
区は、要配慮避難支援プラン（全体計画）に基づき、避難支援等関
係者と連携して避難行動要支援者ごとの支援方法や支援主体等を
具体化した個別避難計画の作成を推進する。 
なお、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者の事前調整や、福祉避
難所への直接避難の考え方を踏まえながら、福祉避難所となる施設
での要配慮者対応について、現状と課題を調査し、避難所の在り方
を検討する。 
 

 

68 206 第１部 第８章 避難者対策 第２節 予防対策 
４ 要配慮者支援体制の整備 

  ４－７ 避難救護施設の整備 
（中略） 
 

第 1 部 第 8 章 避難者対策 第 2節 予防対策 
４ 要配慮者支援体制の整備 

  ４－７ 避難救護施設の整備 
（中略） 
（３） 福祉避難所の利用 
福祉避難所は、一般の避難所では生活に支障があり、特別な配慮

を必要とする方（概ね要介護３以上の方、身体障害者手帳１・２級
を所持している方、愛の手帳１・２度を所持し、行動障害のある方
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など）が安全かつ安心して避難生活を送れるような環境とするた
め、日常生活で特別な配慮が必要ではない方は対象ではないことな
ど、適切な施設利用を周知する。 

 
69 208 第１部 第８章 避難者対策 第２節 予防対策 

５ ペット対策 
 ５－５ 同行避難及び避難所における動物の飼育 
区は飼い主に対しては同行避難の心構えの周知、学校避難所運営

会議などに対しては情報提供を行い、「避難所における動物飼育の
ガイドライン」（令和２（2020）年６月修正）を基本ルールにして、
議論などを通じて同行避難対応への合意形成やルール作りを図っ
ていくものとする。 
 
 
 
 ５－６ 物資調達について 
区は医薬品やペットフードなど災害時の飼育動物対策に必要な

物資を用意するため、平時より物資の提供が可能な協定団体と災害
時の取り決めを行うとともに、新たな団体との協定締結に向けた検
討を行う。 
 

第１部 第８章 避難者対策 第２節 予防対策 
５ ペット対策 
 ５－５ 同行避難及び避難所における動物の飼育 
区は飼い主に対しては同行避難の心構えの周知、学校避難所運営

会議などに対しては情報提供を行い、「ペットの防災ハンドブック」
（令和７年１月作成）「避難所における動物飼育のガイドライン」
（令和２（2020）年６月修正）を基本ルールにして、議論などを通
じて同行避難対応への合意形成やルール作りを図っていくものと
する。 
 
 ５－６ 物資調達について 
区は医薬品やペットフードなどの災害時の飼育動物対策に必要

な物資を用意するため、平時より物資の提供が可能な協定団体と災
害時の取り決めを行うとともに、新たな団体との協定締結に向けた
検討を行う。 
 

 

70 215 第１部 第８章 避難者対策 第３節 応急対策 
 ４ 避難所の開設 ４－１ 避難所の開設 
（中略） 
（３） 福祉避難所の開設 

高齢者や障害者等、避難所（第一順位・第二順位）で生活が困
難な場合は、福祉避難所として避難所（第二順位の福祉施設、第
三順位の施設）を開設する。 

 

第１部 第８章 避難者対策 第３節 応急対策 
 ４－１ 避難所の開設 
（中略） 
（３） 福祉避難所の開設 

高齢者や障害者及び妊婦、産婦、乳児等、避難所（第一順位・
第二順位）で生活が困難な場合は、福祉避難所として避難所（第
二順位の福祉施設、第三順位の施設）を開設する。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

71 217 第１部 第８章 避難者対策 第３節 応急対策 
 ４ 避難所の開設 ４－４ 避難所の運営 
（中略） 
（２） 区の運営体制 

第１部 第８章 避難者対策 第３節 応急対策 
 ４ 避難所の開設 ４－４ 避難所の運営 
（中略） 
（２） 区の避難所運営体制 
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区の体制は、次のとおりである。 
■区の運営体制 

避難所長：学校長 
副避難所長：副校長 

担当班 業務内容 

総務・情報

班 

・避難所運営本部の設置 

・避難所運営連絡会の設置 

・情報の収集、整理、確認及び伝達 

・避難所内の情報連絡 

・避難住民名簿の作成、整理、管理 

・区災害対策本部との連絡調整 

避難所班 ・避難所に使用するスペース及び立入り禁止区域の

指定 

・要配慮者の把握 

・避難住民の誘導 

・応急トイレの確保、設置 

・ごみ集積場所の確保、設置 

・避難所生活のルール策定 

・自主運営組織結成の支援 

・ボランティアの受入れ及び組織化 

・避難所の感染症拡大防止対策 

給食・物資

班 

・学校備蓄物資の管理・配給 

・救援物資の受入れ、整理、管理、配給 

・飲料水・生活用水の確保、配給 

・炊き出し 

救護・衛生

班 

・負傷者の応急救護 

・緊急医療救護所のない学校との連携 

・緊急医療救護所又は巡回医療救護班の活動に協力 

・避難住民の不安に対するケア 

・トイレ、ごみ集積場所の衛生管理 

・避難所の感染症拡大防止対策 
 

区の体制は、次のとおりである。 
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72 218 第１部 第８章 避難者対策 第３節 応急対策 
 ４ 避難所の開設 ４－４ 避難所の運営 
（３） 自主運営組織 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１部 第８章 避難者対策 第３節 応急対策 
 ４ 避難所の開設 ４－４ 避難所の運営 
（３） 自主運営組織 

自主運営組織は以下の体制を標準とするが、町会組織の訓練や運
営人員の状況等により、柔軟に対応する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

73 219 第１部 第８章 避難者対策 第３節 応急対策 
 ４ 避難所の開設 ４－４ 避難所の運営 
（中略） 
■配慮事項の例 
 
・個人情報の徹底 

第１部 第８章 避難者対策 第３節 応急対策 
 ４ 避難所の開設 ４－４ 避難所の運営 
（中略） 
■配慮事項の例 

 
・個人情報管理の徹底 
 

 

74 221 第１部 第８章 避難者対策 第３節 応急対策 
 ５ 要配慮者対策 ５－４ 避難・救護体制 
（１） 災害対策福祉部の設置 

区は、災害対策福祉部を設置し、警察署、消防署等の関係機関や
関係団体等と連携、協力し、要配慮者の相談窓口の開設、安否・避
難先、社会福祉施設の被害状況を把握するとともに、福祉ニーズ等
の情報の一元化を図り、円滑な救護活動を実施する。 
（２） 福祉避難所の設置 

区は、避難所での生活が困難な要配慮者を収容するため、避難所
（第二順位）又はその他の施設に福祉避難所を開設する。 

福祉避難所では、区は、葛飾区社会福祉協議会、福祉関係事業者
等と連携して避難生活に必要なサービスを実施する。 

区は、福祉避難所等において運営に支障を来たしている場合、東
京都災害福祉広域調整センターへ（東京都社会福祉協議会）福祉専

第１部 第８章 避難者対策 第３節 応急対策 
 ５ 要配慮者対策 ５－４ 避難・救護体制 
（１） 災害対策災対福祉部の設置 

区は、災害対策災対福祉部を設置し、警察署、消防署等の関係機
関や関係団体等と連携、協力し、要配慮者の相談窓口の開設、安否・
避難先、社会福祉施設の被害状況を把握するとともに、福祉ニーズ
等の情報の一元化を図り、円滑な救護活動を実施する。 

また、災対福祉部においては、外部機関への支援要請や、避難行
動要支援者名簿の活用等を通じて、災害対策本部とも連携しなが
ら、避難行動要支援者の安否確認や避難支援を行うとともに、避難
者の受け入れの事前調整並びに要配慮者のスクリーニングを行う。 
（２） 福祉避難所の設置 

区は、避難所での生活が困難な要配慮者を収容するため、避難所
（第二順位）又はその他の協定施設等の状況確認を行い、に福祉避
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門職員の派遣を要請する。派遣を受けた場合、福祉専門職員の福祉
避難所等への派遣調整を行う。 
（３） 他地域への移送 
区は、区内の福祉避難所で要配慮者の収容及び支援が困難な場合

は、都を通じて被災地外の地域への移送を要請する。 
 
 
 
 

難所を開設する。福祉避難所で受け入れる要配慮者の基準として、
概ね要介護３以上の方、身体障害者手帳１・２級を所持している方、
愛の手帳１・２度を所持し、行動障害のある方などとする。災対福
祉部は、区立施設又は協定施設に福祉避難所を開設することを決定
した際は、福祉避難所従事班を編成し、施設管理者と調整した上で
開設準備を進めるとともに、開設・運営に必要な人員、物資並びに
要配慮者を輸送する。 
福祉避難所では、区は、葛飾区社会福祉協議会、福祉関係事業者

等と連携して避難生活に必要な支援対策を実施する。 
区は、福祉避難所等において運営に支障を来たしている場合、東

京都災害福祉広域調整センターへ（東京都社会福祉協議会）福祉専
門職員の派遣を要請する。派遣を受けた場合、福祉専門職員の福祉
避難所等への派遣調整を行う。 
（３） 他地域への移送 
区は、区内の福祉避難所で要配慮者の収容及び支援が困難な場合

は、都を通じて被災地外の地域への移送を要請する。 
 
 
 

75 221 第１部 第８章 避難者対策 第３節 応急対策 
 ５ 要配慮者対策 ５－５ 外国人への支援 
区は、避難所等の外国人の情報を把握し、通訳の派遣、翻訳等の

ボランティアの派遣を行い、ボランティア数が不足する場合には、
都が設置する外国人災害時情報センターに要請する。 
また、外国人災害時情報センターと情報交換を行い、在住外国人

に情報を提供する。 
 

第１部 第８章 避難者対策 第３節 応急対策 
 ５ 要配慮者対策 ５－５ 外国人への支援 
区は、避難所等の外国人の情報を把握し、通訳の派遣、翻訳等の

ボランティアの派遣を行い、ボランティア数が不足する場合には、
都が設置する外国人災害時情報センターに通訳・翻訳等のボランテ
ィアの派遣を要請する。 
また、外国人災害時情報センターと情報交換を行い、在住外国人

に情報を提供する。 
 

 

76 222 第１部 第８章 避難者対策 第３節 応急対策 
 ５ 要配慮者対策 ５－６ 妊産婦・乳児のいる家庭への配慮 
区は、避難所において妊産婦や乳幼児にとって衛生的な環境を確

保するための対策を行う。また、妊婦や母子専用の休養スペースを
確保するなど、生活面の配慮を行う。 
しかし、一般の避難所では、出産を控えた妊婦や出産直後の産婦

の健康管理が難しく、乳児に安心して授乳できない等の課題があ
る。 
区は、妊産婦・乳児救護所の設置場所の検討と合わせ、妊産婦や

乳児の体調不良時の医療、生活支援や健康管理、授乳への支援等、
医療や保健との連携や支援ボランティアの確保に向けて、区医師会

第１部 第８章 避難者対策 第３節 応急対策 
 ５－６ 妊産婦・乳児のいる家庭への配慮 
区は、避難所において妊産婦や乳幼児にとって衛生的な環境を確

保するための対策を行う。また、妊婦や母子専用の休養スペースを
確保するなど、生活面の配慮を行う。 
しかし、一般の避難所では、出産を控えた妊婦や出産直後の産婦

の健康管理が難しく、乳児に安心して授乳できない等の課題があ
る。 
区は、妊婦、産婦、乳児を要配慮者として捉えて、その心身や生

活上の特性を踏まえ、適切な支援を行うことで、避難生活上での健
康の維持など、災害時の対象者の安全安心を確保するため、助産師
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や葛飾赤十字産院の産科医療機関等と協議をしながら、検討を進め
る。 
 
 

会等と連携した妊産婦・乳児向けの福祉避難所である妊産婦・乳児
避難所を設置する。 
 

77 226 第１部 第９章 物流・備蓄・輸送対策の推進 
 第１節 対策の基本方針 ３ 対策の課題 
（中略） 
⑥ また、災害時給水ステーション（給水拠点）となる浄水場、給
水所、応急給水槽まで遠い地域があり、この地域格差を解消する
ため補完する給水施設の整備が必要である。 

⑦ 発災後４日目以降の国のプッシュ型支援に対応するために、物
資搬送体制を整備する必要がある。 

 

第１部 第９章 物流・備蓄・輸送対策の推進 
 第１節 対策の基本方針 ３ 対策の課題 
（中略） 
⑥ また、災害時給水ステーション（給水拠点）となる浄水場、給
水所、応急給水槽まで遠い地域があり、この地域格差を解消する
ため補完する給水施設の整備が必要である。 

⑦ 発災後４日目以降の国のプッシュ型支援に対応するために、物
資搬送体制を整備する必要がある。 

⑧ 備蓄倉庫について、備蓄品の整理や管理の適正化を進め、災害
時に備蓄物資を必要とする区民に迅速に提供できる仕組みを構
築していく必要がある。 

⑨ 能登半島地震におけるトイレ衛生・処理や寒冷期における避難
所生活環境の課題等を踏まえ、技術の進展や災害時のニーズに合
わせた災害対策用備蓄方針の見直しを進めていく必要がある。 

⑩ 令和６年の国の防災基本計画修正により、避難所運営における
環境の改善や福祉的な支援の充実を進めていく必要がある。 

 

78 227 第１部 第９章 物流・備蓄・輸送対策の推進 
 第１節 対策の基本方針 ４ 対策の方向性 
（中略） 
③ 備蓄倉庫及び輸送体制の整備 
区では指定避難所となる学校等に備蓄倉庫を設置している。さらに
避難所の備蓄が不足した場合に備えて、避難所以外にも備蓄倉庫を
設置している。 
大量の物資を受け入れるための輸送拠点を指定する。さらに、物資
の受入・整理・区内の輸送を行うため、輸送や燃料確保のために、
各事業者との連携体制を構築する。 
 
 
 

第１部 第９章 物流・備蓄・輸送対策の推進 
 第１節 対策の基本方針 ４ 対策の方向性 
（中略） 
③ 備蓄倉庫及び輸送体制の整備 
区では指定避難所となる学校等に備蓄倉庫を設置している。さらに
避難所の備蓄が不足した場合に備えて、避難所以外にも備蓄倉庫を
設置している。 
学校避難所の備蓄倉庫について、備蓄可能容積や利便性を踏まえ

た移転やデジタル化による管理を前提とした立体的な配置などの
ため、学校備蓄倉庫の整理を行い、円滑かつ迅速な備蓄品管理に向
けた取組みを進める。 
令和６年度に運用開始した新たな清掃事務所内に備蓄倉庫を設

置し、区における拠点倉庫のあり方を見直した。 
能登半島地震の課題を受け、凝固剤付きの便袋やコンパクト毛布

の拡充を図る。 
国の防災基本計画修正に伴い、避難所等における早期のプライバ

シー配慮に向け、要支援者用のテントの配備を行った。 
大量の物資を受け入れるための輸送拠点として、エイトホール及

びテクノプラザを指定したする。さらに、物資の受入・整理・区内
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の輸送を行うため、輸送や燃料確保のために、各事業者との連携体
制を構築する。 

79 233 第１部 第９章 物流・備蓄・輸送対策の推進 
 第２節 予防対策 ２－２ 備蓄及び給水施設等の整備 
（中略） 
施設用地内に応急給水エリアを区画し、給水ユニット式給水ポン

プ、給水栓、照明設備等の整備及び施錠方法の変更、 

第１部 第９章 物流・備蓄・輸送対策の推進 
 第２節 予防対策 ２－２ 備蓄及び給水施設等の整備 
（中略） 
施設用地内に応急給水エリアを区画し、給水ユニット式応急給水

ポンプ、常設給水栓、照明設備等の整備及び施錠方法の変更、 
 

 

80 247 第１部 第 10 章 放射性物質対策 第４節 復旧対策 
■対策の項目と担当 
  

４ 給食・牛乳の放射性物質
検査 

環境部、福祉部、子育て支援

部、教育委員会事務局 
 
 
 

第１部 第 10 章 放射性物質対策 第４節 復旧対策 
■対策の項目と担当 
  

４ 給食・牛乳の放射性物質
検査 

環境部、福祉部、子育て支援

部、児童相談部、教育委員会事

務局 
 

 

81 267 第１部 第 11 章 区民生活の早期再建 第４節 復旧対策 
１ 被災住宅の応急修理 １－２ 応急修理の実施 
都は、関係団体等と調整のうえ、一般社団法人東京建設業協会、

全国建設労働組合総連合東京都連合会及び一般社団法人災害復旧
職人派遣協会のあっせんする建設業者により、 
 

第１部 第 11 章 区民生活の早期再建 第４節 復旧対策 
１ 被災住宅の応急修理 １－２ 応急修理の実施 
都は、関係団体等と調整のうえ、一般社団法人東京建設業協会、

全国建設労働組合総連合東京都連合会、公益社団法人東京中小建設
業協会及び一般社団法人災害復旧職人派遣協会のあっせんする建
設業者により、 
 

 

82 279 第１部 第 13 章 想定を超えた災害への対応 
 第２節 ゼロメートル地帯への浸水対策 ２ 取組の方向性 
現在、中川、綾瀬川では、東京都による耐震化工事が進められて

いる。 

第１部 第 13 章 想定を超えた災害への対応 
 第２節 ゼロメートル地帯への浸水対策 ２ 取組の方向性 
現在、中川、新中川、大場川綾瀬川では、「東部低地帯の河川施設整
備計画（第二期）」に基づき、東京都による耐震化工事が進められ
ている。 
 

 

83 281 第２部 第１章 復興の基本的考え方 
第１節 復興の基本 ２ 葛飾区震災復興マニュアル 

（図中） 
地盤産業 

 

第２部 第１章 復興の基本的考え方 
第１節 復興の基本 ２ 葛飾区震災復興マニュアル 

（図中） 
地場産業 
 

 

84 283 第２部 第１章 復興の基本的考え方 
第１節 復興の基本 ２ 葛飾区震災復興マニュアル 

 
 

第２部 第１章 復興の基本的考え方 
第１節 復興の基本 ２ 葛飾区震災復興マニュアル 

 
（図の差し替え） 
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85 284 第２部 第１章 復興の基本的考え方 
第２節 震災復興のシナリオ 
≪教育・地域の復興、女性・外国人支援≫ 

（図中） 
子どもに関する相談、子どものメンタルヘルスケア 

 
 
≪産業の復興≫ 

（図中） 
震災による混乱に便乗した値上げや悪徳商法等に

関する情報の収集と広報 
 

 消費者相談の実施 
 
 
 

第２部 第１章 復興の基本的考え方 
第２節 震災復興のシナリオ 
≪教育・地域の復興、女性・外国人支援≫ 

（図中） 
子どもに関する相談・援助、子どもの心のケア 

 
≪産業の復興≫ 

（図中） 
震災による混乱に便乗した値上げや悪質商法等に

関する情報の収集と広報 
 

 消費生活相談の実施 
 

 

86 287 第２部 第３章 都市の復興 
第１節 都市復興基本計画等の策定 
 ３ 復興対象地区の設定 
 
区は、被災市街地の復興を被害の程度及び都市基盤整備状況など

に応じて計画的に進めるために、次の復興地区区分を設定し、被災
市街地復興対策に関する条例に基づいて告示する。 
① 重点復興地区（抜本改造型）  ② 復興促進地区（部分改

造・自力再建型）   
③ 復興誘導地区（自力再建型）  ④ 一般地区 

 

第２部 第３章 都市の復興 
第１節 都市復興基本計画等の策定 
 ３ 復興対象地区の設定 
 
区は、被災市街地の復興を被害の程度及び都市基盤整備状況など

に応じて計画的に進めるために、次の復興地区区分を設定し、被災
市街地復興対策に関する条例に基づいて告示する。 
① 重点復興地区（抜本改造型）  ② 復興促進地区（部分改

造・自力再建型）   
③ 復興誘導地区（自力再建型）  ④ 一般地区 

 

 

87 289 第２部 第３章 都市の復興 
第２節 復興まちづくり計画等の策定 
 ２ 地域協働による都市復興 
復興にあたっては、地域住民が震災復興協議会を組織し、区との

パートナーシップにより地域協働の復興まちづくりを進める。 
区は、地域協働における体制づくりを支援し、地域での提案に基づ
いた復興まちづくり計画を策定する。 
 

第２部 第３章 都市の復興 
第２節 復興まちづくり計画等の策定 
 ２ 地域協働による都市復興 
復興にあたっては、地域住民が地域復興協議会を組織し、区との

パートナーシップにより地域協働の復興まちづくりを進める。 
区は、地域協働における体制づくりを支援し、地域での提案に基づ
いた復興まちづくり計画を策定する。 
 

 

88 291 第２部 第５章 くらしの復興 
第３節 生活支援対策 
日本赤十字社等義援金受付団体及び都からの義援金と併せ区に

寄せられた義援金について，区義援金配分委員会で決定した基準に

第２部 第５章 くらしの復興 
第３節 生活支援対策 
日本赤十字社等義援金受付団体及び都からの義援金と併せ区に

寄せられた義援金について、区義援金配分委員会で決定した基準に
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基づき，被災された方に配分を行う。また、被災によって生活基盤
に著しい被害を受けた区民の特別区民税や国民健康保険料、後期高
齢者医療保険料、国民年金保険料、介護保険料、保育料等の減額、
免除、徴収猶予、滞納処分の執行停止等を本人の申請に基づき行う。 

基づき、被災された方に配分を行う。また、被災によって生活基盤
に著しい被害を受けた区民の特別区民税や国民健康保険料、後期高
齢者医療保険料、国民年金保険料、介護保険料、保育料等の減額、
免除、徴収猶予について、滞納処分の執行停止等を本人の申請に基
づき行うほか、滞納処分の執行停止等を行う。 
 

89 294 第２部 第６章 教育・地域・文化の復興 
第１節 教育の復興と子どものケア 
区は、発災直後には、児童・生徒の安否確認とともに施設の被害

状況を確認する。応急危険度判定によって速やかに施設の使用継続
の可否を判定し、軽微な被害には応急復旧の対策をとる。甚大な被
害が生じた場合は、建替えの必要性の有無、工期及び費用、学校周
辺の被害状況や復旧状況等の把握を速やかに行い、復興・再建計画
を策定する。 
区は、震災により、子ども達が受けた精神的ダメージを回復させ

るため、子育て関連所管課に子どもに関する相談窓口を設置する。 
 

第２部 第６章 教育・地域・文化の復興 
第１節 教育の復興と子どものケア 
区は、発災直後には、児童・生徒の安否確認とともに施設の被害

状況を確認する。応急危険度判定によって速やかに施設の使用継続
の可否を判定し、軽微な被害には応急復旧の対策をとる。甚大な被
害が生じた場合は、建替えの必要性の有無、工期及び費用、学校周
辺の被害状況や復旧状況等の把握を速やかに行い、復興・再建計画
を策定する。 
また 、児童相談所や子ども総合センターの職員が避難所等の巡

回訪問を行い、両親を亡くした子どもやその他支援が必要な子ども
の調査や相談・援助（一時保護を含む）を実施するとともに、区は、
震災により、子ども達が受けた精神的ダメージを回復させるため、
子育て関連所管課に子どもに関する相談窓口を設置する。 
 

 

90 294 第２部 第６章 教育・地域・文化の復興 
第１節 女性・外国人への配慮・支援 

 

第２部 第６章 教育・地域・文化の復興 
第３節 女性・外国人への配慮・支援 

 

 

91 295 第２部 第７章 産業と雇用の復興 
第４節 消費者の保護 
区は、消費生活に係る情報を幅広く収集し、広報で被災者に情報

提供する。また、消費生活相談窓口を開設し、必要な情報提供や消
費生活専門相談員による相談活動を行う。 
 

第２部 第７章 産業と雇用の復興 
第４節 消費者の保護 
区は、消費生活に係る情報を幅広く収集し、広報で被災者に情報

提供する。また、消費生活相談窓口を開設し、必要な情報提供や消
費生活専門相談員による相談活動を行う。 
 

 

92 297 第３部 第１章 対策の考え方 
 第１節 南海トラフ地震等防災対策 
東京都が算出した被害想定によると、区内の震度分布・液状化危

険度分布については、第１編総則第２章に示す首都直下地震等の被
害想定より低く、建物被害・人的被害、ライフラインの被害は限定
的とされており、区の想定震度は最大で震度５強であり、南海トラ
フ地震に係る地震防災対策の特別措置法での推進地域には指定さ
れていない。 
そのため、区の南海トラフ地震等防災対策については、第２編第

１部各章を準用するものとする。 
 

第３部 第１章 対策の考え方 
 第１節 南海トラフ地震等防災対策 
東京都が算出した被害想定によると、区内の震度分布・液状化危

険度分布については、第１編総則第２章に示す首都直下地震等の被
害想定より低く、建物被害・人的被害、ライフラインの被害は限定
的とされており、区の想定震度は最大で震度５強であり、南海トラ
フ地震に係る地震防災対策の特別措置法での推進地域※には指定
されていない。 
そのため、区の南海トラフ地震等防災対策については、第２編第

１部各章を準用するものとする。なお、東京都は南海トラフ地震に
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よって被害を受ける可能性があるため、被害確認後に応援を行う地
域（被害確認後応援都府県）に区分されている。 
 
※指定基準の概要 
 ○震度６弱以上の地域 
 ○津波高３m以上で海岸堤防が低い地域 
 ○防災体制の確保、過去の被災履歴への配慮 

 

93 300 （新設） 第３部 第２章 南海トラフ地震等防災対策 
 第３節 南海トラフ地震に関連する情報が発せられてからの広
報 
南海トラフ地震に関連する情報が発せられた場合、区及び各防災

機関は情報収集並びに必要な対応を行い、その結果を踏まえて区民
に必要な情報等を広報するものとする。 
 

 

94 307 第３部 第４章 東海地震に関連する調査情報（臨時）・東海地震
注意情報発表時から警戒宣言が発せられるまで 
第３節 活動態勢 １ 区及び防災関係機関の活動態勢 
（中略） 
  
東 京 電 力
パワーグリッ
ド（株） 

１ 非常災害対策本部を直ちに設置する。 

２ 関連請負会社へ情報連絡する。 

 
 

第３部 第４章 東海地震に関連する調査情報（臨時）・東海地震
注意情報発表時から警戒宣言が発せられるまで 
第３節 活動態勢 １ 区及び防災関係機関の活動態勢 
（中略） 
  

東 京 電 力
パワーグリッ
ド（株） 

１ 発せられた内容に応じた非常態勢を確立

し、災害の発生に備える。 
 

[東電 PG] 

95 312 第３部 第５章 警戒宣言時の対応措置 
 第３節 警戒宣言、地震予知情報等の伝達 
１ 警戒宣言の伝達 １－２ 伝達体制 

葛飾警察署 
亀有警察署 

１ 警視庁から警戒宣言及び地震予知情報
等の通報を受けた時は、直ちに警察電話、警
察無線等により各課、交番等に伝達する。 
２ 区に協力し、マイク広報、看板等の設置、
防災信号吹鳴により、警戒宣言が発せられた
ことを区民に伝達する。 

 
 
 
 
 

第３部 第５章 警戒宣言時の対応措置 
 第３節 警戒宣言、地震予知情報等の伝達 
１ 警戒宣言の伝達 １－２ 伝達体制 

葛飾警察署 
亀有警察署 

１ 警視庁から警戒宣言及び地震予知情報
等の通報を受けた時は、直ちに警察電話、警
察無線等により各課、交番等に伝達する。 
２ 区に協力し、マイク広報、看板等の設置、
警察車両のサイレン吹鳴による防災信号に
より、警戒宣言が発せられたことを区民に伝
達する。 

 

[亀有警察] 
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96 323 第３部 第５章 警戒宣言時の対応措置 
 第７節 公共輸送対策 
  １ 鉄道対策 １－１ 情報伝達 
（東日本旅客鉄道（株）） 
 

第３部 第５章 警戒宣言時の対応措置 
 第７節 公共輸送対策 
  １ 鉄道対策 １－１ 情報伝達 
（東日本旅客鉄道（株）） 
 

 

[JR 金町駅] 

97 337 第３部 第５章 警戒宣言時の対応措置 
 第９節 公共施設等対策 ５ 電気施設 
５－１ 基本方針 

地震災害予防及び災害復旧対策にとって必要不可欠となってい
る電力を円滑に供給するため、警戒態勢及び情報伝達ルート等の確
立・要員・資機材の確保・電力の緊急融通体制の確保等地震防災応
急対策を講じる。 
また、警戒宣言が発せられた場合は、他の防災関係機関等との緊密
な連携のもとに速やかに次の対応対策を講じるとともに、電力の供
給は平常どおり継続するものとする。 
 
５－２ 地震災害警戒態勢の確立 

注意情報が発表された場合及び警戒宣言が発せられた場合は非
常態勢を確立する。 
 
５－３ 情報伝達 
警戒宣言並びに警戒解除宣言に関する情報伝達はあらかじめ定め
た経路により行い、その伝達の方法は、保安通信設備等により、迅
速かつ的確に行う。 
 
５－４ 電力設備の予防措置 
地震予知情報に基づき、電力施設に関する次の予防措置を講じる。 
（１） 特別巡視･特別点検 

第３部 第５章 警戒宣言時の対応措置 
 第９節 公共施設等対策 ５ 電力設備 
 

第２編 震災編 第１部 災害予防・応急・復旧計画 第３章 安
全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保 第３節 応急対
策 ５ ライフライン施設 ５－４ 電力設備及び第２編 震災編 
第１部 災害予防・応急・復旧計画 第３章 安全な交通ネットワー
ク及びライフライン等の確保 第４節 復旧対策 ４ ライフライ
ン施設 ４－３ 電力設備に準ずる。 

[東電 PG]  
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発変電所においては、地震予知情報に基づき電力施設に対する、特
別巡視、特別点検機器調整を施設毎に実施する。 
（２） 通信網の確保 
保安通信設備の点検、整備を行い、必要に応じ緊急時運用体制の確
立を行う。 
また、社外的には他の防災関係機関との連携を密にし、通信網の確
保に努める。 
（３） 応急安全措置 
仕掛り工事及び作業中の各電力設備については、状況に応じた設備
保全及び人身安全上の応急措置を施設毎に実施する。 
 
５－５ 要員・資機材 
（１） 要員の確保 
警戒態勢が発令された場合、あらかじめ定めた連絡ルートにより非
常の災害対策組織構成表に基づく対策要員の確保に努める。 
（２） 資機材の確保 
警戒態勢が発令された場合、工具・車両・舟艇・発電機車・変圧器
車等を整備、確保して応急出動に備えるとともに手持資機材の数量
確認及び緊急確保に努める。 
 
５－６ 安全広報 
必要に応じ広報車等で地域住民に対する地震時の具体的な電気の
安全措置に関する広報を行う。 
 

98 339 第３部 第５章 警戒宣言時の対応措置 
 第９節 公共施設等対策 
  ７ 通信移設 ７－１ 電話・電報の取扱い 
（省略） 
２ 防災関係機関等の非常・緊急通話の取扱いは確保する。 
３ 一般通話については、可能な限り確保するが、電話が著しくか
かりにくくなった場合には、防災関係機関の重要通話を確保するた
め、次のとおり利用制限を行う。 
（１） 原則として通話量の状況に応じて段階的に規制するが、特
定の地域に対する通話が著しく多い場合は、その地域向けの通話を
臨機に規制する。 
（２） 強化地域へ向けて発信する通話は、通話量が極めて多くな
った段階で一般通話は 100％規制し、以後通話量の状況に応じて逐
次緩和等の措置を行う。 

第３部 第５章 警戒宣言時の対応措置 
 第９節 公共施設等対策 
  ７ 通信移設 ７－１ 電話・電報の取扱い 
（省略） 
２ 防災関係機関等の非常・緊急通話の取扱いは確保する。 
２ 一般通話については、可能な限り確保するが、電話が著しくか
かりにくくなった場合には、防災関係機関の重要通話を確保するた
め、次のとおり利用制限を行う。 
（１） 原則として通話量の状況に応じて段階的に規制するが、特
定の地域に対する通話が著しく多い場合は、その地域向けの通話を
臨機に規制する。 
（２） 強化地域へ向けて発信する通話は、通話量が極めて多くな
った段階で一般通話は 100％規制し、以後通話量の状況に応じて逐
次緩和等の措置を行う。 

[東日本電信電
話]  
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（３） 利用制限を行った場合、一般の電話はかかりにくくなるた
め、緊急に連絡する場合の手段として、公衆電話からの通話を確保
する。 
（４） 被災地への安否確認等を直接通話によらず、被災地以外の
ボイスメールボックスを経由して行い、輻輳を緩和する伝言ダイヤ
ルサービスを行う。 
 
注意情報発表の報道以降、電報の扱い量も増大することが予想さ

れるが、可能な限り業務を継続することを基本に次のとおり必要な
措置を行う。 
１ 区内から発信される電報 
（１） 防災関係機関等の非常・緊急電報の取扱いは確保する。 
 

（３） 利用制限を行った場合、一般の電話はかかりにくくなるた
め、緊急に連絡する場合の手段として、公衆電話からの通話を確保
する。 
（４） 被災地への安否確認等を直接通話によらず、被災地以外の
ボイスメールボックスを経由して行い、輻輳を緩和する伝言ダイヤ
ルサービスを行う。 
 
注意情報発表の報道以降、電報の扱い量も増大することが予想さ

れるが、可能な限り業務を継続することを基本に次のとおり必要な
措置を行う。 
１ 区内から発信される電報 
（１） 防災関係機関等の非常・緊急扱いの電報は確保する。 
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99  358 第１部 第１章 風水害に強い防災都市づくり 
 第２節 洪水予防対策 ２ 高潮対策 
都は、水防法等の一部を改正する法律（平成 27 年５月 31 日成

立、７月 19 日施行）を受け、想定し得る最大規模の高潮による浸
水の危険性について住民に周知するため、平成 30 年３月に東京
都高潮浸水想定区域図を公表した。また、想定し得る最大規模の
高潮に備え、海岸の水位により浸水被害の危険を周知するため、
高潮特別警戒水位を設定した。区の高潮特別警戒水位は A.P.＋
4.3m である。 
 

第１部 第１章 風水害に強い防災都市づくり 
 第２節 洪水予防対策 ２ 高潮対策 
都は、水防法等の一部を改正する法律（平成 27 年５月 31 日成

立、７月 19 日施行）を受け、想定し得る最大規模の高潮による浸
水の危険性について住民に周知するため、平成 30 年３月に東京都
高潮浸水想定区域図を公表し、令和６年 12 月に修正図を公表し
た。また、想定し得る最大規模の高潮に備え、海岸の水位により
浸水被害の危険を周知するため、高潮特別警戒水位を設定した。
区の高潮特別警戒水位は A.P.＋4.3m である。 
 

 

100  358 第１部 第１章 風水害に強い防災都市づくり 
 第２節 洪水予防対策 ３ 浸水対策 

３－１ 治水事業や民間開発と連携した浸水対応型拠点高
台の整備 
区は、高規格堤防事業やスーパー堤防事業等の治水事業、また、

治水事業と共に行われる民間開発事業と連携を図り、河川沿川の
市街地における浸水対応型拠点高台を整備する。このため、都市
計画として、浸水対応型市街地形成促進を図る制度具体化の働き
かけを行う。 
※新小岩公園高台化 
新小岩公園再整備における一部高台化と東京都の緩傾斜堤防事業
との連携による浸水対応型拠点高台の整備を推進し、水害に強い
まちづくりを進めていく。 
 
 

第１部 第１章 風水害に強い防災都市づくり 
 第２節 洪水予防対策 ３ 浸水対策 

３－１ 治水事業や民間開発と連携した浸水対応型拠点高
台の整備 
 
区は、高規格堤防整備事業やスーパー堤防事業等の治水事業、

また、治水事業と共に行われる民間開発事業と連携を図り、河川
沿川の市街地における浸水対応型拠点高台を整備する。このため、
都市計画として、浸水対応型市街地形成促進を図る制度具体化の
働きかけを行う。 
※新小岩公園高台化 
新小岩公園再整備における一部高台化と国の高規格堤防整備事
業、東京都の緩傾斜堤防事業との連携による浸水対応型拠点高台
の整備を推進し、水害に強いまちづくりを進めていく。 

 

101  360 第１部 第１章 風水害に強い防災都市づくり 
 第２節 洪水予防対策 ２ 高潮対策 

区の高潮特別警戒水位は A.P.＋4.3m である。 
東京高潮対策事業は、伊勢湾台風級による異常高潮（A.P.＋

5.10m）に対処しうる計画に基づき行われており、葛飾区は堤
防、護岸、並びに水門の完成によって、高潮に対して安全性が
高まった。 
 

第１部 第１章 風水害に強い防災都市づくり 
 第２節 洪水予防対策 ２ 高潮対策 

区の高潮特別警戒水位は A.P.＋4.2m である 
東京高潮対策事業は、伊勢湾台風級のによる異常高潮（A.P.

＋5.10m）に対処しうる計画に基づき行われており、葛飾区は堤
防、護岸、並びに水門の完成によって、高潮に対して安全性が
高まった。 
 

R7.4 改定された
が、住民の避難に
直接関わる事項で
あるため、時点修
正の考えから除外
し、修正します。 

102  360 第１部 第１章 風水害に強い防災都市づくり 
 第２節 洪水予防対策 ３ 浸水対策 ３－１ 治水事業や

民間開発と連携した浸水対応型拠点高台の整備 
区は、高規格堤防整備事業やスーパー堤防事業等の治水事

業、また、治水事業と共に行われる民間開発事業と連携を図り、
河川沿川の市街地における浸水対応型拠点高台を整備する。 

 

第１部 第１章 風水害に強い防災都市づくり 
 第２節 洪水予防対策 ３ 浸水対策 ３－１ 治水事業や

民間開発と連携した浸水対応型拠点高台の整備 
区は、高規格堤防整備事業やスーパー堤防整備事業等の治水

事業、また、治水事業と共に行われる民間開発事業と連携を図
り、河川沿川の市街地における浸水対応型拠点高台を整備す
る。 
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103  360 第１部 第１章 風水害に強い防災都市づくり 

 第２節 洪水予防対策 ３ 浸水対策 ３－１ 治水事業や
民間開発と連携した浸水対応型拠点高台の整備 

（中略） 
  東京都の緩傾斜堤防事業との連携による浸水対応型拠点高台
の整備を推進し、水害に強いまちづくりを進めていく。 

 

第１部 第１章 風水害に強い防災都市づくり 
 第２節 洪水予防対策 ３ 浸水対策 ３－１ 治水事業や

民間開発と連携した浸水対応型拠点高台の整備 
（中略） 
  東京都の緩傾斜型堤防整備事業との連携による浸水対応型拠
点高台の整備を推進し、水害に強いまちづくりを進めていく。 

 

 

104  362 第１部 第１章 風水害に強い防災都市づくり 
 第２節 洪水予防対策  

４－５ 広報・啓発 
区では、大雨による冠水・浸水などの被害を未然に防ぐために、

区民がいつでも自由に土のうを取り出せる「土のうステーション
（土のう置場）」を区内 25 箇所に設置している。 
設置場所は次のとおりである。 

■土のうステーション（土のう置場） 

 
 
 

 設置場所 住所  設置場所 住所 

1 
西水元地区センタ

ー入口右側 

西 水 元

5-3 
14 

堀切二丁目公園 

北側入口付近 
堀切2-44

2 

水元スポーツセン

ター公園南側交差

点入口付近 

水元 1-

23 
15 

道路補修課 駐車場

入口付近 
立石4-34

3 
東金町地区センタ

ー 入口付近 

東 金 町

5-33 
16 

四つ木四丁目公園 

入口植栽内 

四つ木4-

24 

第１部 第１章 風水害に強い防災都市づくり 
 第２節 洪水予防対策  

４－５ 広報・啓発 
区では、大雨による冠水・浸水などの被害を未然に防ぐために、

区民がいつでも自由に土のうを取り出せる「土のうステーション
（土のう置場）」を区内 25 箇所に設置している。 
設置場所は次のとおりである。 

■土のうステーション（土のう置場） 
 

 設置場所 住所  設置場所 住所 

1 
西水元地区センタ

ー入口右側 

西 水 元

5-3 
14 

堀切二丁目公園 

北側入口付近 
堀切 2-44

2 

水元スポーツセン

ター公園南側交差

点入口付近 

水元 1-

23 
15 

道路補修課 駐車場

入口付近 
立石 4-34

3 
東金町地区センタ

ー 入口付近 

東 金 町

5-33 
16 

篠原公園 北側入口

付近 

四つ木4-

13 

 

105  373 第２部 第１章 活動態勢 第１節 区の態勢 
 ■配備態勢の種類と設置基準 
情報連絡態勢 
 ２ 大雨警報が発表された場合 
災害対策準備本部 
 （１）大雨警報 
 

第２部 第１章 活動態勢 第１節 区の態勢 
 ■配備態勢の種類と設置基準 
情報連絡態勢 
 ２ 大雨警報が発表された場合 ※短時間の強雨 
災害対策準備本部 
 （１）大雨警報 ※台風や前線の接近に伴うもの 

 

106  376 第２部 第１章 活動態勢 第１節 区の態勢 
３ 災害対策本部（初動） 

第２部 第１章 活動態勢 第１節 区の態勢 
３ 災害対策本部（初動） 
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３－１ 統括班 
班長：危機管理課長 
副班長：地域防災課長、生活安全課長 
（１）計画担当 
リーダー 管理係長、災害対策係長 
班員：危機管理課 
業務概要 
・ 各種情報の分析、総合的な災害対策の企画立案等による意思決
定等  
・ 各班の支援 
（２）受援・渉外担当 
リーダー：危機管理担当官、生活安全係長、地域安全係長 
班員：生活安全課 
業務概要 
・ 各種防災通信機器による外部関係機関との連絡調整（要請・情
報収集等） 
（３）避難所統括担当 
リーダー：自助・共助係長、訓練係長 
業務概要 
・ 避難所運営の統括 
・ 防災活動拠点や避難場所の状況把握 
 
３－２ 情報管理班 
班長：政策経営部長 
副班長：デジタル推進担当部長 

（１） 情報連絡担当 
リーダー：政策企画課長、協働推進担当課長、経営改革担当課長 
班員：政策企画課（企画担当係指定）、総務課（法規担当係指定） 
 
 

（中略） 
（２）問い合わせ対応担当 
リーダー：デジタル推進担当課長、選挙管理委員会事務局長、す
ぐやる課長 
班員：災害対策本部室指定職員寮の職員 
業務概要 
● 区内部組織及び外部関係機関との連絡調整及び収集したすべ
ての情報の集計、管理、提供を主な業務とする 
・ 災害対策本部各班等区内部組織及び外部関係機関からの情報
収集 

３－１ 統括班 
班長：危機管理課長 
副班長：運用訓練担当課長、地域防災担当課長、生活安全担当課
長 
（１）計画担当 
リーダー 管理係長、計画係長 
班員：危機管理課 
業務概要 
・ 各種情報の分析、総合的な災害対策の企画立案等による意思決
定等 
・ 各班の支援 
（２）受援・渉外担当 
リーダー：運用訓練担当係長、生活安全係長、防犯強化係長 
班員：運用訓練担当課、生活安全担当課 
業務概要 
・ 各種防災通信機器による外部関係機関や協定事業者との連絡
調整（要請・情報収集等） 
（３）避難所統括担当 
リーダー：自助・共助係長、訓練係長 
班員：地域防災担当課 
業務概要 
・ 避難所運営の統括 
・ 防災活動拠点や避難場所の状況把握 
 
 
３－２ 情報管理班 
班長：政策経営部長 
副班長：デジタル推進担当部長  

（１） 情報連絡担当 
リーダー：政策企画課長 サブリーダー：協働推進担当課長、経
営改革担当課長 
班員：政策企画課（企画担当係指定）、総務課（法規担当係指定） 
 
（中略） 
（２）問い合わせ対応担当 
リーダー：デジタル推進担当課長、選挙管理委員会事務局長、す
ぐやる課長 
班員：政策企画課、財政課、総務課、すぐやる課、人事課、契約
管財課、税務課、会計管理課、選挙管理委員会事務局、災害対策
本部室指定職員寮職員、ＤＸ戦略課 
 
業務概要 
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・ 収集した各種情報について継続的な集計、管理及び各班等への
情報提供 
・ 各種防災通信機器による外部関係機関との連絡調整（要請・情
報収集等） 
 
② 問い合わせ対応チーム 
サブリーダー：選挙管理委員会事務局長、すぐやる課長 
班員：災害対策本部室指定職員寮の職員 
業務概要 
● 一般電話及び総合庁舎窓口における区民等からの情報提供、問
い合せに対する対応を主業務とする 
・ 受付業務：電話や窓口で区民等からの情報提供等に対応し、情
報連絡票を作成する 
・ 転送業務：代表電話への入電を受け、情報連絡室等へ転送する 
・ 分類業務：情報連絡票を点検し、緊急度、内容、対応依頼先等
を分類確定する 
・ 伝達業務：内容点検、分類及び対応先等が確定した情報連絡票
を災害対策本部各班及び各対策本部連絡班へ移送する 
 
 
３－３ 広報班 
班長：区長室担当部長 
 

（中略） 
３－４ 本部運営支援班 
班長：監査事務局長 
リーダー：秘書課長 
サブリーダー：秘書課担当係長、監査事務局担当係長 
 
 

３－５ 資源管理班 
班長：施設部長 
（１） 資源維持管理担当 
リーダー：施設管理課長 
サブリーダー：学校施設計画担当課長 
班員：施設管理課施設調整係長、学校施設計画担当係長、 
業務概要 
・ 備蓄品に係る管理全般及び避難者数等に基づく必要物資の種
別、数量の確定 
（２） 輸送担当 
リーダー：税務課長 
サブリーダー：収納対策課長 

・ 一般電話及び総合庁舎窓口における区民等からの情報提供、
問い合せに対する対応を主業務とする 
 
（削除） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３－３ 広報班 
班長：事業推進担当部長 

 
（中略） 
３－４ 本部運営支援班 
班長：監査事務局長 
リーダー：秘書課長 
サブリーダー：秘書課担当係長、監査事務局担当係長 
班員：秘書課、監査事務局 

 
３－５ 資源管理班 
班長：施設部長 
（１） 資源維持管理担当 
リーダー：施設管理課長 
サブリーダー：学校施設計画担当課長、施設維持課長 
班員：施設管理課施設調整係長、学校施設計画担当係長、施設維
持課庁舎維持係、総務課総務係（庁舎） 
業務概要 
・ 備蓄品に係る管理全般及び避難者数等に基づく必要物資の種
別、数量の確定 
（２） 輸送担当 
リーダー：税務課長 
サブリーダー：収納対策課長 
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班員：収納対策課収納対策係長、税務課税務係長 
業務概要 
・ 避難所等への配送ルートを含めた物資輸送方法の確立 
・ 各対策本部等からの要請に応じた物資輸送の管理 

班員：収納対策課収納対策係長、税務課税務係長、総務課総務係
（車両） 
業務概要 
・ 避難所等への配送ルートを含めた物資輸送方法の確立 
・ 各対策本部等からの要請に応じた物資輸送の管理 
 
３－６ 庶務班 
班長：総務部長 
副班長：総務課長 
（１） 職員支援担当 
リーダー：人事課長 
サブリーダー：人材育成課長、総務部副参事（法規担当） 
班員：総務課、人事課 
 

107  381 第２部 第１章 活動態勢 
 第２節 消防機関の態勢 １ 消防機関の態勢 

１－２ 水防態勢等 
消防署の水防非常配備態勢の発令及び解除は、次のとおりであ

る。 

第２部 第１章 活動態勢 
 第２節 消防機関の態勢 １ 消防機関の態勢 

１－２ 水防態勢等 
消防署の水防非常配備態勢の発令及び解除は、次のとおりであ

る。 
 

 

108  386 第２部 第３章 水防活動 第１節 基本方針 
区内の河川堤防は、国土交通省等により治水工事対策の工事

が進められているものの依然として水防上注意を要する箇所
が残されており、安全性が十分確保されているとは言えない。 
 

第２部 第３章 水防活動 第１節 基本方針 
区内の河川堤防は、国土交通省等により治水工事対策の工事

が進められているものの依然として水防上注意を要する箇所
が残されており、安全性が十分確保されているとは言えない。 

 

 

109  391 第２部 第３章 水防活動 第２節 水防活動 
 ６ 水防資器材 
（中略） 
  区に関係ある水防倉庫及び備蓄資器材等の配置は資料編のと
おりである。 

（２） 土取場は、資料編のとおりである。 
 

第２部 第３章 水防活動 第２節 水防活動 
 ６ 水防資器材 
（中略） 
  区に関係ある水防倉庫及び備蓄資器材等の配置は資料編（風
水害編）「４９ 水防倉庫及び資器材備蓄一覧」のとおりである。 

（２） 土取場は、資料編（風水害編）「５０ 土取場一覧」のと
おりである。 

 

 

110  392 第２部 第３章 水防活動 第２節 水防活動 
 ９－３ 水門閉鎖に関する情報 
（中略） 
 中川 吉川 避難判断水位 3.70m 氾濫危険水位 4.10m 

第２部 第３章 水防活動 第２節 水防活動 
 ９－３ 水門閉鎖に関する情報 
（中略） 
 中川 吉川 避難判断水位 4.30m 氾濫危険水位 4.70m 

R7 に改定された
が、住民の避難に
直接関わる事項で
あるため、時点修
正の考えから除外
し、修正します。 

111  394 第２部 第３章 水防活動 第２節 水防活動 10 気象情報 
（中略） 

第２部 第３章 水防活動 第２節 水防活動 10 気象情報 
（中略） 
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洪水注意報 
流域雨量指数基準：中川流域 31、綾瀬川流域 20.1、大場川流域
9.7 

令和６年５月 23 日時点 
 
洪水警報 

流域雨量指数基準：中川流域 38.8、綾瀬川流域 25.2、大場川流
域 12.2 

令和６年５月 23 日時点 
 

洪水注意報 
流域雨量指数基準：中川流域 30.9、綾瀬川流域 20.1、大場川流
域 9.7 

令和７年５月 29 日時点 
 
洪水警報 

流域雨量指数基準：中川流域 38.7、綾瀬川流域 25.2、大場川流
域 12.2 

令和７年５月 29 日時点 
 

112  394 第２部 第３章 水防活動 第２節 水防活動 10 気象情報 
 高潮注意報 

台風による海面の異常上昇の有無及び程度について一般の
注意を喚起する必要があるとき。 
 

高潮警報 
台風等による海面の異常上昇によって重大な災害が起こる

おそれがあると予想されるとき。 
 

第２部 第３章 水防活動 第２節 水防活動 10 気象情報 
 高潮注意報 

台風や低気圧等による異常な海面の上昇により災害が発生
するおそれがあると予想されるとき。 
 

高潮警報 
台風や低気圧等による異常な海面の上昇により重大な災害

が発生するおそれがあると予想されるとき。 
 

 

113  396 第２部 第３章 水防活動 第２節 水防活動 
 12 河川の洪水予報 １２－１ 洪水予報の発表 
 
 氾濫危険情報 

基準地点のいずれかの水位が氾濫危険水位に到達したとき 
 

第２部 第３章 水防活動 第２節 水防活動 
 12 河川の洪水予報 １２－１ 洪水予報の発表 
  

氾濫危険情報 
 基準地点のいずれかの水位が、急激な水位上昇によりまもな
く氾濫危険水位を超え、さらに水位の上昇が見込まれるとき、
あるいは氾濫危険水位に到達したとき、 

 

 

114  399 第２部 第３章 水防活動 第２節 水防活動 
 12 河川の洪水予報 

 12－４ 利根川水系洪水予報実施区域及び基準地点 
（中略） 
 中川 吉川 避難判断水位 3.70m 氾濫危険水位 4.10m 

第２部 第３章 水防活動 第２節 水防活動 
 12 河川の洪水予報 

 12－４ 利根川水系洪水予報実施区域及び基準地点 
（中略） 

中川 吉川 避難判断水位 4.30m 氾濫危険水位 4.70m 
 

R7 に改定された
が、住民の避難に
直接関わる事項で
あるため、時点修
正の考えから除外
し、修正します。 

115  399 第２部 第３章 水防活動 第２節 水防活動 
 13 河川の水防警報と発令に伴う措置 
  

第２部 第３章 水防活動 第２節 水防活動 
 13 河川の水防警報と発令に伴う措置 
 （中略） 
（３）水防活動等に関する情報伝達及び報告 

巡視等の水防活動の実施、避難情報の発表、被害が発生した
ときは、関係者が各種様式や手段によって情報共有し、被害の
軽減や災害の早期復旧に努めるものとする。 
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116  412 第２部 第６章 避難者対策 第１節 避難体制の整備 
 ２－２ 要配慮者支援体制の整備 
  区は、障害者、一人暮らしの高齢者等の避難行動を支援する

ために、避難行動要支援者名簿や個別避難計画等を作成し、自
治町会、民生委員児童委員協議会、福祉団体等の連携による支
援体制を構築する。 

消防署は、風水害時における避難行動要支援者等の安全を確保す
るため、地域が一体となった協力体制づくりを推進する。区と
連携して、避難行動要支援者等を近隣で助け合う地域協力体制
づくりを推進する。社会福祉施設等の被災に備え、町会・自治
会・防災市民組織、近隣事業所及びボランティア等による協力
体制づくりを推進する。 

※対策の詳細は、震災編に準拠する。 

第２部 第６章 避難者対策 第１節 避難体制の整備 
 ２－２ 要配慮者支援体制の整備 
  区は、障害者、一人暮らしの高齢者等の避難行動を支援する

ために、避難行動要支援者名簿や個別避難計画等を作成し、自
治町会、民生委員児童委員協議会、福祉団体等の連携による支
援体制を構築する。なお、「福祉避難所の確保・運営ガイドライ
ン」の令和３年の改定において、要配慮者の意向や地域の実情
を踏まえつつ、事前に日ごろから利用している施設への直接避
難を調整することが促進されていることから、福祉避難所とな
る施設の設備や運営体制等の実態調査を行うとともに、風水害
時における安否確認や移動支援等の直接避難の実現に必要な仕
組みの検討を進める。 

消防署は、風水害時における避難行動要支援者等の安全を確
保するため、地域が一体となった協力体制づくりを推進する。
区と連携して、避難行動要支援者等を近隣で助け合う地域協力
体制づくりを推進する。社会福祉施設等の被災に備え、町会・
自治会・防災市民組織、近隣事業所及びボランティア等による
協力体制づくりを推進する。 

※対策の詳細は、震災編に準拠する。 
 

 

117  414 第２部 第６章 避難者対策 第２節 避難の基本 
 １ 内水氾濫・強風 
●地域内避難 
台風等により内水氾濫が予想される場合は、自宅などの２階以
上に待機することを基本とする。 

 
（１） 区は、気象情報、降雨予測等をもとに、大雨が予想され
る場合は、注意喚起の呼びかけを行う。 

（２） 区は、地形などの状況から浸水や強風による被害が予想
される地域では、一時滞在施設※を開設する。 

※一時滞在施設は、東立石地区センター、東四つ木地区センター、
四つ木地区センター、堀切地区センター、南綾瀬地区センター、
青戸地区センター、新小岩地区センター、奥戸地区センター、
高砂地区センター、新宿地区センター、金町地区センター、東
金町地区センター、亀有学び交流館、亀有地区センター、新小
岩地域活動センター（にこわ新小岩）、柴又学び交流館、水元学
び交流館、文化会館、子ども未来プラザ鎌倉といった地域コミ
ュニティ施設等とする。 

 
 

第２部 第６章 避難者対策 第２節 避難の基本 
 １ 内水氾濫・強風 
●地域内避難 
台風等により内水氾濫が予想される場合は、自宅などの２階以
上に待機することを基本とする。 

 
（１） 区は、気象情報、降雨予測等をもとに、大雨が予想され
る場合は、注意喚起の呼びかけを行う。 

（２） 区は、地形などの状況から浸水や強風による被害が予想
される地域では、一時滞在施設※を開設する。 

※一時滞在施設は、立石地区センター、東立石地区センター、東
四つ木地区センター、四つ木地区センター、堀切地区センター、
南綾瀬地区センター、青戸地区センター、新小岩地区センター、
奥戸地区センター、高砂地区センター、新宿地区センター、金
町地区センター、東金町地区センター、亀有学び交流館、亀有
地区センター、新小岩地域活動センター（にこわ新小岩）、柴又
学び交流館、水元学び交流館、文化会館、子ども未来プラザ鎌
倉といった地域コミュニティ施設等とする。 
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118  417 第２部 第６章 避難者対策 第３節 避難の指示 
 １ 避難の指示等の伝達 
（中略） 

警察署及び消防署は、人命危険が著しく切迫し、区へ連絡す
るいとまのない場合、関係機関と連携し、避難の指示を実施す
る。避難の指示等を実施した場合は、速やかにその旨を区に通
報する。 

第２部 第６章 避難者対策 第３節 避難の指示 
 １ 避難の指示等の伝達 
（中略） 
警察署及び消防署は、人命危険が著しく切迫し、区へ連絡するい
とまのない場合、関係機関と連携し、避難の指示等を実施する。
避難の指示等を実施した場合は、速やかにその旨を区に通報す
る。 

 

119  418 第２部 第６章 避難者対策 第３節 避難の指示 
 １ 避難の指示等の伝達 
（中略） 

■避難の基準 
（中略） 

緊急安全確保 

※警戒レベル5 

氾濫開始相当水位に到達 

高潮氾濫発生情報 

 
 

第２部 第６章 避難者対策 第３節 避難の指示 
 １ 避難の指示等の伝達 
（中略） 

■避難の基準 
（中略） 

緊急安全確保 

※警戒レベル5 

氾濫開始相当水位に到達 

氾濫発生情報 

高潮氾濫発生情報 

  

 

120  431 第２部 第６章 避難者対策 第７節 河川別の避難計画 
 ３ 中川洪水ハザードマップ避難計画 

３－１ 想定される浸水被害の概要 
（中略） 
 

 

第２部 第６章 避難者対策 第７節 河川別の避難計画 
 ３ 中川洪水ハザードマップ避難計画 

３－１ 想定される浸水被害の概要 
（中略） 
なお、令和６年２月に都が公表した中川・綾瀬川圏域浸水想定

区域図については、江戸川河川事務所が公表しているものと河川
区域や降雨量、上流部の河川施設の整備状況等の想定が異なる。 
 

 

121  433 第２部 第６章 避難者対策 第７節 河川別の避難計画 
 ５ 河川ごとの避難情報の発令基準 
 ５－３ 中川 
   

西部地

域 

吉川水位観測所の水位が

氾濫危険水位（4.10m）

に到達するおそれがある

場合 

吉川水位観測所の水位が

氾濫危険水位（4.10m）

に到達した場合 

 
 

第２部 第６章 避難者対策 第７節 河川別の避難計画 
 ５ 河川ごとの避難情報の発令基準 
 ５－３ 中川 
   

西部地

域 

吉川水位観測所の水位が

氾濫危険水位（4.70m）

に到達するおそれがある

場合 

吉川水位観測所の水位が

氾濫危険水位（4.70m）

に到達した場合 

 

R7 に改定された
が、住民の避難に
直接関わる事項で
あるため、時点修
正の考えから除外
し、修正します。 

122  439 第２部 第９章 ライフライン施設等の応急・復旧対策 
第１節 ライフライン施設 １ 上水道 １－１ 応急対策 

（４）配水施設 
① 配水本管 

第２部 第９章 ライフライン施設等の応急・復旧対策 
第１節 ライフライン施設 １ 上水道 １－１ 応急対策 

（４）配水施設 
① 配水本管 
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配水本管の破損は、制水弁を操作して二次災害を防止し、系
統変更及び配水ポンプ運転の調整等により、断水が生じないよ
う応急措置を行う。 

 

配水本管の破損は、制水弁を操作して二次災害を防止し、系
統変更及び配水ポンプ運転の調整等により、極力断水が生じな
いよう応急措置を行う。 

 
123  441 第２部 第９章 ライフライン施設等の応急・復旧対策 

 第１節 ライフライン施設 
３ 電気 
東京電力パワーグリッド（株）は、災害により電気施設に被害が
あった場合は、二次災害の発生を防止し、速やかに応急処置を
講じ、施設の機能を維持する。 

３－１ 応急対策 
（１） 資材の調達・輸送 
① 資材の調達 
第一線機関等においては、予備品、貯蔵品等の在庫品を常に把握
し、調達を必要とする資材は、次のいずれかの方法により速やか
に確保する。 
・第一線機関等相互の流用 
・本社本部に対する応急資材の請求 
② 資機材の輸送 
非常災害対策用資機材の輸送は、あらかじめ調達契約をしている
輸送会社の車両、船艇等により行う。 
輸送力が不足する場合には、他の輸送会社から車両、船艇等の調
達を対策本部において適宜行い、輸送力の確保を図る。 
（２） 災害時における危険予防措置 
水害及び火災の拡大等に伴い円滑な防災活動のため、警察、消防
機関等から送電停止の要請があった場合には、送電停止等の適切
な危険予防措置を講ずる。 
（３） 災害時における応援の組織・運営 
本社本部及び店所本部は、被害が多大な被災地の店所本部及び第
一線機関支部のみの災害活動では早期復旧が困難であると判断し
た場合には、他店所本部、支部及び請負会社に復旧応援隊の編成
を要請し、被害、復旧状況を勘案した上、必要な応援隊を出動さ
せる。 
（４） 応急工事 
応急工事の実施に当たっては、原則的に人命に関わる箇所、復旧
対策の中枢となる官公庁（署）、民心の安定に寄与する報道機関、
避難所等を優先することを原則とするが、各設備の復旧は、災害
状況、各施設の被害復旧の難易等を勘案して、供給上、復旧効果
の最も大きいものからあらかじめ定めた手順により行う。 
（５） 災害時における電力の融通 

第２部 第９章 ライフライン施設等の応急・復旧対策 
 第１節 ライフライン施設 
３ 電力設備 
第２編 震災編 第１部 災害予防・応急・復旧計画 第３章 安

全な交通ネットワーク及びライフライン等の確保 第３節 応急
対策 ５ ライフライン施設 ５－４ 電力設備及び第２編 震災
編 第１部 災害予防・応急・復旧計画 第３章 安全な交通ネッ
トワーク及びライフライン等の確保 第４節 復旧対策 ４ ライ
フライン施設 ４－３ 電力設備に準ずる。 

[東電 PG] 
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各電力会社と締結した「全国融通電力受給契約」および隣接する
各電力会社と締結した「二社融通電力受給契約」および広域機関
の指示に基づき電力の緊急融通を行う。 
（６） その他 
災害が極めて大きく、工事力に余力のない場合、又は工事力を動
員してもなお応援隊を必要と判断される場合には、本社対策本部
は自衛隊の派遣を要請する。なお、この場合の要請は都本部を経
由して行う。 
その他の活動は、震災編第１部第３章「安全な交通ネットワーク
及びライフライン等の確保」に準拠する。 
 
３－２ 復旧対策 
災害復旧を原則とするが、災害の規模、設備の重要度、被害の状
況等によりやむを得ないものについては、仮復旧工事を施す。各
設備の復旧は、災害状況、被害状況、被害復旧の難易度を勘案し
て、電力供給上復旧効果の大きいものから、あらかじめ定めた復
旧順位により実施する。 
停電による社会不安の除去のため、電力施設被害状況及び復旧状
況について広報する。 
また、感電事故および電気火災等の防止に関する広報を行う。 
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４．葛飾区地域防災計画（令和６年修正）【第４編 その他災害編】 新旧対照表 

番号 頁 旧 新 備考 
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５．葛飾区地域防災計画（令和６年修正）【資料編 震災編】 新旧対照表 

番

号 

頁 旧 新 備考 

124 3 ３ 整備地域 
（図） 
 
 

３ 整備地域 
（図） 
※地域の指定については、防災都市づくり推進計画の基本方針に 
準じる。 
 

 

125 4 ４ 重点整備地域 
（図） 
 
 

４ 重点整備地域 
（図） 
※地域の指定については、防災都市づくり推進計画の基本方針に 
準じる。 
 

 

126 5 ５ 整備地域図 
（図） 
 
 

５ 整備地域図 
（図） 
※地域の指定については、防災都市づくり推進計画の基本方針に 
準じる。 
 

 

127 6 ６ 葛飾区防災活動拠点一覧 

No 
整備年度 名  称 

面積

（㎡） 
所在地 

6 平成11 四つ木四丁目公園 2,594 四つ木4-24-11 

 
 

６ 葛飾区防災活動拠点一覧 

No 
整備年度 名  称 

面積

（㎡） 
所在地 

6 平成11 四つ木四丁目公園 2,594 四つ木4-24-11 

 
 

 

128 7 ７ 葛飾区防災活動拠点図 
 
 

７ 葛飾区防災活動拠点図 
（図中の「四ツ木四丁目公園」を削除） 

 

129 11 １０ 震災時用仮設マンホールトイレ設置可能人孔一覧表 
（中略） 

No 

避 難 箇 所 

住宅

図番

号 

管理

図番

号 

選定マン

ホール 
下流

管径 

内径 

ｍｍ 

水

量 

耐

震

化 

完

了 

年

度 

施設

名 

住 

所 

電話 

番号 
番号 数 

水

深 

18 末広 金 3627- P39- 0829 3B- 3 350･ 3cm H18 

１０ 震災時用仮設マンホールトイレ設置可能人孔一覧表 
（中略） 

No 

避 難 箇 所 

住宅

図番

号 

管理

図番

号 

選定マン

ホール 
下流

管径 

内径 

ｍｍ 

水

量 

耐

震

化 

完

了 

年

度 

施設

名 

住 

所 

電話 

番号 
番号 数 

水

深 

18 末広 金 3627- P39- 0829 3B- 3 350･ 3cm H18 
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番

号 

頁 旧 新 備考 

敬老

舘・

児童

館 

町 

5-

4-1 

0027 D-4 19, 

27, 

28 

600 

68 

渋江

敬老

館 

渋江

小学

校 

東

四

つ

木

2-

15-

11 

2-

13-

1 

3696-

3763 

3694-

1364 

P102-

F-3 

1327/ 

1427 

4A-

20/ 

1A-

23 

2A-

6,17 

4 

400･

500･

600 

2～ 

4cm 
H21 

 
 
 

憩い

交流

舘・

児童

館 

町 

5-

4-1 

0027 D-4 19, 

27, 

28 

600 

68 

渋江

敬老

館 

渋江

小学

校 

東

四

つ

木

2-

15-

11 

2-

13-

1 

3696-

3763 

3694-

1364 

P102-

F-3 

1327/ 

1427 

4A-

20/ 

1A-

23 

2A-

6,17 

4 

400･

500･

600 

2～ 

4cm 
H21 

141 

新小

岩地

域活

動セ

ンタ

ー（

にこ

わ新

小岩

） 

西

新

小

岩

4-

33-

2 

3696-

0080 
   7    

 
 
 

130 20 １３ 危険物製造所等一覧 
（令和５年 12 月 31 日現在） 

種 別 数 種 別 数 

貯 

蔵 

屋 外 貯 蔵 所 1 取 

扱 

給
油
取

営 業 用 24 

屋 内 貯 蔵 所 52 自自 動 車 23 

１３ 危険物製造所等一覧 
（令和６年 12 月 31 日現在） 

種 別 数 種 別 数 

貯 

蔵 

屋 外 貯 蔵 所 1 取 

扱 

給
油
取

営 業 用 14 

屋 内 貯 蔵 所 41 自自 動 車 12 
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番

号 

頁 旧 新 備考 

 
 

屋外タンク貯蔵所 ０ 鉄 道 ０ 

屋内タンク貯蔵所 15 
船 舶 ・  

飛 行 機 
０ 

地下タンク貯蔵所 46 第一種販売取扱所 ６ 

移動タンク貯蔵所 57 第二種販売取扱所 ２ 

簡易タンク貯蔵所 ０ 一 般 取 扱 所 45 

製 造 所 1 製 造 所 等 含 む 272 

 
 

屋外タンク貯蔵所 ０ 鉄 道 ０ 

屋内タンク貯蔵所 12 
船 舶 ・  

飛 行 機 
０ 

地下タンク貯蔵所 33 第一種販売取扱所 ６ 

移動タンク貯蔵所 46 第二種販売取扱所 ２ 

簡易タンク貯蔵所 ０ 一 般 取 扱 所 31 

製 造 所 ０ 製 造 所 等 含 む 198 

131 20 １６ 毒物劇物製造・販売・輸入業者数及び業務上取扱者数一覧 
（平成 26 年 4月 1 日現在） 

製造業 輸入業 販売業 特定毒物 メッキ業 運送業 非届出 総 計 

9 1 135 0 47 1 152 345 
 

１６ 毒物劇物製造・販売・輸入業者数及び業務上取扱者数一覧 
（令和６年 12 月 31 日現在） 

製造業 輸入業 販売業 特定毒物 メッキ業 運送業 非届出 総 計 

9 0 110 0 37 1 152 309 
 

 

132 21 １７ 区防災行政無線固定系屋外子局一覧 
（中略） 
No 設置場所名称 所在地 

79 白鳥職員寮 白鳥3-32-6 
 

１７ 区防災行政無線固定系屋外子局一覧 
（中略） 
No 設置場所名称 所在地 

79 白鳥北公園 白鳥3-32-5 
 

 

133 26 １８ ＩＰ無線機設置先 
（中略） 

交通機関（12台） 
10 京成タウンバス 
11 創部バスセントラル 

 
 
（中略） 
  

ﾗｲﾌﾗｲﾝ（４台） 
１ 東京電力葛飾制御所 

 
 

１８ ＩＰ無線機設置先 
（中略） 

交通機関（12台） 

10 
京成タウンバス 
※令和７年４月より、京成バス東京（株）に社名変更予定 

11 東武バスセントラル 
 
（中略） 
  

ﾗｲﾌﾗｲﾝ（４台） 
１ 東京電力パワーグリッド（株）上野支社 
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134 27 １９ 区立小中学校等プール・受水槽一覧 
 
（中略） 
25 宝木塚 〃 22.5 6.0 28.5 

 
38 中青戸 〃 0.0 0.0 0.0 

 
14 小 松 〃    12×25×1.3 390 

 
 

１９ 区立小中学校等プール・受水槽一覧 
 
（中略） 
25 宝木塚 〃    

 
38 中青戸 〃    

 
14 小 松 〃      

※改築校の新校舎には、貯水機能付給水管を整備している。 
 
 

 

135 29 ２０ 災害対策用備蓄品一覧 

第１ 区 

品   名 備蓄総数  品   名 備蓄総数 

ビ ス ケ ッ ト 283,560(※)食  タ オ ル 53,400枚 

ア ル フ ァ 化 米 186,470(※)食  安全キャンドル 2,556個 

ブ ル ー シ ー ト 5,770枚  医 薬 品 77組 

カセットコンロ 150台  救 急 担 架 161本 

哺 乳 び ん 3,020本  テ ン ト 78張 

保 存 水 112,068ℓ(※)  防 水 シ ー ト 851枚 

0.5t給水タンク 116基  発 電 機 160台 

20ℓポリタンク 405個  投 光 器 191台 

ポ リ バ ケ ツ 329個  コードリール 107台 

紙 コ ッ プ 66,000個  災害救助用ボー

ト 

77艘 

毛 布 64,513枚  救 命 胴 衣 449着 

カ ー ペ ッ ト 17,780枚  調 製 粉 乳 2,304缶 

断 熱 マ ッ ト 38,000枚  折り畳み給水タ 1,283個 

２０ 災害対策用備蓄品一覧 

第１ 区 

品   名 備蓄総数  品   名 備蓄総数 

ビ ス ケ ッ ト 283,560(※)食  タ オ ル 53,400枚 

ア ル フ ァ 化 米 186,470(※)食  安全キャンドル 2,556個 

ブ ル ー シ ー ト 5,770枚  医 薬 品 77組 

カセットコンロ 150台  救 急 担 架 161本 

哺 乳 び ん 3,020本  テ ン ト 78張 

保 存 水 112,068ℓ(※)  防 水 シ ー ト 851枚 

0.5t給水タンク 116基  発 電 機 160台 

20ℓポリタンク 405個  投 光 器 191台 

ポ リ バ ケ ツ 329個  コードリール 107台 

紙 コ ッ プ 66,000個  災害救助用ボー

ト 

77艘 

毛 布 52,720枚  救 命 胴 衣 449着 

カ ー ペ ッ ト 11,552枚  調 製 粉 乳 2,304缶 

断 熱 マ ッ ト 37,891枚  折り畳み給水タ 1,283個 
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ン ク 

簡 易 ト イ レ 54,768個  燃料（ｶﾞｿﾘﾝ）、

軽 油 

各200ℓ 

組 立 ト イ レ 248基  アルミブランケ

ッ ト 

6,290枚 

トイレットペー

パ ー 

52,388個  スタンドパイプ 85基 

ビ ニ ー ル 袋 1,082,213枚  スコップ（角・

丸 ） 

324本 

紙 お む つ 23,868枚  携 行 缶 99缶 

生 理 用 品 223,200包 下水道直結型 

マンホールトイ

レ 

283基 

 

第２ 都 

品  名 備蓄場所 備蓄数量 

ビスケット 
新宿災害備蓄倉庫 10,500食 

観光文化センター災害備蓄倉庫 10,500食 

ショートブレッド 観光文化センター災害備蓄倉庫 2,700食 

アルファ化米 

東四つ木災害備蓄倉庫(五目) 10，000食 

東四つ木災害備蓄倉庫(わかめ) 3,000食 

東四つ木災害備蓄倉庫(白粥) 2,000食 

新宿災害備蓄倉庫(白米) 3,000食 

ン ク 

簡 易 ト イ レ 7,722個  燃料（ｶﾞｿﾘﾝ）、

軽 油 

各200ℓ 

携 帯 ト イ レ 148,550個  アルミブランケ

ッ ト 

6,290枚 

仮設トイレ（組

立 式 ） 

248基  スタンドパイプ 85基 

トイレットペー

パ ー 

52,388個  スコップ（角・

丸 ） 

324本 

ビ ニ ー ル 袋 1,082,213枚  携 行 缶 99缶 

紙 お む つ 23,868枚  マ ン ホ ー ル 

トイレセット 
495基 

生 理 用 品 223,200包   

 

第２ 都 

品  名 備蓄場所 備蓄数量 

ビスケット 
新宿災害備蓄倉庫 10,500食 

観光文化センター災害備蓄倉庫 10,500食 

ショートブレッド 観光文化センター災害備蓄倉庫 2,700食 

アルファ化米 

東四つ木災害備蓄倉庫(五目) 10，000食 

東四つ木災害備蓄倉庫(わかめ) 3,000食 

東四つ木災害備蓄倉庫(白粥) 2,000食 

新宿災害備蓄倉庫(白米) 3,000食 
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毛布 

水元災害備蓄倉庫 500枚 

観光文化センター災害備蓄倉庫 1,000枚 

奥戸第二災害備蓄倉庫 3,300枚 

カーペット 

観光文化センター災害備蓄倉庫 3,105枚 

奥戸第三災害備蓄倉庫 5,560枚 

水元災害備蓄倉庫 500枚 

 
 

毛布 

水元災害備蓄倉庫 500枚 

観光文化センター災害備蓄倉庫 1,540枚 

奥戸第二災害備蓄倉庫 3,000枚 

カーペット 

観光文化センター災害備蓄倉庫 3,105枚 

奥戸第三災害備蓄倉庫 5,560枚 

水元災害備蓄倉庫 500枚 
 

136 31 ２１ 葛飾区備蓄倉庫一覧 
 

66 〃 〃 32 東新小岩 7-18-1 二上小学校 H7  

 

83 〃 〃 24 宝町 2-29-23 宝木塚小学校 H16  

 

86 〃 〃 20 東四つ木 1-10-1 木根川小学校 S49  

 
 

118 〃 校舎一部 32 
新小岩 3-

25-1 

旧松南小学校
（東京 

シューレ葛飾
中学校） 

H7 

 

119 〃 校舎一部 32 〃 〃   
 

２１ 葛飾区備蓄倉庫一覧 
 

66 〃 〃 32 東新小岩 7-18-1 二上小学校 H7 改築中 

 

83 〃 〃 24 宝町 2-29-23 宝木塚小学校 H16 改築中 

 
削除 
 
 

118 〃 
校舎一
部 

32 
新小岩
3-25-1 

旧松南小学校
（東京 

シューレ葛飾
中学校） 

H7 

 

119
清掃事

務所 

施設一
部 

442.17 
高砂 1-
1-1 

清掃事務所 R6 
 

 

 

137 37 ２２ 一時集合場所一覧 
 
 
 
（中略） 

（東四つ木地区） 

No 名  称 所 在 地 利用自治町会名 避難場所 

1 木根川小学校 東 四 つ 木 木根川町会 新四ツ木橋

２２ 一時集合場所一覧 
※避難場所は、「震災時火災における避難場所等の指定（第９回見直
し）」に基づくもの 
 
（中略） 

（東四つ木地区） 

No 名  称 所 在 地 利用自治町会名 避難場所 

1 中川中学校 東 四 つ 木 木根川町会 新四ツ木橋
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1-10-1 地区東岸 

 
 
（中略） 

避難場所 
私学事業団総合運動場 

 
 
 

1-3-1 地区東岸 

 
（中略） 

避難場所 
東新小岩運動場（旧私学事業団総合

運動場） 
 

138 41 ２３ 避難場所（指定緊急避難場所）一覧 
（中略） 

避難場所名 
私学事業団総合運動場 

 
 

２３ 避難場所（指定緊急避難場所）一覧 
「震災時火災における避難場所等の指定（第９回見直し）」 
（中略） 

避難場所 
東新小岩運動場（旧私学事業団総合

運動場） 
 

 

139 44 ２５ 避難所一覧 
 

5 

木 下

川 小

学校 

3 2 

東 四 つ

木 一 丁

目 10-1 

(3692) 

8261 
1255 306  木下川町会 8 

 
 

22 

宝木

塚 

小学

校 

3 1 

宝 町 二

丁目 

29-23 

(3693) 

4788 
896 178  宝町町会 0 

 

60 

水元

小 

学校 

3 1 

水 元 四

丁目 

21-1 

(3607) 

0201 
1751 506  

水元下手町

会、水元小合

上町町会 

0 

 

２５ 避難所一覧 
 
 
削除 
 
 
 

22 

宝木

塚 

小学

校 

※仮

設校

舎運

用中 

3 1 

宝 町 二

丁目 

29-23 

(3693) 

4788 
896 178  宝町町会 0 

 

60 

水元

小 

学校 

※仮

設校

舎運

用中 

3 1 

水 元 四

丁目 

21-1 

(3607) 

0201 
1751 506  

水元下手町

会、水元小合

上町町会 

0 
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62 

道上 

小学

校 

3 3 

亀 有 四

丁目 

35-1 

(3601) 

8833 
1513 478  

亀有四丁目

町会、亀有西

三自治会、亀

四あけぼの

自治会、砂原

町会、亀有中

央町会、東五

会、リリオ自

治会、亀有三

和町会 

0 

 
合計 112,687 29,918  469 

 

※１収容面積（使用禁止区域を除く）÷1.65 ㎡/人で算出 

※２被災者の権利と被災者支援の最低基準を定めた国際基準であるスフィ

ア基準での収容人員 

収容面積（使用禁止区域、廊下・階段を除く）÷3.5 ㎡/人で算出 

※高砂小学校・高砂中学校は、外構整備工事中 

※水元小学校は、新校舎を建設中で、既存体育館と仮設校舎で運営中 

※道上小学校は、新校舎を建設中で、既存校舎一部と仮設校舎で運営中 

※二上小学校は、プール解体中 

※宝木塚小学校は、仮設校舎建設中 

 

 
 

62 

道上 

小学

校 

※仮

設校

舎運

用中 

3 3 

亀 有 四

丁目 

35-1 

(3601) 

8833 
1513 478  

亀有四丁目

町会、亀有西

三自治会、亀

四あけぼの

自治会、砂原

町会、亀有中

央町会、東五

会、リリオ自

治会、亀有三

和町会 

0 

 
合計 111,432 29,612  461 

 

※１収容面積（使用禁止区域を除く）÷1.65 ㎡/人で算出 

※２被災者の権利と被災者支援の最低基準を定めた国際基準であるスフィ

ア基準での収容人員 

収容面積（使用禁止区域、廊下・階段を除く）÷3.5 ㎡/人で算出 

※高砂小学校・高砂中学校は、外構整備工事中 

※水元小学校は、新校舎を建設中で、既存体育館と仮設校舎で運営中 

※道上小学校は、新校舎を建設中で、既存校舎一部と仮設校舎で運営中 

※二上小学校は、新校舎を建設中で、既存校舎一部と仮設校舎で運営中 

※宝木塚小学校は、既存校舎を解体中で、仮設校舎と既存体育館で運営中 

※常盤中学校は、既存体育館を解体中で、既存校舎で運営中 

※木下川小学校は解体に伴い、令和７年３月末で第一順位避難所の指定を解

除 

 
140 50 ２５ 避難所一覧 ２５ 避難所一覧  



※頁番号は「葛飾区地域防災計画（令和５年修正）」を踏まえ記載しています。 

63 

番

号 

頁 旧 新 備考 

第２順位 憩い交流館、高齢者施設及び障害者施設等（福祉避難
所）・・・76 か所 

第２順位 憩い交流館、高齢者施設、及び障害者施設、障害者施設、
子ども未来プラザ及び基幹児童館等（福祉避難所）・・・81 か所 
 
（中略） 

74 公 
子ども未来プラザ
鎌倉 

鎌倉一丁目 7-3 (3658)1800 

75 公 
子ども未来プラザ
西新小岩 

西新小岩四丁目
33-2 

(5698)1700 

76 公 
子ども未来プラザ
東四つ木 

東四つ木一丁目
20-4 

(5698)1702 

77 公 新水元児童館 
東水元三丁目5-
7 

(5699)1260 

78 公 南新宿児童館 新宿一丁目23-4 (5699)1333 

79 公 白鳥児童館 
西亀有一丁目
18-6(仮施設) 

(3602)3452 

80 公 小菅児童館 
小菅二丁目 19-
1(仮施設) 

(3604)2645 

81 私 
ケアハウス葛飾敬
寿園 

新宿三丁目19－
19 

（ 3600 ）
1551 

82 私 アレーズ秋桜 水元 2-20-10 (5876)3315 

 
 

141 54 ２７ 市民消火隊の結成状況 

（中略） 

No 市民消火隊名 自治町会名                  

10 四つ木一丁目中町会 〃
四つ木一丁目 

中 町 会 

30 協 栄 自 治 会 〃協栄 自治会 

 
 
 

２７ 市民消火隊の結成状況 

（中略） 

No 市民消火隊名 自治町会名                  

10 
四つ木一丁目中町会 

（ 休 止 ） 
〃

四つ木一丁目 

中 町 会 

30 
協 栄 自 治 会 

（ 休 止 ） 
〃協栄 自治会 

※市民消火隊は、指定避難道路の安全確保対策の一環として、沿道の
自治町会に対し、地域内の指定避難道路の自主的・積極的な消火活動
を期待して、昭和 48 年から昭和 50 年にかけて東京消防庁の指導に
より葛飾区内に組織されたもの 

 



※頁番号は「葛飾区地域防災計画（令和５年修正）」を踏まえ記載しています。 

64 

番

号 

頁 旧 新 備考 

142   
 

ページ番号のズレ反映 
 

 

143 57 ２８ 地区防災計画策定地区及び地域別防災会議の実施状況 
 
 
 
 
 
 

２８ 地区防災計画策定地区及び地域別防災会議の実施状況 
（中略） 

令和６

年度 
堀切地区 堀切自治町会連合会 地震 

堀切地区住民に対する災

害情報の周知支援等 

 
 

 

144 59 ３０ 協定先一覧 
 

1 
災害時の医療救護活
動についての協定 

（一社）葛飾区
医師会 

昭和52年
2月 1日 

医療救護班
の派遣 

 
 
 
 
 
（中略） 

150 
災害時における相互
連携に関する基本協
定 

東京電力パワ
ーグリッド上
野支社 

令和 2 年
9月 23 日 

災害時にお
ける相互連
携 

 
（中略） 
 
 
 

３０ 協定先一覧 
 

1 

災害時の医療救護活
動についての協定 

（一社）葛飾区
医師会 

昭和 52 年 2
月 1 日【失
効】 
令和 6 年 6
月 3 日【再
締結】 

医療救護
班の派遣 

 
（中略） 

150 
災害時における相互
連携に関する基本協
定 

東京電力パワ
ー グ リ ッ ド
（株）上野支社 

令和 2 年
9月 23 日 

災害時にお
ける相互連
携 

 
（中略） 

181 
災害時における被災
住民の受入れ等に関
する相互応援協定 

(社福)敬寿会 
令和 5 年
3月 31 日 

高齢者・障
害者等の受
入れ 

182 
災害時における井戸
水の提供に関する協
定 

学校法人広和

学園幼保連携

型認定こども

園葛飾みどり 

令和 6 年
7月 23 日 

井戸水の提
供 

183 
災害時における医療
救護活動についての
協定 

特定非営利活

動法人 

日本医療救援
機構 

令和 6 年
6月 3日 

医療救護チ
ームの派遣
及び医療機
器の貸与 

 

[東電 PG] 

145 76 ３２ ヘリコプター施設の現況 
 
 

３２ ヘリコプター施設の現況 
 

86 葛飾区立奥戸小学校 奥戸小 葛飾区 奥戸 8-20-17 区市町村 R6 
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87 葛飾区立上平井小学校 上平井小 葛飾区 西小岩 4-22-1 区市町村 R6 

88 葛飾区立亀青小学校 亀青小 葛飾区 青戸 8-17-1 区市町村 R6 

89 葛飾区立幸田小学校 幸田小 葛飾区 西水元 3-24-12 区市町村 R6 

90 葛飾区立新宿中学校 新宿中 葛飾区 新宿 3-20-10 区市町村 R6 

91 葛飾区立葛美中学校 葛美中 葛飾区 水元 2-17-1 区市町村 R6 
 

146 85 ３７ 緊急道路障害物除去路線図 
 
 

３７ 緊急道路障害物除去路線図 
（図の差替え） 

 

147 99 ４３ 区内文化財の現況（令和６年１月末現在） 
国指定文化財 

区 分 名 称 所在地 

重要文化財（美術工芸品） 木造不動明王立像 １軀 亀有 

重要無形文化財（工芸技
術） 

江戸小紋 
西新小岩 

重要文化的景観（文化的
景観） 

葛飾柴又の文化的景観 
柴又 

登録有形文化財（建造物） 會田家住宅旧蔵 １棟 鎌倉 

選定保存技術 三味線製作技術 東四つ木 

 
 

都指定文化財 

区 分 名 称 所在地 

有形文化財（建造物） 宝篋印塔（３基） 東堀切 

有形文化財（考古資料） 柴又八幡神社古墳出土埴輪 白鳥 他 

無形文化財（工芸技術） 日本刀製作技術 高砂 

無形文化財（工芸技術） 日本刀製作技術 西水元 

無形民俗文化財（民俗芸

能） 
葛西囃子 

東金町 

４３ 区内文化財の現況（令和６年１月末現在） 
国指定文化財 

区 分 名 称 所在地 

重要文化財（美術工芸品） 木造不動明王立像 １軀 亀有 

重要文化財（建造物） 旧小菅刑務所庁舎 １棟 小菅 

重要無形文化財（工芸技
術） 

江戸小紋 
西新小岩 

重要文化的景観（文化的
景観） 

葛飾柴又の文化的景観 
柴又 

登録有形文化財（建造物） 會田家住宅旧蔵 一棟 鎌倉 

選定保存技術 三味線製作修理 東四つ木 

 

都指定文化財 

区 分 名 称 所在地 

有形文化財（建造物） 普賢寺宝篋印塔 三基 東堀切 

有形文化財（考古資料） 柴又八幡神社古墳出土埴輪 白鳥 他 

無形文化財（工芸技術） 日本刀製作技術 高砂 

無形文化財（工芸技術） 日本刀製作技術 西水元 

無形民俗文化財（民俗芸

能） 
葛西囃子 

東金町 
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（中略） 
 

区指定文化財 

（有形文化財） 

名称 所在地 名称 所在

地 

絹本着色東照大権現

（徳川家康）像１幅 

東四つ

木 

徳川家康書状 １通 東 四

つ木 

板絵着色赤穂浪士討入

の図 １面 

東金町 徳川家光・三世御ちキリ １

通 

東 四

つ木 

木造聖徳太子立像 １

躯 

四つ木 文書収納箱 白鳥 

（中略） 
 
 
 
 
 

紙本墨書胎蔵界私・金

剛界私糸玉抄 ２冊 

水元 柴又勧農事績碑 １基 柴又 

金町・松戸関所文書 

２冊 附 関所印 他 

白鳥他 加藤ひな子の碑 １基 附

他２基 

東 四

つ木 

 
 
 
 
 
 
 

（有形民俗文化財） 

（中略） 
 

区指定文化財 

（有形文化財） 

名称 所在地 名称 所在

地 

絹本着色東照大権現

(徳川家康)像1幅 附木

造黒漆塗内箱及び外箱

2口 

東四つ

木 

徳川家康書状 １通 東 四

つ木 

板絵着色赤穂浪士討入

の図 １面 

東金町 徳川家光・三世御ちキリ １

通 

東 四

つ木 

木造聖徳太子立像 1躯 

附木造仏形立像 1躯 

四つ木 文書収納箱 白鳥 

（中略） 

紙本墨書胎蔵界私糸玉

抄・紙本金剛界私糸玉

抄 ２冊 

水元 柴又勧農事績碑 １基 柴又 

金町・松戸関所文書 

２冊 附 関所印 印

箱 御用印 硯箱 船橋

用 虎綱残欠 

白鳥他 加藤ひな子の碑 １基 附

山田顕義風折烏帽子の碑 1

基 空斎山田伯造墨碑建設者

名簿の碑 1基 

東 四

つ木 

 
 

（有形民俗文化財） 

名称 所在地 名称 所在地 
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頁 旧 新 備考 

名称 所在地 名称 所在地 

二十一仏庚申塔 １

基 

青戸 板絵着色裸参り絵馬額 １

面 

青戸 

寛正六年月待供養画

像板碑 １基 

東 新 小

岩 

板絵着色裸参り絵馬額 １

面 

奥戸 

半田稲荷神社板絵類 

附１２面 他２面 

東金町 柴又題経寺帝釈天出現由来

碑 １基 

柴又 

 
 

区登録文化財 

（有形文化財） 

名称 所在地 名称 所在地 

龍こて絵 白鳥 石造鳥居 東金町 

武蔵国葛飾郡木下川

村検地水帳 

白鳥 孝子褒賞状 附他関係資料

一括 

 

清水巡査部長墓 附 

故清水巡査部長の碑 

新宿 四季農耕図 白鳥 

東葛西夕顔観音縁起 白鳥 金銅華鬘 ２面 奥戸 

上野・下野・武蔵・下

総・常陸水利一覧図 

白鳥 木彫地蔵菩薩像 奥戸 

平野家文書（一括） 白鳥 弘法大師画像 附 厨子 東金町 

旧小菅御殿石燈籠 小菅 涅槃図 新宿 

東條一堂の墓 附 

他２基 

堀切 小高園（菖蒲園）関係資料一

括 

堀切 

柴又用水の碑 柴又 吉野園（菖蒲園）関係資料一 四つ木 

二十一仏庚申塔 １

基 

青戸 板絵着色裸参り絵馬額 １

面 

青戸 

寛正六年月待供養画

像板碑 １基 

東 新 小

岩 

板絵着色裸参り絵馬額 １

面 

奥戸 

半田稲荷神社板絵類 

１２面 附小絵馬浮

彫狐額 発句額錦絵願

人坊主額 

東金町 柴又題経寺帝釈天出現由来

碑 １基 

柴又 

 

区登録文化財 

（有形文化財） 

名称 所在地 名称 所在地 

龍こて絵 白鳥 石造鳥居 東金町 

武蔵国葛飾郡木下川

村検地水帳 

白鳥 孝子褒賞状 附他関係資料

一括 

 

清水巡査部長墓 附 

故清水巡査部長の碑 

新宿 四季農耕図 白鳥 

東葛西夕顔観音縁起 白鳥 金銅華鬘 二面 奥戸 

上野・下野・武蔵・下

総・常陸水利一覧図 

白鳥 木彫地蔵菩薩像 奥戸 

平野家文書（一括） 白鳥 弘法大師画像 附厨子 東金町 

旧小菅御殿石燈籠 小菅 涅槃図 新宿 

東條一堂の墓 附 

東條一堂先生百年祭

記念碑 一堂先生遺

著刊行の碑 

堀切 小高園（菖蒲園）関係資料一

括 

堀切 
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番

号 

頁 旧 新 備考 

括 

細谷家文書 白鳥 堀切園（菖蒲園）関係資料一

括 

堀切 

葛西神社文書 東金町 菖香園（菖蒲園）関係資料一

括 

白鳥 

坂本家文書 白鳥 武蔵国葛飾郡上千葉村検地

水帳 

白鳥 

関口家文書 奥戸 元禄拾年丑十二月亥御検地

御水帳之写 

青戸 

新宿町遺跡出土遺物 白鳥 薙刀（拵共） １口 四つ木 

小高園絵画資料 堀切 三間社流造石祠 ２棟 附 

建立記碑 １基 

西水元 

 
 
（中略） 
 

嘉永七年褒賞青ざし一

貫文 附 古文書２点 

 大相撲板番付 白鳥 

市原学校教科書認可

通知書 

西水元 欄間彫刻 亀有 

湯殿山供養碑 堀切 横幕 東四つ

木 

解念仏供養碑 ２基 新宿 絹本著色大般若十六善神図 四つ木 

南蔵院裏古墳出土遺

物一括 

立石 夕顔観音堂及び門棟札 白鳥 

柴又用水の碑 柴又 吉野園（菖蒲園）関係資料一

括 

四つ木 

細谷家文書 白鳥 堀切園（菖蒲園）関係資料一

括 

堀切 

葛西神社文書 東金町 菖香園（菖蒲園）関係資料一

括 

白鳥 

坂本家文書 白鳥 武蔵国葛飾郡上千葉村検地

水帳 

白鳥 

関口家文書 奥戸 元禄拾年丑十二月亥御検地

御水帳之写 

青戸 

新宿町遺跡出土遺物 白鳥 薙刀（拵共）１口 四つ木 

小高園絵画資料 堀切 三間社流造石祠 2 棟 附 

建立記碑 1基 

西水元 

 
（中略） 
 

嘉永七年褒賞青ざし一

貫文 附古文書 2点 

 大相撲板番付 白鳥 

市原学校教科書認可

通知書 

西水元 欄間彫刻 亀有 

湯殿山供養碑 堀切 横幕 東四つ

木 

解念仏供養碑 二基 新宿 絹本著色大般若十六善神図 四つ木 

南蔵院裏古墳出土遺

物一括 

立石 夕顔観音堂及び門棟札 白鳥 
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番

号 

頁 旧 新 備考 

題経寺諸堂内及び二

天門建築装飾彫刻一

括 

柴又 力士若柳図 １幅 白鳥 

地籍図類一括 白鳥 他 上小松遺跡出土緑釉陶器一

括 

鎌倉 

宝篋印塔 東水元 今戸焼関連資料一括 白鳥 

千葉村育英会関連資

料一括 

西亀有 山本亭 附 庭園 柴又 

舞鳳狻猊背文八稜鏡 東金町 観花園（菖蒲園）関連資料 白鳥 

海獣葡萄鏡 東金町 東京都第五建設事務所古井

戸 

東新小

岩 

菊花散双鳥鏡 東金町 櫃（非常持ち出し用） 東四つ

木 

亀形瓦 一対 亀有   

 
（有形民俗文化財） 

女人橋関係石材

一括 

堀切 板絵着色産育祈願小絵

馬一括附他１冊 

白鳥 

 

題経寺諸堂内及び二

天門建築装飾彫刻一

括 

柴又 力士若柳図 1幅 白鳥 

地籍図類一括 白鳥 他 上小松遺跡出土緑釉陶器一

括 

鎌倉 

宝篋印塔 東水元 今戸焼関連資料一括 白鳥 

千葉村育英会関連資

料一括 

西亀有 山本亭 附庭園 柴又 

舞鳳狻猊背文八稜鏡 東金町 観花園（菖蒲園）関連資料 白鳥 

海獣葡萄鏡 東金町 東京都第五建設事務所古井

戸 

東新小

岩 

菊花散双鳥鏡 東金町 櫃（非常持ち出し用） 東四つ

木 

亀形瓦 一対 亀有   

 
（有形民俗文化財） 

女人橋関係石材

一括 

堀切 板絵着色産育祈願小絵

馬一括附他１冊 

白鳥 
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番号 頁 旧 新 備考 

148  103 ４４ 排水場一覧 
平成 26 年 4 月現在 

種別 
施設

数 

原動機内訳（台） 排水能

力

（m３/分）

停電時能力 

（m３/分） 
電動

機 
ディーゼル機関 計 

排水

場 
3 7 0 7 52.8 

31.8   

60.2% 

 
(中略) 

No 排水場名 所在地 

(中略) 

電話番号 

1 第三新宿 
新宿 1-1-

13 
3607-5439 

2 古谷 
金町 4-

25-14 
 

3 四ツ木橋 
四つ木 1-

7-9 
3697-1635 

 計   
 

４４ 排水場一覧 
令和 6年 12 月現在 

種別 
施設

数 

原動機内訳（台） 排水能

力

（m３/分）

停電時能力 

（m３/分） 
電動

機 
ディーゼル機関計 

排水

場 
3 7 0 7 52.8 

34.8   

65.9% 

 
(中略) 

No 排水場名 所在地 

(中略) 

電話番号 

1 第三新宿 
新宿 1-1-

13 

3607-

5439 

2 古谷 
金町 4-

25-14 
 

3 四ツ木橋 
四つ木 1-

7-9 

3697-

1635 

 計   
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149  104 ４５ 要配慮者関連施設 
（中略） 
 

特別養護老
人ホーム 

18 
東四つ木ほ
ほえみの里 

東四つ木 2-
27-1 

5698-2341 

 
 
特定施設入
居者生活介
護 

42 
ライフコミ
ュ-ン新小
岩 

新小岩 3-10-
6 

5662-6090 

 
 
 
 
 
 

認知症対応
型共同生活
介護（グル-
プホ-ム） 

49 
エブリィ！
ト-リツ立
石 

立石 8-48-1 3691-8891 

82 みのりの里 
東新小岩 5-
17-11 

5698-5058 

 

４５ 要配慮者関連施設 
（中略） 
 

特別養護老
人ホーム 

18 
東四つ木ほ
ほえみの里 

東四つ木 2-
26-15 

5698-2341 

 
 

特定施設入
居者生活介
護 

41 
ライフコミ
ュ-ン新小
岩 

新小岩 3-10-
16 

5662-6090 

42 
チャーム水
元公園 

東水元 2-38-
11 

5648-7702 

46 
アズハイム
葛飾白鳥 

白鳥 4-15-19 6662-7027 

 
 

認知症対応
型共同生活
介護（グル-
プホ-ム） 

51 
花物語かつ
しか 

立石8-48-1 1
階 

3691-8891 

73 
コンフォー
トフィオー
レ東堀切 

東堀切 1-15-
21 

4400-1249 

82 みのりの里 
東新小岩 5-
17-11 

5698-5058 

82 
グループホ
ームきらら
高砂 

高砂 3-25-16 5622-3015 
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番号 頁 旧 新 備考 

150  106 ４５ 要配慮者関連施設 
（中略） 
 
 
 

区立保育園 117 渋江保育園 
東立石 3-3-
15 

3696-3761 
 

４５ 要配慮者関連施設 
（中略） 

区立保育園 
106 会野保育園 奥戸 5-23-7 3692-7677 

107 青戸保育園 青戸 5-9-10 3602-4007 

区立保育園 117 渋江保育園 
東四つ木 2-
15-11 

3696-3761 
 

 

151  111 ４５ 要配慮者関連施設 
 

有床医療機
関 

 
小宅産婦人
科医院 

西水元 1-29-17 3609-0415 

 
悠翔会在宅
クリニック
金町 

金町 5-24-18 5648-8336 

 間外科医院 亀有 1-15-23 3604-8407 

 
たかはし助
産院 

柴又 1-26-15 
080-6550-
0438 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４５ 要配慮者関連施設 
（中略） 

有床医療機
関 

 
わたホーム
クリニック 

立石 6-8-1 6662-8514 

 
小宅産婦人
科医院 

西水元 1-29-17 3609-0415 

 
悠翔会在宅
クリニック
金町 

金町 5-24-18 5648-8336 

 
悠翔会在宅
クリニック
葛飾 

柴又 1-46-9 6231-3578 

 間外科医院 亀有 1-15-23 3604-8407 

 
たかはし助
産院 

柴又 1-26-15 
080-6550-
0438 

 

高橋助産院 
柴又マタニ
ティーハウ
ス 

柴又 1-26-15 5660-3963 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

152  112 ４５ 要配慮者関連施設 
 
 
 
 

４５ 要配慮者関連施設 
(中略) 
児童相談所 342 児童相談所 立石 2-30-1 5698-0303 
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153  115 ４６ 河川堤防の水防上注意を要する箇所 
（中略） 
第５ 「河川及び堤防における水防上点検を強化する箇所」調書 

No 河川名 地先名 
種

別 

構

造

物 

延

長 

注意を要

する理由 

対  

策 

河川 

管理

者 

(1) 荒川 
四つ木

三丁目 

堤

防

高 

橋

梁 

左

岸 

34m 

四つ木橋 

巡

視

点

検 

国土

交通

省 

 
 

４６ 河川堤防の水防上注意を要する箇所 
（中略） 
第５ 「河川及び堤防における水防上点検を強化する箇所」調書 

No 河川名 地先名 
種

別 

構

造

物 

延

長 

注意を要

する理由 

対  

策 

河川 

管理

者 

(1) 荒川 
四つ木

三丁目 

堤

防

高 

橋

梁 

左

岸 

34m 

四ツ木橋 

巡

視

点

検 

国土

交通

省 

 

 

154  117 ４８ 水防関係機関 
 
江東治水事務所 
水門管理ｾﾝﾀｰ 

江東区清澄 1-2-37 先 水門管理課 

 
 

４８ 水防関係機関 
 
江東治水事務所 

水門管理ｾﾝﾀｰ 
江東区清澄 1-2-37 先 水門管理課 

 

[江東治水事務所] 

155  119 ４９ 水防倉庫及び敷材備蓄一覧 
 
 
資機材備蓄種別 水防第一倉庫 

立石 6-9-1 
 
 

４９ 水防倉庫及び敷材備蓄一覧 
（倉庫内資機材備蓄の数量を更新） 

 
資機材備蓄種別 第一水防倉庫 

立石 6-9-1 
 

 

156  128 ５５ 洪水緊急避難建物一覧 
 
No 建物名称 所在地 EV 

3 立石図書館 立石 1-9-1  

7 総合庁舎 
立石 5-13-1  

60 お花茶屋図書館 
お花茶屋 2-1-15  

171 中央図書館 
金町 6-2-1  

 

５５ 洪水緊急避難建物一覧 
 
No 建物名称 所在地 EV 

3 立石図書館 立石 1-9-1 ○ 

7 総合庁舎 立石 5-13-1 
○ 

60 お花茶屋図書館 お花茶屋 2-1-15 
○ 

171 中央図書館 金町 6-2-1 
○ 
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157  133 ５６ 大規模水害時の広域避難先施設及び大規模水害時における
緊急安全確保に関する協定一覧 
■【大規模水害時の広域避難先一覧】 
 

５６ 大規模水害時の広域避難先施設及び大規模水害時におけ
る緊急安全確保に関する協定一覧 
■【大規模水害時の広域避難先一覧】 
（中略） 
17 学校法人大妻学院 包括・細目 
18 住友不動産株式会社 包括・細目 

19 学校法人青山学院 包括・細目 
20 学校法人帝京平成大学 包括・細目 
21 学校法人帝京大学 包括・細目 
22 国立大学法人東京大学 包括・細目 

23 公益財団法人日本障害者リハビリテーショ
ン協会 

包括・細目 
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７．葛飾区地域防災計画（令和６年修正）【資料編 参考資料編】 新旧対照表 

番号 頁 旧 新 備考 

158  155 ６１ 葛飾区防災会議地域防災計画見直し幹事会設置要綱 
（中略） 
別表（第２条関係） 

〃 
東京電力パワーグリッド（株）
上野支社 企画統括グループ 

地域担当次長 
 

６１ 葛飾区防災会議地域防災計画見直し幹事会設置要綱 
（中略） 
別表（第２条関係） 

〃 
東京電力パワーグリッド（株）
上野支社 企画統括グループ 

地域担当次長 

 
 

[東電 PG] 

159  176 ６９ 主要官公署等一覧表 
 

名   称 所 在 地 電話番号 

〃 新小岩北 〃 〃  東新小岩 6-21-1 3694-2711 

〃 新 小 岩 〃 〃  新小岩 2-17-1 3653-7141 
 

６９ 主要官公署等一覧表 
 

名   称 所 在 地 電話番号 

〃 新小岩北 〃 〃  東新小岩 6-21-1 3694-2781 

〃 新 小 岩 〃 〃  新小岩 2-17-1 3653-7151 
 

 

160  177 ６９ 主要官公署等一覧表 

〃 
首 都 国 道 事 務 所 

金 町 国 道 出 張 所 
葛飾区金町 3-48-2 3607-6400 

 

６９ 主要官公署等一覧表 

〃 

首 都 国 道 事 務 所 

防災施設（旧金町国道

出張所） 

葛飾区金町 3-48-2

（通常は無人、災

害時のみ有人） 

3607-6400 

 

[首都国道事務所] 

161  177 ６９ 主要官公署等一覧表 

東京電力パワーグリッ
ド(株)上野支社 

台東区竜泉 2-
18-6 

0120-995-007 

6375-9803(有料） 
 

６９ 主要官公署等一覧表 

東京電力パワーグリッ
ド(株)上野支社 

台東区竜泉 2-
18-6 

0120-995-007 

6375-9803(有料） 
 

 

162  177 ６９ 主要官公署等一覧表 
（株）ＮＴＴ東日本―東京 新宿区北新宿 1-5-1 5688-9409 

 

６９ 主要官公署等一覧表 
東日本電信電話株式会社 
東京東支店 

台東区上野 5-24-11 5846-8762 
 

[東日本電信電話] 

163  178 ６９ 主要官公署等一覧表 
日本郵便(株)葛飾郵便局 〃  四つ木 2-28-1 3695-9103 

 

６９ 主要官公署等一覧表 
日本郵便(株)葛飾郵便局 〃  四つ木 2-28-1 3695-9101 

 

 

 


